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― は じめに

「古今字」は鄭玄も用いている1伝
統的な訓詰學用語で,同

一の語を表すのに古くは甲字が

後代に乙字が用いられたという場合,そ れを 「甲乙,古 今字」と表現する。注繹では同じ事柄

をほかに 「甲,古 (之)乙 字」「甲,今 (之)乙 字」「甲,今 字作乙」「乙,古 作甲」などとも

言い表すが,「古今字」とは,本 末は,讀 んで字のごとく,単 に同じ語を古と今 (時代の前後,

相封的な古今で特定の時代を指さない)で 異なる字を用いて表記する現象をいう語である。し

かし,最 近では, この語を文字の派生の観鷺から,初 文とそれから派生した字
2を

指して用い

ることがあり,清 代以前の 「古今字」解繹にも混貧Lが生じている3。
古今字は営然,初 文と派

生字を含むが,必 ずしも古字が初文で今字が派生字というわけではない。古今字と初文 ・派生

字は全く別の概念である。この文章では,『周程正義』を手がかりに清末の孫論譲の 「古今字」

の内容を明らかにし,清 代以前の 「古今字」は歴史的同語異字現象のみを指すものだったこと

を確認しておきたいと思う。

『周謹正義』略例の古今字

孫論譲は 『周祀正義』略例第八に,古 今字の例を48組奉げるが,そ のうちの 「萱」「一」と

「参」「三」については以前に論じた
4ことがぁるので,以 下,そ の他の46組についての調査結

果を述べる。

1 『 證記』曲祀下 「君天下日天子,朝 諸侯分職授政任功日予一人。」注 「余予,古 今字。」

2 初 文とそれから派生した字の関係をいう場合は,初 文を 「原字」、「本原字」,派 生字を 「後起字」、「匠別字」、

「分別字」などと呼ぶこともある。

3 例 えば,洪 成玉 『古今字』 (語文出版社 1995)は ,段 玉裁の古今字に開する観難をまとめ,① 古今字是古

今用字不同、②古今字的古和今,是 相封而言的、③古今字不是字的形翌演憂、④古今字没有造字相承的関係

の四つを睾げるが (p.8-21),③ は本末古今字とは開わりのない概念であり,④ は 「造字相承的関係」がな

いとは限らないので誤りである。これは,文 字の派生の観粘から用いられる 「古今字」と清代以前の 「古今

字」を混同したものだが,段 玉裁だけでなく,清 代以前の 「古今字」の定義は①と②で十分なのではないか

と思われる。

4 「 『周程』の萱と参」 (『富山大学人文学部紀要』43,p.45-57)
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(1 )敵・漁

『周程』経文に 「漁」
5は

見えず,「敵」は官名 「敵人」とその職掌を述べる部分4箇 所に見

える6。
逆に注には 「漁」のみで 「敵」はない。

7「
敵」は 『説文』に見えないが,序 官の 『繹

文』が 「放」の或催として 「鮫」を挙げることから,「衛」
8の

異体字だとされ,9「漁」の意味

を表すのは椴借である。孫論譲は,「古用限字,今 用正字」といい,「経用古字,注 用今字」の

一例だと考える。

(2)漆・法

「法」は 「濠」の略催である。
H『

周祀』以外の十二経には 「浬」は見えないが,院 元本 『周

程』の経文には 「浬」が142、「法」が8出現する。注は原則として 「法」に作るが,大 宰注の

小宰経文の引用では,例 外的に 「濠」に作る2。
孫論譲は,小 宰経文の 「濠」について,繹 文

の 「灌,古 法字」と 『説文』の 「濠」の説解を引き,「凡経皆作濠,注 皆作法,経 例用古字,

注例用今字也」といい,注 の小宰経文の引用も 「法」に作る。また,注 文が 「法」に作る箇所

で,「経用古字,注 用今字」と繰り返し指摘するほか,院 元本で 「法」に作る経文の8箇所をす

べて 「浬」に改め,そ れらについても注に 「法」字が見える箇所では 「此亦注用今字作法也」

と指摘することを忘れないR。

5 『 説文』十一篇下鰊部 「漆,捕 魚也,捕 魚也,炊 無炊水,漁 ,家 文漁,炊 魚。」
6 天 官序官 「赦人中士二人。」経典繹文 「敵,音 魚,本 又作魚,亦 作鮫同,又 音御。」孫論譲疏 「此敵、鮫,
並奴之別證,古 慨篤捕魚字。」

敵人 「敵人掌以時敵篤梁。」注 「月令季冬,命 漁師篤梁。」 (『程記』月令 「季冬之月,… …是月也,命 漁師始
漁。」)孫 論譲疏 「『掌以時放篤梁』者,祀 運注引赦並作漁,古 用限字,今 用正字也。詳叙官疏。」 (『程記』程
運 「用水火金木飲食必時」注 「用水謂漁人以時漁篤梁。」)

放人 「凡放者掌其政令,凡 赦征入干玉府。」注 「鄭司農云,漁 征,漁 者之租税,漁 人主収之入干玉府。」孫語
譲疏 「注鄭司農云,… …者,此 亦注用今字作漁也。」

7 『 周祀』の他の十二経に 「赦」は見えず,「漁」のみ。「漁」は,『周易』繋辞下、『證記』月令、坊記、『左
博』襄公博二十五年、『孟子』公孫丑上などに見える。

8 『 説文』五篇上 「衝,禁 苑也,炊 竹御鷲,春 秋博日,澤 之目衝。奴,綺 或炊又魚馨。」なお 「春秋博」は左

博昭公二十年 「澤之在蒲,舟 鮫守之。」に見える澤の番人の官名 「舟鮫」。荘述祖 (下注参照)は 「鮫」を
「叙」の誤りとする。

荘述祖 『五経小學述』一 (『皇清経解績編』巻238)参 照。

敵人疏。注6参照。

『説文』十篇上薦部 「濠,刑 也。平之如水,炊 水。薦所以鯛不直者去之,炊 去。法,今 文省。」
天官 。大宰 「以八濠治官府。……六日官濠,以 正邦治。……」注 「鄭司農云,… …官法謂職所主之法度。

官職主祭祀朝期會同賓客者,則 皆自有其法度。小宰職日,以 濠掌祭祀朝期會同賓客之戒具。……」
地官 ・草人 「掌土化之法,以 物地,相 其宜而篤之種。」注 「土化之法,化 之使美,若 氾勝之術也。」孫語譲

疏は,経 文の 「法」を 「濠」に作り,「注云 『土化之法,化 之使美』者,此 亦注用今字作法也。」

夏官 ・諸子 「若有兵甲之事,… …合其卒伍,置 共有司,以 軍法治之。」注 「軍法,百 人篤卒,五 人篤伍。」孫
論譲疏は,経 文の 「法」を 「濠」に作り,「云 『合其卒伍,置 共有司,以 軍漆治之』者,燕 義濠作法,古 今字。」

9

10

11

12

13
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(3)聯0連

「連」は,『周祀』経文ではM冬
官に1例見える馬ほか,前 五篇では三易の一の名 「連山」に用

いられるのみ (2例)‖で,連 なる、連ねるの意味では 「聯」を用いる (17例)r。

『説文』では 「聯」は 「連也」
掲であるが,「連」は 「員連也」

‖と訓じられる。段玉裁は

「連」を 「禁」 の古文だと考えたため,テ キス トを 「負車也,炊 走車,會 意。」に改め,大 宰

の鄭衆注に関連して 「漢以後,連 貫字皆用連,故 司農以今字易古字,而 又明之日,周 秦古書連

貫字皆用聯。 (漢以後は,つ らなるという意味では皆 「連」字を用いたので,鄭 司農注では古

字のかわりに今字を使い,さ らに周秦の古書はつらなるの意味ではみな 「聯」を用いたと説明

している。)」
別といい,『説文解字注』

減でも,大 宰注 「古書連作聯」を引き,「然則聯連篤古今

夏官 ・大僕 「祭祀、賓客、喪紀,正 王之服位,詔 法儀,賛 王牲事。……縣喪首服之法千宮門。……王燕飲,

則相其法。」注 「首服之法謂免髭、井、絶、廣狭長短之敷。」孫論譲疏は,経 文の 「法」をいずれも 「灌」に

作り,「注云 『首服之法謂免髭、竿、線、廣狭長短之敷』者,此 亦注用今字作法也。」

夏官 ・小臣 「掌王之小命,詔 相王之小法儀。……小祭祀、賓客、饗食、賓射掌事,如 大僕之法。」注 「小法

儀,趨 行洪揖之容」孫論譲疏は,経 文の 「法」をいずれも 「濠」に作り,「注云 『小法儀,趨 行供揖之容』

者,此 亦注用今字作法也。」

秋官 ・士師 「掌國之五禁之濠以左右刑罰。……若邦凶荒,則 以荒辮之法治之。」注 「鄭司農云,… …救荒之

政十有二,而 士師別受其数條。是篤荒別之法。玄謂,… …遭飢荒不明判國事有所貶損,作 権時法也。」孫論

譲疏は,経 文の 「法」を 「濠」に作り,「『若邦凶荒,則 以荒辮之法治之』者,濠 ,唐 、蜀石経及宋大字本、

明嘉靖本並作法,今 依宋附繹音本、明注疏本正。凡経例用古字作濠,詳 大宰疏6」

14 『 周祀』のほかの十二経には 「連」は見えるが,「聯」は見えない。

15 冬 官 ・梓人 「外骨,内 骨,卸 行,仄 行,連 行,紆 行,以 腫鳴者。以注鳴者。以労鳴者。以翼鳴者。以股鳴

者。以胸鳴者。謂之小轟之属,以 篤離琢。」注 「連行,魚 属。」

16 春 官 ・大 卜 「掌三易之湮。一日連山,二 日掃蔵,三 日周易。」

春官 ・寒人 「掌三易,以 耕九寒之名。一日連山,二 日掃蔵,三 日周易。」

17 天 官 ・大宰 「以八濠治官府。一日官属,以 畢邦治。三日官職,以 耕邦治。三日官聯,以 會官治。……」注

「官聯謂國有大事,一 官不能獨共,則 六官共奉之。聯讀篤連,古 書連作聯。聯謂連事通職相佐助也。小宰職

日,(省 略聯 7見。下参照。),官 常謂各自領其官之常職,非 連事通職所共也。」『周祀漢讀考』巻下 「漢以後,

連貫字皆用連,不 用聯,故 司農以今字易古字,而 又明之日,周 秦古書連貫字皆用聯。許叔重日,… …,此 古

書二字,興 凡言故書者不同。」孫論譲疏 「云 『聯讀篤連,古 書連作聯』者,段 玉裁云,… …,案 段説是也。」

天官 ・小宰 「以官府之六聯合邦治。一日祭祀之聯事。二日賓客之聯事。三日喪荒之聯事。四日軍旅之聯事。

五白田役之聯事。六日敏弛之聯事。凡小事皆有聯。」注 「鄭司農云,… 此所謂官聯。」孫語譲疏 「云 『此所謂

官聯』者,聯 ,黄 蚕烈校改連,是 也。」

地官 ・大司徒 「以本俗六安萬民。一日微宮室。二日族墳墓。三日聯兄弟。四日聯師儒。五日聯朋友。六日同

衣服。」注 「連猶合也。」孫論譲疏 「云 『連猶合也』者,此 従今字讀聯篤連也。大宰八法三日官聯,先 鄭注云,

『聯讀篤連,古 書連作聯。』是聯連古今字。」

地官 ・族師 「五家篤比,十 家篤聯,五 人篤伍,十 人篤聯,四 間篤族,八 間篤聯。使之相保相受,刑 罰慶賞,

相及相共,以 受邦職,以 役國事,以 相葬埋。」

地官 ・司開 「掌國貨之節,以 聯門市。」

秋官 ・士師 「掌郷合、州薫、族間比之聯興其民人之什伍,使 之相安相受,以 比追膏之事,以 施刑罰慶賞。」

18 十 二篇上耳部 「聯,連 也。炊耳,耳 連於頼也。炊絲,絲 連不絶也。」

19 二 篇下た部 「連,員 連也,炊 そ炊車。」

20 「 彗」は十四篇上車部 「禁,軌 車也。炊車欺。欺在車前引之也。」

21 『 周證漢讀考』巻一 「大宰」

22 『 説文解字注』二篇下走部 「連」注。
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字。連禁篤古今字。椴連篤聯,乃 専用禁篤連。大鄭営云,連 今之禁字,而 云讀篤筆者,以 今字

易古字。令學者易暁也。 (だとすれば,「聯」 「連」は古今字で 「連」 「禁」 も古今字である。

「連」を偶借して 「聯」の意味で用い,「禁」を 「連」 (くるま)専 用に用いる。鄭衆は 「連は

今の禁字」 というべきところを,「禁」に読むといっているのは,学 ぶ者がわか りやすいよう

に,古 字のかわ りに今字を用いるのである。)」という。段玉裁は,つ らなるの意味では 「聯」

「連」が古今字で,正 字の 「聯」が古字、俣借字の 「連」が今字だと考えているのである。孫

論譲は段説を是とする。

(4)頒・班

『周祀』の経文には 「班」は見えず,55見える 「頒」器はわかつの意である24。
注は,数 箇所

23 天 官 ・大宰 「以九式均節財用。……八日匪頒之式。……」注 「頒讀篤班布之班,謂 班賜也。玄謂王所分賜

革臣也。」『周證漢讀考』巻一 「頒,大 首鬼,詩 日,有 頒其首,司 農謂非其義,故 易篤分瑞玉之班,頒 古音讀

如粉,在 十三部。班古音在十四部。合音最近。古相偶借,若 讀篤分,或 讀篤放,則 同部俄借。」孫論譲疏
「云 『頒讀篤班布之班』者,宮 伯、大宗伯注、大史先鄭注,讀 並同。説文……,段 玉裁云,… …。」

天官 ・宮伯 「以時頒其衣襄,掌 其誅賞。」注 「頒讀篤班。班,布 也。」孫論譲疏 「此興大宰 『匪頒』義同。」
天官 ・膳夫 「凡肉脩之頒賜皆掌之。」

天官 ・酒正 「掌酒之賜頒,皆 有灌以行之。」

天官 ・凌人 「夏,頒 沐掌事。」注 「暑氣盛,王 以沐頒賜,則 主篤之。」

天官 ・大府 「掌九貢九賦九功之式,以 受其貨賄之入,頒 其貨干受蔵之府,頒 其賄干受用之府。……凡頒財,
以式濠授之。……家削之賦,以 待匪頒。…」

天官 ・司表 「季秋献功裏,以 待頒賜。」

天官 ・掌皮 「遂以式濠頒皮革干百工。」

天官 ・典婦功 「以共王及后之用,頒 之干内府。」

天官 ・典絲 「頒絲千外内工,皆 以物授之。」

天官 ・典泉 「掌布組綾結之麻草之物,以 待時頒功而授齋。及献功,受 苦功以其頁褐而蔵之,以 待時頒。頒衣
服授之。賜予亦如之。」注 「授之,授 受班者。畠言待有司之政令,布 言班衣服,互 文。」校勘記 「授受班者,
諸本同,浦 鐘云,頒 誤班,非 也。此組作頒,注 作班,通 書準此。」孫語譲疏 「注云 『授之,授 受班者』者,… …

経云頒注云班者,蓋 亦讀頒篤班,詳 大宰疏。」

地官 ・大司徒 「乃分地職箕地守,制 地貢而頒職事焉。以篤地而待政令。」注 「頒職事者,分 命使各篤其所職
之事。」孫論譲疏 「云 『頒職事者,分 命使各篤其所職之事』者,説 文支部云,『牧,分 也』,頒 疏即牧之限字。」
地官 ・大司徒 「頒職事十有二千邦國都部,使 以登萬民。」

地官 ・小司徒 「乃頒比浬千六郷之大夫,… …」

地官 ・郷大夫 「正月之吉,受 教濠干司徒,退 而頒之千其郷吏,… …」

地官 0遺人 「凡委積之事,巡 而比之以時頒之。」

地官 ・遂人 「耕其野之土上地、中地、下地,以 頒由里。……以歳時登其夫家之衆寡及其六畜、車華,耕 其老
幼磨疾興其施舎者,以 頒職作事,以 令貢賦,以 令師田,以 起政役。」注 「職謂民九職也。分其農牧、衡虞之
職,使 民篤其事也。」

地官 ・縣正 「各掌其縣之政令徴比,以 頒田里,以 分職事,掌 其治訟,趨 其稼事而賞罰之。」
地官 ・旅師 「而用之以質pll致民,平 頒其興積,施 其恵散其利,而 均其政令。……凡用粟,春 頒而秋飲之。」
注 「平頒之,不 得偏頗有多少。」

地官 ・委人 「凡其余衆以待頒賜。」

地官 ・澤虞 「掌國澤之政令,篤 之属禁,使 其地之人守其財物,以 時入之干玉府,頒 其餘干萬民。」
地官 ・掌染草 「以槽量受之,以 待時而頒之。」
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で,「頒」を 「班」に讀むとするが,「班」に作るのは典案注のみである。『説文』の 「頒」 と

「班」の説解から,あ段玉裁は天官 0大宰 「匪頒之式」注の 「頒讀篤班布之班,謂 班賜也」につ

いて,「頒」を 「班」の椴借とするが,「頒」は十二部、 「班」は十四部であることか ら,同 部

の 「牧」
%の

椴借である可能性にも言及する
27。

孫論譲は大宰疏で 『説文』 と段説を引く
盤
。

( 5 )千・於

院元本 『周祀』の経文に 「千」は218、「於」は94見える。「千」218のうち,214までは前五

篇で,冬 官の 「千」4のうち3は助字ではなく
29,1例は,王 が侯を祝する辞の中に見え,地 の文

地官 0庫人 「掌九穀之数,以 待國之匪頒、胴賜、稽食。」注 「鄭司農云,… …頒讀篤班布之班,謂 班賜也。」

地官 ・倉人 「若穀不足則止餘濠用。有餘則蔵之,以 待凶而頒之。」

春官 ・大宗伯 「王大封,則 先告后土,乃 頒祀干邦國都家郷邑。」注 「頒讀篤班,班 其所営祀及其程。」

春官 ・小宗伯 「毛六牲,耕 其名物,而 頒之千五官,使 共奉之。……若大句,則 帥有司而饂獣干郊,遂 頒禽。」

注 「頒禽,謂 以予革臣。」

春官 ・津師 「大祭祀,展 犠牲繋干牢,頒 干職人。」

春官 ・大膏 「秋頒學合聾。」注 「春使之學,秋 頒其才藝所篤。」

春官 ・大祝 「頒祭琥干邦國都部。」

春官 ・大史 「正歳年以序事,頒 之干官府及都部,頒 告朔干邦國。」注 「天子頒朔干諸侯。」

春官 ・司常 「及國之大閲,賛 司馬頒旗物。」

夏官 0司動 「凡頒賞地,参 之一食。」

夏官 ・掌固 「掌脩城郭、溝池、樹渠之固。頒其士庶子及其衆庶之守。」

夏官 ・司士 「國有故,則 致士而頒其守。」

夏官 ・司兵 「及授兵,従 司馬之濠以頒之。」

夏官 ・司犬盾 「掌式盾之物而頒之。」

夏官 ・司弓矢 「及其頒之,王 弓、弧弓,以 授射甲革椎質者。爽弓、庚弓,以 授射朴侯鳥獣者。唐弓、大弓,

以授學射者。……凡師役會同,頒 弓弩,各 以其物,従 授兵至之儀。」

夏官 ・校人 「凡頒良馬而養乗之。……夏祭先牧,頒 馬攻特。」

夏官 ・校人 「凡大祭祀朝期會同,毛 馬而頒之。」注 「頒,授 営乗之。」

夏官 ・校人 「凡軍事,物 馬而頒之。」「掌駕説之頒。」

夏官 ・牧師 「掌牧地,皆 有属禁而頒之。」注 「頒馬,授 目者所牧虎。」

夏官 ・山師 「掌山林之名,耕 其物興其利害而頒之干邦國,使 致其珍異之物。」

夏官 ・川師 「掌川澤之名,辮 其物興其利害而頒之干邦國,使 致其珍異之物。」

24 『 祀記』にもわかつの意の 「頒」が見えるが (證運、明堂位、祭義),「班」に作る例 (檀弓上)も ある。

祀運 「合男女,頒 爵位,必 営年徳。」疏 「頒爵位者,頒 ,分 也,… …」

明堂位 「周公践天子之位,以 治天下。六年,朝 諸侯於明堂,制 程作楽,頒 度量,而 天下大服。」注 「頒讀篤

班。度謂丈尺高卑廣狭也。量謂豆匠斗斜筐笛所容受。」

祭義 「古之道,五 十不篤句徒,頒 禽隆諸長者,而 弟達乎猥狩実。」注 「頒之言分也。」

檀弓上 「請班諸兄弟之貧者。」注 「以分死者所沿也。」

25 『 説文』九篇上頁部 「頒,大 頭也。」一篇上玉部 「班,分 瑞玉。」

26 『 説文』三篇下支部 「牧,分 也。炊支分贅。周書日,乃 惟儒子牧。」段注に 「推詰文。今尚書作頒。葦孔

安國以今文字易之。周祀亦作頒。営是牧篤正字。頒篤偶借字。鄭司農云,… …,擦 許所偶古文,則 営云,頒

営篤牧,不 爾者,漢 時牧字不行也。……」

27 『 周證漢讀考』巻一。注23参照。

28 原 文は注23参照。

29 冬 官 ・見氏 「篤鍾。雨榮謂之銑,銑 間謂之千,千 上謂之鼓,… 干上之排謂之隧,… 」。この 「千」は 「銑

問」すなわち鐘日の雨角の間のこと。
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ではない。冬官に助字の 「千」はないに等 しい。

『説文』では 「干」は 「於也」
30だ

が,「於」は 「孝鳥也」 と訓 じられる 「烏」の或催であ

る
鍼
。段玉裁は,「於」が既に 「千」の訓として用いられていることを指摘 し,「則又千於篤古

今字。繹詰、毛博、鄭注経皆云,『干,於 也』。凡経多用千,凡 博多用於,而 烏鳥不用此字。

(つまり,「千」 「於」 も古今字である。 『爾雅』繹詰、『詩』毛博、三程の鄭注の注繹はみな

「干,於 也」 とする。経は 「干」を,博 は 「於」を用いることが多く,「烏」の意味では 「於」

を用いない。)」と注する。院元本 『周程』経文の 「於」64例について,孫 論譲疏は 「干」に改

めるか,改 めない場合も誤 りであるとする32。
また,逆 に注は 「干」でなく 「於」に作るべき

だと考える
33。

冬官の 「於」30例34については 「於」の初出箇所で,前 五篇と冬官は用字法が異

なるので,誤 りではないとし,以 下の 「於」については,疏 は省いている。

30 五 篇上干部 「干,於 也。象気之舒干。炊巧炊一。一者,其 気平也。」

31 四 篇上烏部 「烏,孝 鳥也。…於,象 古文烏省。」

32 天 官 0内小臣 「有好令於卿大夫,則 亦如之。」孫語譲疏 「云 『有好令於卿大夫,則 亦如之』者,於 ,経 例

営作干,石 経及各本並誤。」

天官 ・寺人 「若有喪紀賓客祭祀之事,則 帥女宮而致於有司,佐 世婦治程事。」孫論譲疏 「云 『則帥女宮而致

於有司』者,於 ,経 例営作干,石 経及各本並誤。」

地官 ・大司徒 「若國有大故,則 致萬民於王門,令 無節者不行於天下。」孫論譲疏 「云 『則致萬民於王門』者,
於,経 例営作干,石 経及各本並誤。下同。」

地官 ・郷師 「凡四時之徴令有常者,以 木鐸御於市朝。」孫論譲疏 「云 『以木鐸狗於市朝』者,於 ,経 例営作
千,唐 石経及各本並誤。」

地官 ・郷大夫 「正歳,令 革吏孜灌干司徒,以 退,各 憲之於其所治。國大詢干衆庶,則 各帥其郷之衆寡,而 致
於朝。」孫論譲疏 「云 『以退,各 憲之於其所治』者,於 ,経 例営作干,石 経及各本並誤。」

地官 ・司諫 「耕其能而可任於國事者,以 敬郷里之治,以 詔磨置,以 行赦宥。」孫語譲は 「於」を 「干」に作
る。

地官 ・司救 「共有過失者,三 譲而罰。三罰而蹄於園土。」孫論譲は 「於」を 「千」に作る。

地官 ・媒氏 「中春之月,令 會男女。於是時也,奔 者不禁。」孫論譲疏 「云 『於是時也,奔 者不禁』者,於 ,
経例営作干,石 経及各本並誤。」

地官 ・司市 「凡萬民之期干市者,辟 布者,量 度者,刑 毅者,各 於其地之叙。」孫語譲は 「於」を 「干」に作
る。

地官 ・泉府 「掌以市之征布飲市之不告貨之滞於民用者,以 其買買之,物 掲而書之。」孫論譲疏 「云 『敏市之
不告貨之滞於民用者』者,於 ,段 玉裁校改干,… …,案 段説是也。於,経 例用古字,皆 作干。」
地官 ・司開 「凡貨不出於開者,奉 其貨,罰 其人。」孫論譲疏 「云 『凡貨不出於開者』者,於 ,経 例営作干,
石経及各本並誤。」

地官 0掌節 「凡通達於天下者,必 有節以博輔之。」孫論譲疏 「云 『凡通達於天下者,必 有節以博輔之』者,
於,経 例営作干,石 紅及各本並誤。」

地官 ・稽人 「若有會同師田行役之事,… …治其政令,以 聴於司馬。大喪,帥 蜃車興其役,以 至掌其政令,以

聴於司徒。」孫論譲疏 「云 『以聴於司馬』者,於 ,紅 例営作干,石 経及各本並誤。」

地官 ・角人 「凡骨物於山澤之農,以 営邦賦之政令,以 度量受之,以 共財用。」孫語譲は 「於」を 「干」に作
る。

春官 ・小宗伯 「兆五帝於四郊。」『周祀漢讀考』巻三 「兆五帝於 (営作干)四 郊」孫論譲疏 「『兆五帝於四郊』

者,段 玉裁云 『於営作干』。」

春官 ・典命 「凡諸侯之適子誓於天子。」孫論譲疏 「云 『凡諸侯之適子誓於天子,… …』者,於 ,経 例営作予,
唐石経及各本並誤。」
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春官 ・世婦 「凡王后有先事於婦人,則 詔相。凡内事有達於外官者,世 婦掌之。」孫論譲疏 「云 『凡王后有先

事於婦人,則 詔相』者,於 ,経 例営作干,石 経及各本並誤。」

春官 ・家人 「凡死於兵者,不 入兆域。……凡諸侯及諸臣葬於墓者,授 之兆,篤 之躁,均 其禁。」孫論譲疏

「云 『凡死於兵者,不 入兆域』者,於 ,経 例営作干,石 経及各本並誤。……云 『凡諸侯及諸臣葬於墓者,授

之兆』者,於 ,経 例営作干,石 経及各本並誤。」

春官 。大司楽 「凡有道者,有 徳者,使 教焉,死 則以篤柴祖,祭 於書宗。……凡楽,園 鍾篤宮,… …,於 地上

之園丘奏之。……凡楽,函 鍾篤宮,… …,於 澤中之方丘奏之。……凡柴,黄 鍾篤宮,… …於宗廟之中奏之。」

孫論譲疏 「云 『死則以篤楽祖,祭 於替宗』者,於 ,経 例営作千,石 経及各本並誤。……云 『於地上之園丘奏

之』者,於 ,経 例営作干,石 経及各本並誤。下 『方丘』『宗廟』同。」

夏官序官 「家司馬,各 使其臣,以 正於公司馬。」孫論譲疏 「云 『家司馬,各 使其臣,以 正於公司馬』者,於 ,

経例営作干,石 経及奮本並誤。」

夏官 0司動 「凡有功者,銘 書於王之大常,祭 於大蒸。」孫論譲疏 「云 『凡有功者,銘 書於王之大常,祭 於大

蒸』者,於 ,経 例営作干,石 経及各本並誤。」

夏官 ・馬質 「凡受馬於有司者,書 其歯毛興其買。」孫論譲疏 「云 『凡受馬於有司者』者,於 ,経 例営作干,

石経及各本並誤。」

夏官 ・諸子 「國有大事,則 帥國子而致於大子,惟 所用之。」孫語譲疏 「云 『國有大事,則 帥國子而致於大子』

者,於 ,経 例営作千,石 経及各本並誤。」

夏官 ・虎責氏 「有徴事,則 奉書以使於四方。」孫論譲疏 「云 『則奉書以使於四方』者,於 ,経 例営作干,石

経及各本並誤。」

夏官 ・大僕 「王不眠朝,則 辞於三公及孤卿。」孫論譲は 「於」を 「千」に作る。

秋官 ・大司寇 「以雨造禁民訟,入 束矢於朝。然後聴之。……凡萬民之有罪過而未麗於濠而害於州里者,… …

凡遠近偉獨老幼之欲有復於上而其長弗達者,立 於肺石,三 日,士 聴其辞,以 告於上,而 罪其長。……」孫論

譲疏 「云 『以雨造禁民訟,入 束矢於朝,然 後聴之』者,於 ,経 例営作干,石 経及各本並誤。」また,孫 論譲

は 「未麗於濠」の 「於」を 「干」に作り,「 『凡萬民之有罪過而未麗千灌而害於州里者』者,… …上 「千」

字石経誤於,今 擦嘉靖本正。下 「於」字亦営作干,石 経及各本並誤。」という。また 「云 『凡遠近偉獨老幼

之欲有復於上而其長弗達者』者,於 ,経 例営作干,石 経及各本並誤。下並同。」

秋官 ・小司寇 「孟冬祀司民,献 民数於王,王 拝受之。」孫論譲疏 「云 『孟冬祀司民,献 民敷於王』者,於 ,

経例営作干,石 経及各本並誤。」

秋官 ・遂士 「協日就郊而刑殺,各 於其遂,卑 之三日。」孫論譲疏 「云 『協日就郊而刑殺,各 於其遂,肇 之三

日』者,於 ,経 例営作干,石 経及各本並誤。」

秋官 ,訪士 「凡四方之有治於士者造焉,… …邦有賓客,… …,入 於國,則 篤之前駆而辟。」孫論譲疏 「云

『凡四方之有治於士者造焉』者,於 ,経 例営作干,石 経及各本並誤。下同。」

秋官 ・朝士 「凡報仇儲者,書 於士,殺 之無罪。」孫論譲疏 「云 『凡報仇僻者,書 於士,

於営作予,石 経及各本並誤。」

秋官 ・司民 「掌登萬民之数, 自生歯以上,皆 書於版:」孫語譲疏 「云 『掌登萬民之敷,

版』者,於 ,経 例営作千,石 経及各本並誤。」

秋官 ・司約 「凡大約剤,書 於宗葬。小約剤,書 於丹固。」孫論譲疏 「云 『凡大約剤,書 於宗葬。小約剤,書

於丹固』者,於 ,経 例並営作干,石 経及各本並誤。」

秋官 0掌毅 「凡罪之麗於漆者,亦 如之。」孫語譲疏 「云 『凡罪之麗於灌者,亦 如之』者,於 ,経 例営皆作干,

石経及各本並錯出,誤 。」

秋官 ・蟷氏 「若有死於道路者,0… ・・」孫論譲疏 「云 『若有死於道路者,… …』者,於 ,経 例用古字,皆 作干,

不営錯出。」

秋官 ・薙氏 「掌溝漬治池之禁,凡 害於國稼者。春令篤隣,捜 溝漬之利於民者,… …」孫論譲疏 「云 『凡害於

國稼者』者,於 ,経 例営作干,下 同,唐 、蜀石経及各本並誤。」

秋官 ・司恒氏 「掌以夫遂取明火於日,以 壼取明水於月,以 共祭祀之明萱明燭共明水。」孫論譲疏 「云 『掌以

夫遂取明火於日,以 壼取明水於月』者,於 ,経 例並営作予,石 経及各本並誤。」

秋官 ・條狼氏 「凡誓,執 鞭以趨於前,… …」孫論譲疏 「云 『凡誓,執 鞭以趨於前』者,於 ,経 例営作干,唐

石組及各本並誤。」

秋官 ・脩間氏 「禁征鍮者,興 以兵革趨行者,興 馳聘於國中者」孫詰譲疏 「云 『興馳聘於國中者』者,於 ,経

殺之無罪』者,経 例

自生歯以上,皆 書於
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(6 )敬0考

「考」は,院 元本 『周程』の経文では,考 工記の 「考」のほか,天 官 ・宰夫
35、

冬官 ・匠人"に

1例ずつ見えるのみであるのに封し,「孜」は30例あり",ま た注が経を繹するときは必ず 「考」

に作る38。『説文』では:「孜」は 「敏也」(「敏」は 「撃也」)「考」は 「老也」なので;段 玉裁

はしらべる、かんがえるなどの意は 「孜」の引申義で,「考」は 「孜」を借りてその義を表す

例営作干,唐 、蜀石経及各本並誤。」

秋官 ・街枚氏 「禁nln乎
歎嗚於國中者、行歌哭於國中之道者。」孫論譲は二箇所の 「於」をいずれも 「干」に

作り,「干,唐 、蜀石経並誤於,今 擦宋附繹音本、嘉靖本正,下 同。」という。

秋官 ・司儀 「及其損之,各 以其證。公於上等。侯伯於中等。子男於下等。」孫論譲は三箇所の 「於」をいず

れも 「干」に作る。

秋官 ・行夫 「居於其國,則 掌行人之劣辱事焉。使則介之。」孫論譲疏 「云 『居於其國』者,於 ,組 例営作干,

石経及各本並誤。」

秋官 0朝大夫 「凡都家之治於國者,必 因其朝大夫,然 後聴之。」孫論譲疏 「『凡都家之治於國者,必 因其朝大

夫,然 後聴之』者,於 ,経 例営作干,石 経及各本並誤。」

33 例 えば,天 官 ・敵人 「凡赦者掌其政令,凡 敵征入干玉府。」注 「鄭司農云,漁 征,漁 者之租税,漁 人主収
之入干玉府。」について,孫 論譲疏は 「注鄭司農云,… ,干 ,亦 営作於。」

34 冬 官線叙 「式秘六尺有六寸,既 建而逸,崇 於珍四尺,謂 之二等。人長八尺,崇 於式四尺,謂 之三等。受長
尋有四尺,崇 於人四尺,謂 之四等。車戟常,崇 於受四尺,謂 之五等。酋矛常有四尺,崇 於戟四尺,謂 之六等。
……凡察車之道,必 自載於地者始也。……輪己庫,則 於馬終古登地也。」孫論譲疏 「云 『犬秘六尺有六寸,
既建而進崇於珍四尺』者,… …,於 ,前 経五篇並用古字作干,此 記上下篇並作於,疑 経記字例本不同,鄭 、

買各働其奮,非 博篤之誤也。後不備校。」

冬官 ・輪人 「輪雖散,不 瓶於盤。」、冬官 ・軒人 「小於度,謂 之無任。」

冬官 ・梓人 「有力而不能走,則 於任重宜。大馨而宏,則 於鍾宜。……無力而軽,則 於任軽宜。其馨清陽而遠
聞,於 碧宜。……深其爪,出 其目,作 其鱗之而,則 於眠必撥爾而怒,荀 撥爾而怒,則 於任重宜。」
冬官 。匠人 「専達於川,各 載其名。……欲篤淵,則 句於矩。」

冬官 ・車人 「自其庇縁其外,以 至於首以弦其内,六 尺有六寸,興 歩相中也。」

冬官 0弓人 「夫角之本,壁 於刀而休於氣。・……夫角之末,遠 於刀而不休於氣。・……以篤弓,則 豊異於其獣。・……

夫懐膠於内而摩其角。・……於挺臀中有村焉。故票J。・……橋幹,欲 執於火而無嵐。橋角,欲 執於火而無燎。……

雖善於外,必 動於内。……篤村而嚢,必 動於憫。」

35 天 官 ・宰夫 「掌治灌,以 考百官府、革都縣部之治,乗 其財用之出入。」孫語譲正義本は,「考」を 「孜」に

作る。

36 冬 官 ・匠人 「建國,水 地以縣。置梨以縣,眠 以景。篤規,識 日出之景興日入之景。書参諸日中之景,夜 考
之極星,以 正朝夕。」

37 他 の十二経に 「敬」は見えない。

38 天 官 ・大宰 「乃施浬干官府,而 建其正,立 其式,設 其孜,陳 其殷,置 其輔。」注 「考,成 也,佐 成事者,
謂宰夫、郷師、肇師、軍司馬、士師也。」孫語譲 「云 『考,成 也』者,爾 雅繹詰文。説文支部云,孜 敏也,
又老部云,考 老也。凡訓考成、考課、考校者,皆 孜敏引申之義,経 典多借考篤之。此組皆作孜,注 皆作考,
亦組用古字,注 用今字之例也。」

天官 ・小宰 「令干百官府日,各 脩乃職,敬 乃灌,待 乃事,以 聴王命。……」

天官 ・宰夫 「旬終,則 令正日成。而以敬其治。治不以時畢者,以 告而誅之。」
天官 ・司會 「以参互敬日成,以 月要孜月成,以 歳會孜歳成。」釈文 「孜音考」

天官 ・司書 「凡上之用財用,必 孜干司會……凡邦治孜焉。」注 「考其法於司書。」孫論譲疏 「注云 『考其法於
司書』者,経 作敬,注 作考,亦 経用古字,注 用今字也。」

天官 ・職歳 「職歳掌邦之賦出,以 式官府都部之財,出 賜之敷,以 待會計而孜之。」校勘記 「唐石経諸本同,
宋本孜作考,非 。案経作孜用古字,注 作考用今字。」

地官 ・小司徒 「歳終,則 孜其属官之治成而誅賞。……及大比,六 郷四郊之吏,平 教治,正 政事,孜 夫屋及其
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と考える39。
孫論譲は前五篇については 「経用古字,注 用今字」の原則を通 し,前 五篇 1例 の

みの 「考」も 「孜」に改めるが,「孜」は略例の 「考工記字例,興 五官又不蓋同」の例
40に

奉げ

てお り,「経記字例之異」 と見倣してか,考 工記の 「考」については何もいわない。

( 7 )示・祇

『説文』によれば・
,「地祇」、「神祇」の正字は

「地示」 「神示」の 「示」は 「祇」の偶借である。

「示」
42は

,す べて本音の 「神至切」ではなく,「祇」

「祇」で,「示」は本来しめすの意であり,

『周程』の経文に 「祇」は見えず,19例 の

と同じ 「巨支切」に讀むべきものである43。

衆寡六畜兵器,以 待政令。」

地官 ・郷師 「大役,… …既役,則 受州里之役要,以 孜司空之辟,以 逆其役事。……歳終,則 敬六郷之治,以

詔康置。……若國大比,則 孜教察辞,稽 器展事,以 詔誅賞。」注 「考教,視 賢能以知道藝興不。」孫論譲疏

「注云 『考教,視 賢能以知道藝興不』者,組 作孜,注 作考者,亦 経用古字,注 用今字也。」

地官 ・郷大夫 「正月之吉,受 教濠千司徒,退 而頒之千其郷吏,使 各以教其所治,以 孜其徳行,察 其道藝。……

三年則大比,孜 其徳行道藝,而 興賢者能者。……正歳令革吏孜濠干司徒,以 退各憲之於其所治之國。」

地官 ・州長 「正月之吉,各 属其州之民而讀灌,以 孜其徳行道藝而動之,以 糾其過悪而戒之。……三年大比,

則大孜州里,以 賛郷大夫磨興。」

地官 ・縣師 「三年大比,則 以敬革吏,而 以詔磨置。」

地官 0司諫 「以孜郷里之治,以 詔磨置,以 行赦宥。」注 「因巡問動強萬民,而 考郷里吏民罪過,以 告王所営

罪不。」孫語譲疏 「注云 『因巡問動強萬民,而 考郷里吏民罪過,以 告王所営罪不』者,此 亦注用今字作考也。」

地官 ・質人 「掌稽市之書契,同 其度量,萱 其淳制,巡 而敬之,犯 禁者畢而罰之。」 (参考)注 「稽猶考也。」

春官 ・大史 「凡耕濠者孜焉,不 信者刑之。」釈文 「孜音考。」「耕事者孜焉,不 信者誅之。……凡喪事孜焉。」

春官 0内史 「執國灌及國令之式,以 敬政事,以 逆會計。」

夏官 ・大司馬 「大役興慮事,属 其植,受 其要,以 待孜而賞誅。」注 「考謂考校其功。」校勘記 「考謂考校其功,

余本嘉靖本同,間 監毛本上考作敬,非 。」孫論譲疏 「云 『考謂考校其功』者,説 文支部云,… …,弓 1申篤考

校。此経作孜,注 作考者,亦 経用古字,注 用今字之例,詳 大宰疏。」

夏官 ・諸子 「凡國之政事,國 子存遊倅,使 之脩徳學道。春合諸學,秋 合諸射,以 孜其藝而進退之。」

夏官 ・菓人 「凡齋財興其出入皆在菓人,以 待會而孜之。亡者開之。」

夏官 ・職方氏 「王特巡守,則 戒干四方日,各 脩平乃守,孜 乃職事,無 敢不敬戒,國 有大刑。」

39 三 篇下久部 「敬,敏 也。炊支巧馨。」段注 「敬引申之義篤孜課。周證多作孜。他経孜撃、敬課皆作考。椴

借也。孜敏畳韻」,「敏」下に 「敏,撃 也。炊支句啓。」八篇上老部 「考,老 也。炊老省巧聾。」段注 「凡言考

校、考問字皆篤孜之椴借也。」

40 『 周程正義』略例十二凡之八。

41 -篇 上示部 「示,天 垂象,見 吉凶,所 以示人也。炊二。三垂, 日月星也。観乎天文,以 察時愛示神事也。」,

「祇,地 祇提出高物者也。炊示氏聾。」

42 天 官 ・大宰 「祀大神示,亦 如之。」注 「大神祇謂天地。」繹文 「神示,本 又作祇,音 畿。」孫語譲疏 「『祀大

神示,亦 如之』者,繹 文云,… …,案 ,説 文示部云,… …,此 経皆借示篤祇,注 皆作祇,亦 経用古字,注 用

今字之例也。陸所見別本作祇,非 経例,不 足擦。」

春官 ・大宗伯 「掌建邦之天神、人鬼、地示之程,以 佐王建保邦國。」注 「建,立 也。立天神地祇人鬼之證者,

謂祀之祭之享之祀,吉 證是也。」繹文 「地示,音 祇,本 或作祇。下神示、地示之例,皆 放此。下巷亦然。」孫

論譲疏 「『地示』者,繹 文云,示 ,或 本作祇,案 説文,… …,此 経例用古字,通 借示篤祇,注 例則用今字作

祇。」

春官 ・大宗伯 「以吉祀事邦國之鬼神示。……凡祀大神、享大鬼、祭大示,帥 執事而 卜日,宿 眠膝濯,淮 玉圏,

省牲錢,奉 玉壼,詔 大琥,治 其大程,詔 相王之大證。」

春官 ・小宗伯 「大裁及執事薦祠子上下神示。」注 「諷日,『薦爾干上下神祇』。」

春官 ・大司柴 「以六律、六同、五馨、八音、六舞大合柴,以 致鬼神示,以 和邦國,以 諧萬民,。ち・…」注 「以
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孫論譲は,「示」の初出箇所の大宰疏において,『説文』を引き,「示」が 「祇」の似借である

ことと,『周程』の経文は 「祇」を 「示」に作 り,注 は 「祇」に作ることを指摘し, これも

「経用古字,注 用今字」の一例だというほか,経 がの 「示」を注が 「祇」に作る箇所では,「経

用古字,注 用今字」の原則を繰り返し述べる“。

(8)眠・視

『説文』
翡に擦れば,「眠」は 「視」の古文で,『周祀』経文は,春 官 0大宗伯の 「殷規日視」

1例“を除いて,冬 官も含め77例″すべて 「砥」に作る侶。孫論譲は,「砥」初出箇所の大宰疏の

冬日至作之,致 天神人鬼。以夏日至作之,致 地祇物彪。」

同上 「乃奏大族,歌 應鍾,舞 咸池,以 祭地示。」注 「地祇,所 祭於北郊,謂 神州之神及社稜。」孫論譲疏 「云

『地祇,所 祭於北郊,謂 神州之神及社稜』者,此 亦注用今字作祇也,下 並同。」

同上 「凡六柴者,一 愛而致羽物及川澤之示。再憂而致高物及山林之示。三憂而致鱗物及丘陵之示。四愛而致

毛物及墳衛之示。五愛而致介物及土示。六憂而致象物及天神。」注 「地祇高下之甚者。……土祇,原 曝及平

地之神也。」孫論譲疏 「云 『土祇,原 曝及平地之神也』者,此 亦注用今字作祇也。」

春官 ・大司柴 「凡柴,園 鍾篤宮,… …若架六憂,則 天神皆降,可 得而確実。凡柴函鍾篤宮,… …若柴八愛,

則地示皆出,可 得而祀実。凡柴黄鍾篤宮,… 。,。若柴九憂,則 人鬼可得而程実。」注 「天神則主北辰,地 祇則

主幌輪,人 鬼則主后稜。」

春官 ・大祝 「掌六祝之辞,以 事鬼神示,祈 福祥求永貞。……掌六祈,以 同鬼神示。」注 「天神、人鬼、地祇

不和,則 六痛作見,故 以祈程同之。」孫論譲疏 「云 『天神、人鬼、地祇不和,則 六痛作見,故 以祈證同之』

者,此 亦注用今字作祇也,下 並同。」

春官 ・大祝 「耕六琥,… …三日示琥。……」注 「祇琥,若 云后土地祗。」繹文 「示琥,音 祇,本 又作祇。」孫

論譲疏 「云 『祇琥,若 云后土地祗』者,亦 注用今字作祇也。」

春官 ・大祝 「凡大湮祀、岸享、祭示,則 執明水火而琥祝。」注 「故書祇篤訪,杜 子春云,訪 営篤祇。」F周程
漢讀考』巻三 「案此字之誤也。杜改篤祇,又 依全書之例作示。」孫語譲疏 「云 『故書祇篤訪,杜 子春云,訪
営篤祇』者,段 玉裁云,… …,論 譲案,杜 以祀祀篤天神,肇 享篤人鬼,則 不得獨遺地示,故 破之。又案,杜
意,祇 訪字形相近故論,然 経例用古字作示,則 興訪形偶遠。霜疑此経故書作 『祭訪』,営 興大司馬秋猜祀訪
字 同,訪 即方之限借字,… …,於 義亦自可通。鄭則以杜破訪篤祇,於 文義尤明切,故 従之也。」 (『周程』
に見える 「訪」は夏官 ・大司馬の1例のみ。「中秋,… …,遂 以猜田.如 蒐田之濠,羅 弊,致 禽以祀訪。」)
春官 ・家宗人 「凡以神仕者,掌 三辰之濠,以 猶鬼神示之居,耕 其名物。」注 「以此固天神人鬼地祇之坐者,
謂布祭衆寡興其居句。」孫論譲疏 「云 『以此国天神人鬼地祇之坐者,謂 布祭衆寡興其居句』者,此 亦注用今
字作祇也,下 同。」

春官 ・家宗人 「以冬日至,致 天神人鬼,以 夏日至,致 地示物彪,以 檜國之凶荒、民之札喪。」注 「陽氣升而
祭鬼神,陰 氣升而祭地祇。」

43 な お,他 の十二経に 「神示」など 「巨支切」に讀む 「示」は見えない。「神祇」は,『尚書』太甲上、微子、
泰誓上 ,『毛詩』大雅 ・亮鷺,『證記』王制、月令,『論語』述而に見える。

44 注 42参照。

45 八 篇下見部 「視,暗 也。炊見示馨。……眠,亦 古文視。」段注 「眠見周程。」
46 春 官 ・大宗伯 「時聘日問,殷 規日視。」孫論譲疏 「云 『時聘日問,殷 規日視』者,経 例凡視字並用古字作

眠,唯 此獨徒今字作視,未 詳其例。」

47 天 官 ・大宰 「及執事眠族濯。……王砥治朝則賛聴治,砥 四方之聴朝亦如之。」繹文 「眠,音 視,本 又作視,
後皆同。」孫語譲疏 「凡経皆作眠,注 皆作視,亦 経用古字,注 用今字之例也。陸所見別本作視,非 経例,不
足擦。」

天官 0宰夫 「以式濠掌祭祀之戒具興其薦羞,従 大宰而眠族濯。」

天官 ・内甕 「耕握躁壇香之不可食者。……蓉盲眠而交睫,眠 。……」注 「杜子春云,盲 眠営篤望視。」孫論
譲疏 「杜子春云,『盲眠営篤望視』者,眠 ,注 例用今字作視,述 経亦然,此 作紙,疑 誤。」
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天官 ・食讐 「凡食眠齊春時,羹 齊眠夏時,醤 齊眠秋時,飲 齊眠冬時。」

天官 ・疾書 「以五氣五贅五色紙其死生。」

地官 ・調人 「凡和難,父 之僻辟諸海外,兄 弟之儲辟諸千里之外,従 父兄弟之雛不同國。君之儲砥父,師 長之

儲眠兄弟,主 友之雌眠徒父兄弟。」

春官序官 「眠浸中士二人,史 二人,徒 四人。」

春官 ・大宗伯 「凡祀大神享大鬼祭大示,帥 執事而 卜日。宿,眠 族濯,泄 玉圏,省 牲錢,奉 玉萱,詔 大琥,治

其大程,詔 相王之大祀。」注 「故書泄作立。鄭司農讀篤泄。泄,視 也。」

春官 ・小宗伯 「大祭祀省牲眠族濯。祭之日逆萱省錢,告 時干王,告 備干王。……及執事砥葬献器,遂 哭之。」

注 「省錢,視 亨腟執。」

春官 ・摯師 「凡祭祀之 卜日宿篤期,詔 相其證。眠族濯亦如之。」

春官 ・典命 「公之孤四命,以 皮畠眠小國之君。其卿三命,其 大夫再命,其 士一命。其宮室、車旗、衣服、祀

儀,各 眠其命之敷。侯伯之卿大夫士亦如之。子男之卿再命,其 大夫一命,其 士不命。其宮室、車旗、衣服、

祀儀,各 眠其命之敷。」注 「視小國之君者:列 於卿大夫之位,而 祀如子男也。」孫誇譲疏 「注云 『視小國之君

者,… …』者,此 亦注用今字作視也。」

春官 ・司服 「眠朝則皮弁服。」注 「視朝,視 内外朝之事。」孫語譲疏 「注云 『視朝,視 内外朝之事』者,亦 注

用今字作視也。」

春官 ・外宗 「掌宗廟之祭祀,佐 王后薦玉豆眠豆笠。」注 「視,視 其賓。」孫論譲疏 「注云 『視,視 其賓』者,

此亦注用今字作視也。」

春官 ・砥瞭 「砥瞭掌凡柴事播畿撃頌碧笙碧。」注 「視瞭播畿又撃馨。」孫論譲疏 「注云 『視瞭播畿又撃磐』者,

此亦注用今字作視也。」

春官 ・大 卜 「凡國大貞 卜立君、 卜大封則眠高作報。大祭祀則眠高命亀。」注 「視高,以 筆骨高者可灼虎示宗

伯也。」孫論譲疏 「注云 『視高,以 象骨高者可灼虎示宗伯也』者,注 例用今字,故 作視也。」

春官 ・卜師 「凡 卜事砥高。」

春官 ・占人 「掌占亀,以 八寒占八頌,以 八卦占寒之八故,以 眠吉凶。」

春官 ・眠帳 「紙帳掌十輝之灌,以 観妖祥,耕 吉凶。」

夏官 ・大司馬 「及戦巡陳,眠 事而賞罰。」

夏官 ・司動 「凡賞無常,軽 重紙功。」

夏官 ・大僕 「王眠朝則前正位而退,入 亦如之。……王眠燕朝則正位,掌 損相。王不眠朝則辞於三公及孤卿。」

注 「辞謂以王不視朝之意告之。」孫論譲疏 「注云 『辞謂以王不視朝之意告之』者,此 亦注例用今字作視也。」

夏官 ・祭僕 「掌受命千王以眠祭祀,而 警戒祭祀有司,糾 百官之戒具。」

秋官 `大行人 「凡大國之孤,執 皮畠以維小國之君。出入三積。……其他皆眠小國之君。」

秋官 ・小行人 「及郊勢,眠 館,特 幣,篤 承而損。」注 「眠館,致 館也。」

秋官 ・掌客 「王巡守殷國,則 國君膳以牲慣。令百官百牲皆具。従者、三公眠上公之祀。卿眠侯伯之祀。大夫

眠子男之祀。士眠諸侯之卿證。庶子壼眠其大夫之祀。……凡諸侯之祀,上 公五積,皆 眠娘牽。……牽四牢,

米百有二十富,酪 臨百有二十甕,車 皆陳。車米眠生牢。牢十車,車 乗有五藪,車 禾眠死牢。……侯伯四積,

皆紙娘牽。……子男三積,皆 眠娘牽。……夫人致證,六 壺、六豆、六鐘,膳 砥致饗。」

冬官 ・輪人 「篤輪。……望而紙其輪,欲 其瞑爾而下迪也。進而眠之,欲 其微至也。無所取之,取 諸園也。望

其輻,欲 其撃爾而織也。進而眠之,欲 其肉構也。無所取之,取 諸易直也。望其穀,欲 其眼也。進而眠之,欲

其疇之廉也。無所取之,取 諸急也。眠其綬,欲 其蚤之正也。……凡揉牙,外 不廉而内不挫,芳 不腫,謂 之用

火之善。是故,規 之以眠其園也。高之,以 眠其匡也。縣之,以 眠其輻之直也。水之,以 眠其平沈之均也。量

其藪以黍,以 眠共同也。権之,以 砥其軽重之倅也。故可規可萬可水可縣可量可権也,謂 之國工。」

冬官 ・函人 「凡察革之道,眠 其鑽空,欲 其怨也。眠其裏,欲 其易也。眠其朕,欲 其直也。棄之,欲 其約也。

奉而眠之,欲 其豊也。衣之,欲 其無船也。砥其鑽空而怨,則 革堅也。眠其裏而易,則 材更也。眠其朕而直,

則制善也。…」

冬官 ・飽人 「望而眠之,欲 其荼白也。」注 「葦革遠視之,営 如茅秀之色。」孫語譲疏 「注云 『葦革遠視之,営

如茅秀之色』者,此 亦注用今字作視也。」

同上 「眠其著,欲 其浅也。……眠其著而浅,則 革信也。」

冬官 ・矢人 「是故,爽 而格之,以 眠其豊殺之節也。撓之,以 眠其鴻殺之総也。」

冬官 ・梓人 「深其爪,出 其目,作 其鱗之而,則 於眠必撥爾而怒。」
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ほか,組 の 「眠」を注が 「視」に作る箇所ではやはり 「経用古字,注 用今字」の例であると指

摘するが,「殷規を 『視』と日う」の経文唯一の 「視」については,単 にみるという意味でな

いためか。「未詳其例」として,是 非の判断を保留する。
49

(9)政・征

「政」は,『周程』に136例見えるが,「征」に通用するのは 「賦也」 「税也」などと訓じられる

「政」
Юのみで,「政令」 (68例)、「政事」 (8例 )、「政教」 (4例 )、「政治」 (3例)、「政典」 (天

冬官 ・庫人 「凡試慮事,置 而格之,以 眠其蝿也。灸諸結,以 砥其撓之均也。横而揺之,以 眠其勁也。」

冬官 ・匠人 「置梨以縣,眠 以景。」注 「玄謂,梨 ,古 文臭,俄 借字。於所平之地中央,樹 八尺之臭,以 縣正

之,紙 之以其景,特 以正四方也。」孫語譲疏 「云 『眠之以其景,持 以正四方也』者,眠 ,詩 郎風定之方中孔

疏引作視,是 也。凡経作砥,注 例用今字作視,各 本並誤,詳 大宰疏。」(『毛詩』廓風 ・定之方中 「揆之以日,

作干楚室」博 「揆,度 也。度日出日入,以 知東西,南 視定北,準 極以正南北。」孔疏 「匠人云,水 地以縣置

梨以縣,視 以影,… …注云,… …,以 縣正之,視 之以其影,特 以正四方也。」)

48 『 儀祀』に1例 「眠」が見えるが, 40例 は 「視」に作り,『儀程』以外の十一経は 「視」のみ。

49 原 文は注47参照。

50 天 官 ・小宰 「以官府之八成経邦治。一日聴政役,以 比居。……」注 「注鄭司農云,政 謂軍政也。役謂嚢兵

起徒役也。比居謂伍籍也。……玄謂,政 謂賦也。凡其字或作政,或 作正,或 作征。以多言之,宜 従征。如孟

子 (梁恵王上)交 征利云。」繹文 「政役,鄭 音征,司 農如字。」孫論譲疏 「云 『玄謂,政 謂賦也』者,孟 子養

心篇趙注云,『征,賦 也』。廣雅繹詰云,『征、賦,税 也。謂若大宰 「九賦」之等』。云 『凡其字或作政,或 作
正,或 作征』者,謂 政正征書類同,経 文三字錯出,皆 謂賦也。或作政者,謂 此経及遂人云 『以起政役』,又
若小司徒之 『平其政』,均 人之 『地政』、『力政』,遂 人之 『平政』,羽 人之 『羽副之政』,都 司馬之 『政學』是
也。或作正者,若 司書之 『九正』,司 門之 『正其貨賄』,司 動之 『無國正』,諸 子之 『司馬弗正』是也。或作
征者,小 司徒云 『凡征役之施舎』,又 旅師云 『使無征役』,又 若赦人之 『敵征』,大 司徒之 『地征』、『薄征』
等,経 文常見,不 復詳畢。云 『以多言之,宜 徒征』者,以 征賦無正字,故 於三者之中,擦 其多者徒之。此後
鄭自著其嚢疑正讀之例也。」

地官 ・大司徒 「以土均之濠,耕 五物九等,制 天下之地征,以 作民職,以 令地貢,以 飲財賦,以 均齊天下之政,
………」

地官 ・小司徒 「凡税飲之事,乃 分地域,而 耕其守,施 其職而平其政。」注 「政,税 也。政営作征。」繹文 「其
政,依 注音征。」孫語譲疏 「云 『政,税 也』者,興 均人之 『地政』、土均 『土地之政』義同。大司徒作 『地征』,
彼注云,『征,税 也』。云 『政営作征』者,謂 征税之字,不 営作政教之政也。均人、土均諸職 『地政』字,注
並讀篤征。凡此経征政字多通用,詳 小宰疏。」

地官 ・間膏 「凡春秋之祭祀、役政、喪紀之数,衆 衆庶。」注 「杜子春讀政篤征。」繹文 「政役,如 字,杜 音征。」
玩元 「注先繹役,後 繹政,繹 文蓋誤倒。」孫論譲疏 「云 『杜子春讀政篤征,… …』者,皆 依書類破字。鄭讀
政如字,不 徒杜。……政讀篤征,均 人注義同,互 詳小宰疏。」

地官 ・均人 「掌均地政,均 地守,均 地職,均 人民牛馬車禁之力政。凡均力政,以 歳上下,豊 年則公旬用三日
焉。中年則公旬用二日焉。無年則公旬用一日焉。凶札則無力政,無 財賦,不 ll■地守地職,不 均地政。」注
「政讀篤征,地 征謂地守地職之税也。地守衡虞之属,地 職農圃之属。力征,人 民則治城郭除巷溝渠,牛 馬車
彗則韓委積之属。……無力政,位 其勢也。」繹文 「地政,音 征,出 注,下 同。」
孫論譲疏 「注云 『政讀篤征』者,土 均注同。此擦大司徒土均之法云地征,故 讀徒之。凡此職地政、力政,政
並讀篤征,即 小宰注所云 『征字或作政』者也。」

地官 ・遂人 「各掌其政令刑禁,以 歳時稽其人民,而 授之田野,… …任畦以土均平政。」注 「政讀篤征。」孫語
譲疏 「云 『政讀篤征』者,詳 小宰疏。」

地官 ・遂人 「以起政役。」注 「政役,出 士徒役。」繹文 「政役,音 征,注 同。」孫語譲疏 「云 『政役,出 士徒
役』者,政 亦営讀篤征,興 小司徒之 『征役』及均人 『力政』義同。」

地官 ・土均 「掌平土地之政,以 均地守,以 均地事,以 均地貢。」注 「政讀篤征,所 平之税,邦 國都部也。」繹

一-50-一
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官 ・大宰)、「内政」 (天官 0女史)な ど 『周程』に多 く見 られる 「まつ りごと」の 「政」は今

字でも 「征」に置き換えられるわけではない。また,経 文でも,鄭 玄が小宰注で指摘するよう

に,賦 税の意味では 「正」に作 られる制こともあるが,「征」に作 られることが最も多 く,『周

程』の 「征」 (18例)は 春官 。大 卜の例
"が 「征伐」の 「征」であることを除けば,す べて賦税

の 「征」である
認

(17例)。なお,『説文』
Mに

檬れば,「政」 「正」 「征」は,い ずれも賦税の意

文 「之政,音 征,出 注。」孫語譲疏 「云 『政讀篤征』者,均 人 『掌均地政』,注 亦云 『政讀篤征』。地征謂地

守地職之税也。詳小宰疏。」

地官 ・述人 「掌邦田之地政。」孫論譲疏 「云 『掌邦田之地政』者,掌 公私田独之地之政令也。興均人 『地政』,

政篤征之借字異。」

夏官 ・都司馬 「以國濠掌其政學,以 聴國司馬。」注 「政謂賦税也。」繹文 「其正,音 征,本 亦作政,音 下同。」

孫論譲疏 「『以國灌掌其政學』者,繹 文 『政』作 『正』,云 『本亦作政』。案,政 正字通。……注云 『政謂賦

税也』者,亦 讀政篤征也。小宰注云,… …又大司徒注云,… …。」

51 天 官 ・司書 「掌邦之六典、八濠、八則、九職、九正、九事邦中之版,土 地之国,以 周知入出百物,以 叙其

財,受 其幣,使 入予職幣。」注 「九正謂九賦九貢。正,税 也。」繹文 「九正,音 征,注 同。」

孫論譲疏 「云 『正,税 也』者,讀 正篤征也。繹文云,・…・・'案 陸音是也。司動先鄭注云,・…・・'司 門注云,・……

,此 不著其讀者,文 略,興 司動注例同。九賦篤地税,故 掌交謂之九税,征 税義同。九貢雖出於邦國,亦 征於

民而共其物,故 亦通謂之正。正征字通,詳 小宰疏。……」

地官 ・司門 「幾出入不物者正其貨賄凡財物犯禁者畢之」注 「正讀篤征。征,税 也。」繹文 「正其,音 征。」孫

論譲疏 「云 『正讀篤征』者,正 征聾類同,詳 小宰疏。……云 『征,税 也』者,大 司徒注同。」

夏官 ・司動 「惟加田無國正」注 「鄭司農云正謂税也」繹文 「國正,音 征,注 同,本 亦作征。」孫論譲疏 「『惟

加田無國正』者:繹 文云,… …,案 正征字通,詳 小宰疏。……鄭司農云 『正謂税也』者,司 書注義同,亦 讀

正篤征也。司門注云,… …,此 不云 『讀篤征』者,文 略。」

夏官 ・諸子 「國有大事,則 帥國子而致於大子,惟 所用之。……司馬弗正。」注 「國子属大子,司 馬雖有軍事,

不賦之。」繹文 「弗正,音 征,下 國正同。」孫論譲疏 「云 『司馬雖有軍事,不 賦之』者,… …,此 讀正篤征也。

凡此経征字,或 作正,詳 小宰疏。……」

52 「 以邦事作亀之八命,一 日征,二 日象,三 日興,四 日謀,五 日果,六 日至,七 日雨,八 日膠,」注 「鄭司

農云,征 謂征伐人也。」

53 天 官 ・放人 「凡放征入干玉府」注 「鄭司農云,漁 征,漁 者之租税,漁 人主収之,入 干玉府。」

地官 ・大司徒 「制天下之地征,以 作民職。」注 「征,税 也」

地官 ・大司徒 「以荒政十有二,衆 萬民,一 日散利,二 日薄征,三 日緩刑,… …大荒,大 札,則 令邦國移民通

財,舎 禁,弛 力,薄 征,緩 刑。」注 「薄征,軽 租税也。」

地官 ・小司徒 「凡征役之施合,興 其祭祀飲食喪紀之禁令,乃 頒比灌千六郷之大夫,… …」

地官 ・郷大夫 「國中自七尺以及六十,野 自六尺以及六十有五,皆 征之,」注 「鄭司農云,征 之者,給 公上事

也。」

地官 ・載師 「凡任地,國 宅無征,… …句給縣都,皆 無過十二,唯 其漆林之征,二 十而五,」注 「征,税 也。

言征者以共國政也。鄭司農云,… …無征,無 税也。」

地官 ・載師 「凡民無職事者,出 夫家之征。」

地官 ・司市 「國凶荒札喪,則 市無征而作布。」注 「有災害,物 貴,市 不税,篤 民乏困也。」

地官 ・泉府 「掌以市之征布,飲 市之不告,貨 之滞於民用者。」

(地官 ・司門 「幾出入不物者,正 其貨賄凡財物,犯 禁者畢之。」注 「正讀篤征,征 税也。」繹文 「正,其 音征」)

買疏 「云 『正讀篤征,征 税也』者,下 文云,『國凶札無開門之征』,明 無凶札之時有征税,故 讀徒征税之字也。」

孫論譲疏 「云 『正讀篤征』者,正 征書類同,詳 小宰疏。鄭知此正営篤征者,以 司開云 『司貨賄之出入者,掌

其治禁興其征崖』,門 開職事略同,明 此正即征字,… …。云 『征税也』者,大 司徒注同。……」

地官 ・司開 「司貨賄之出入者,掌 其治禁興其征崖。」注 「征塵者,貨 賄之税興所止邸舎也。」

地官 ・司開 「國凶札,則 無開門之征,猶 幾。」

地官 ・遂師 「経牧其田野耕其可食者,周 知其敷而任之,以 徴財征。」注 「財征,賦 税之事。」

- 5 1 -



富山大学人文学部紀要

味の正字ではないが,「征」については 『廣雅』繹詰に 「税也」 という訓詰がある。孫論譲は,

経文では 「政」 「正」「征」の三字が賦税の意味で通用することは認めるが,賦 税の意味の 「政」

「正」が注文で 「征」に読み替えられた り,繹 文に 「音征」などとすることから,「政」 「征」

を古今字 とする。言い換えれば,古 字では 「政」 「正」 「征」が通用 したのに封 し,今 字では

「征」に統一されたということである。

(10)叙・序

『説文』では 「叙」は 「次第也」、「序」は 「東西惜也」なので,段 玉裁のいうように 「次序」

の 「序」は 「叙」の椴借ということになる開
。『周程』経文の 「序」 (19例)は ,地 官の2例“

を

除いた17例57は
,す べて 「叙」の椴借であり,「叙」の37例田に数では及ばないものの用いられ

地官 ・旅師 「凡新畦之治皆聴之,使 無征役,以 地之微悪篤之等。」

地官 ・掌葛 「掌以時徴締総之材千山農,凡 葛征徴草貢之材干澤農,以 営邦賦之政令。」

秋官 ・職金 「掌凡金玉錫石丹青之戒令,受 其入征者,耕 其物之微悪,興 其数量,掲 而璽之,」注 「鄭司農云,

受其入征者,謂 主受采金玉錫石丹青者之租税也。」

54 三 篇下支部 「政,正 也。炊支正,正 亦馨。」

二篇下 「正,是 也。炊一,一 以上。」

二篇下定部 「江,正 行也。……征,延 或炊イ。」
55 三 篇下支部 「叙,次 第也。炊支余贅。」段注 「古或椴序篤之。」九篇下声部 「序,東 西惜也。炊声予馨。」

段注 「経典多偶序篤叙,周 程、儀祀序字多繹篤次弟是也。」
56 州 長 「春秋以程會民,而 射干州序。」注 「序,州 薫之學也。」

薫正 「國索鬼神而祭祀,則 以程属民而飲酒干序,以 正歯位。」
57 春 官 ・小宗伯 「掌四時祭祀之序事興其程。」注 「序事, 卜日省牲視族濯甕曇之事,次 序之時。」孫論譲疏

「云 『掌四時祭祀之序事』者,序 ,経 例営作叙,石 経及各本並誤,詳 小宰疏。」

春官 ・肇師 「以歳時序其祭祀及其祈珂。」注 「序,第 次其先後大小。」孫論譲疏 「云 『以歳時序其祭祀』者,
序,営 作叙,石 経及各本並誤。注云,『序,第 次其先後大小』者,説 文支部云,… …,序 即叙之借字。経例
用古字作叙,注 例用今字作序,此 経働作序,疑 後人以注改之,非 其奮也。詳小宰疏。」
春官 ・岸師 「大喪、大7弼,・……令外内命婦序哭。」注 「序,使 相次秩。」孫語譲疏 「云 『令外内命婦序哭』者,
序,経 例営作叙,詳 前疏。……注云 『序,使 相次秩』者,序 亦叙之借字,詳 前疏。」
春官 ・司服 「大喪共其復衣服、飲衣服、彙衣服、蕨衣服,皆 掌其陳序。」孫論譲疏 「云 『皆掌其陳序』者,
序,経 例営作叙,石 経及各本並誤,詳 小宰疏。」

春官 ・内宗 「大喪序哭者。」注 「外内宗及命婦之哭王。」孫論譲疏 「序哭,序 営作叙,石 組及各本並誤。凡経
例用古字作叙,注 例用今字作序,此 経作序者,後 人以注改之。九墳云,『大喪帥叙哭者』,外 宗云,『大喪則
叙外内朝莫哭者』,字 並作叙可證。叙序古今字,詳 小宰疏。」

春官 ・職喪 「掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪。以國之喪祀泄其禁令,序 其事。」孫語譲疏 「云 『序其事』
者,序 ,経 例営作叙,石 経及各本並誤,詳 小宰疏。」

春官 0大司柴 「乃分柴而序之,以 祭以享以祀。」孫語譲疏 「云 『乃分楽而序之』者,序 ,経 例営作叙,石 経
及各本並誤,詳 小宰疏。」

春官 ・柴師 「凡柴掌其序事,治 其柴政。」注 「序事,次 序用柴之事。」孫語譲疏 「云 『凡楽掌其序事』者,序 ,
経例営作叙,石 経及各本並誤。」

春官 ・柴師 「饗食諸侯,序 其柴事,令 奏鍾鼓,令 相,如 祭之儀。」孫論譲疏 「云 『饗食諸侯,序 其楽事』者,
序,亦 営作叙,石 経及各本並誤。」

春官 ・柴師 「凡喪陳柴器則帥楽官,及 序哭亦如之。」孫語譲疏 「云 『及序哭』者,序 ,亦 営篤叙,九 煩、外
宗経可證。石組及各本並誤。」
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春官 ,大膏 「以序出入舞者。……序宮中之事。」孫論譲疏 「云 『以序出入舞者』者,序 ,組 例営作叙,石 経

及各本並誤。……云 『序宮中之事』者,序 ,亦 営作叙。」

春官 ・大史 「正歳年以序事,頒 之干官府及都部。」注 「定四時,以 次序授民時之事。」孫論譲疏 「云 『正歳年

以序事』者,序 ,経 例用古字営作叙,凋 相氏、内史二職 『叙事』,字 並作叙可證。此作序者,後 人誤以注改

経,石 経及各本並誤,詳 小宰疏。」

春官 ・保章氏 「凡此五物者,以 詔救政,訪 序事。」注 「次序其事。」院元校勘記 「訪序事,唐 石経、諸本同。

按序営作叙。」孫語譲疏 「云 『訪序事』者,院 元云,序 営作叙,案 ,詳 大史疏。」

夏官 ・撃壺氏 「凡軍事,縣 壺以序衆榛。」注 「鄭司農云,… …以序衆嗽,以 次更衆,撃 嗽備守也。」孫論譲疏

「云 『凡軍事,縣 壺以序衆榛』者,序 ,経 例用古字営作叙,石 経及各本並誤。」

夏官 ・御僕 「以序守路鼓。」注 「序,更 。」孫論譲疏 「云 『以序守路鼓』者,序 ,経 例用古字営作叙,石 経及

各本並誤。」

冬官 ・飽人 「春而博之而不逸,則 厚薄序也。」注 「序,舒 也,謂 其革均也。」孫論譲疏 「云 『則厚薄序也』者,

序,前 経例用古字並作叙,此 作序,疑 経記字例之異。」

58 天 官 0小宰 「以官府之六叙正革吏,一 日以叙正其位。三日以叙進其治。三日以叙作其事。四日以叙制其食。

五日以叙受其會。六日以叙聴其情。」注 「叙,秩 次也,謂 先尊後卑也。」孫語譲疏 「注云 『叙,秩 次也,謂 先

尊後卑也』者,説 文支部云,『叙,次 第也』。秩次興次弟義同。経典多限 『東西惜』之序篤之。此経例用古字

作叙,注 例今字作序,雖 述経文亦然。此注偶作叙,疑 後人不知注例,依 経文改之。」

天官 ・宰夫 「叙革吏之治,以 待賓客之令、諸臣之復、萬民之逆。」

天官 ・宰夫 「掌百官府之徴令,耕 其八職,一 日正,掌 官灌以治要。……七日膏,掌 官叙以治叙。……」注

「治叙,次 序官中,如 今侍曹伍伯博吏朝也。」孫論譲 「云 『治叙,次 序官中』者,叙 ,疑 亦営作序,凡 注例用

今字,雖 複述経文,亦 不用古字,詳 小宰疏。」

天官 ・宮伯 「掌王宮之士庶子,凡 在版者。掌其政令,行 其秩叙,作 其徒役之事。……月終則均秩,歳 終則均

叙。」注 「秩,隷 稟也。叙,才 等也。」孫論譲疏 「云 『叙,才 等也』者,叙 ,注 例営作序,詳 小宰疏。」

天官 ・司書 「掌邦之六典、八濠、八則、九職、九正、九事、邦中之版、土地之固,以 周知入出百物,以 叙其

財,受 其幣,使 人千職幣。」注 「叙猶比次也,謂 鉤考其財幣所給及其餘見篤之簿書。」孫論譲疏 「云 『叙猶比

次也』者,叙 ,注 例営作序,詳 小宰疏。説文云,… …,叙 ,本 篤事有次弟之義,引 申之,凡 比例次弟亦謂之

叙,故 云,『猶比次也』。」

天官 ・職内 「及會以逆職歳興官府財用之出,而 叙其財,以 待邦之移用。」

天官 ・職歳 「凡上之賜予,以 叙興職幣授之。」注 「叙,受 賜者之尊卑。」孫論譲疏 「云 『叙,受 賜者之尊卑』

者,叙 ,注 例営作序,此 興小宰 『六叙』義同。」

天官 0内宰 「凡建國,佐 后立市。設其次置其叙,正 其肇陳其貨賄出其度量淳制,祭 之以陰程。」注 「叙,介

次也。」

天官 ・九墳 「掌婦學之濠,以 教九御婦徳、婦言、婦容、婦功,各 帥其属,而 以時御叙干王所。」注 「教各帥

其属者,使 亦九九相興従於王所息之燕寝。御猶進也,動 也。進動王息亦相次叙。」孫論譲疏 「云 『亦相次叙』

者,叙 ,注 例営作序,此 作叙者,蓋 後人依経改,後 『叙哭』注亦云次序可證,詳 小宰疏。」

天官 ・九裟 「若有賓客則徒后。大喪帥叙哭者亦如之。」注 「后哭,衆 之次叙者乃哭。」校勘記 「衆之次叙者乃

哭,宋 本余本岳本同,嘉 靖本作衆之次序者乃哭,経 作叙,注 作序,須 人易暁是也。問監毛本衆之誤倒作之衆。」

孫論譲疏 「云 『后哭,衆 之次叙者乃哭』者,亦 注用今字作序也。」

天官 ・女御 「掌御叙干王之燕寝。」注 「言掌御叙,防 上之専妬者。」孫語譲疏 「云 『言掌御叙,防 上之専妬者』

者,叙 ,注 例営作序,各 本並誤。」

地官 ・郷師 「凡邦事,令 作秩叙。」注 「秩,常 也。叙,猶 次也。」孫論譲疏 「云 『叙,猶 次也』者,説 文支部

ム,   …。」

地官 ・司市 「掌市之治、教、政、刑、量度、禁令。以次叙分地而経市。」注 「叙,肇 行列也。」孫論譲疏 「云

『叙,津 行列也』者,… …,説 文支部云,… …。」

地官 ・司市 「凡萬民之期千市者、辟布者、量度者、刑毅者,各 於其地之叙。」

地官 ・遂師 「軍旅田猟平野民,掌 其禁令,比 叙其事而賞罰。」

地官 ・里宰 「以歳時合綱干勅,以 治稼稽趨其耕褥,行 其秩叙,以 待有司之政令而徴敏其財賦。」注 「玄謂,・……

秩叙,受 網相佐助之次第。」孫論譲疏 「云 『秩叙,受 網相佐助之次第』者,秩 叙即次第也,… …」

春官 ・外宗 「大喪則叙外内朝莫哭者。」
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ないわけではなく,ま た注にも 「序」だけでなく,「叙」が散見するので,経 注ともに 「次第

也」の 「叙」 「序」が通用していることになる。 しかし,院 元も春官 ・保章氏の校勘記で 「按

序営作叙」 というように,「経用古字,注 用今字」の原則に合わせるためには,組 は 「叙」、注

は 「序」 に作るべきだと考えてお り,"孫 論譲はその考えをさらに極端に押 し進め,経 文が

「序」に作る箇所はすべて 「営作叙」,注 が 「叙」に作る箇所はすべて 「営作序」としている。
60

ただし,「叙」は略例の 「考工記字例,興 五官又不蓋同」の例にも奉げ られてお り,冬 官経文

の 「序」については誤 りとしない。

( 1 1 )麦・邪

「邪」は 「壊邪」の 「邪」の本字で,「邪悪」「奇邪」などの 「邪」は 「麦」の椴借であるm。

が,段 玉裁も 「邪,古 書用篤麦正字」というように,『周祀』以外の十二経に 「麦」は見えず,

「邪」が用いられる。『周程』の 「邪」は 1例のみで孫論譲も 「興五官不蓋同」とする冬官に見

春官 ・紙綬 「掌十輝之濠,以 観妖祥耕吉凶。一日帳,二 日象,三 日錯,四 日監,五 日闇,六 日薔,七 日爾,
八日叙,九 日隣,十 日想。」注 「叙者雲有次序也,如 山在日上也。」孫論譲疏 「云 『叙者雲有次序也,如 山在
日上也』者,叙 序古今字,叙 者之叙,疑 亦営作序。」

春官 ・眠帳 「掌安宅叙降,正 歳則行事,歳 終則弊其事。」注 「次序其凶禍所下,謂 醸移之。」孫語譲疏 「云
『次序其凶禍所下,謂 穣移之』者,此 亦注用今字作序也。」

春官 ・誼祝 「作盟証之載辞,以 叙國之信用,以 質邦國之齊J信。」
春官 ・小史 「大祭祀,讀 趙濠。史以書叙昭穆之俎富。」注 「言讀定 (有校勘記)灌 者,小 史叙俎富以篤節。…

鄭司農云,… 祭祀,史 主叙其昭穆,次 其俎富。」孫語譲疏 「云 『言讀程法者,小 史叙俎富以篤節』者,叙 ,
注例今字営作序,下 同,各 本並同,詳 小宰疏。」

春官 ・馬相氏 「掌十有二歳、十有二月、十有二辰、十日、二十有八星之位,耕 其叙事,以 會天位。」注 「耕
其叙事謂若仲春辮秩東作,仲 夏辮秩南論,仲 秋辮秩西成,仲 冬辮在朔易。」孫論譲は注の 「叙」を 「序」に
作り,「云 『耕其序事謂若仲春辮秩東作,… …』者,序 ,奮 本作叙,今 擦明監本正。凡注例用今字作序,詳
小宰疏。」

春官 ・凋相氏 「冬夏致日,春 秋致月,以 耕四時之叙。」注 「春秋冬夏氣皆至,則 是四時之叙正実。」孫語譲疏
「云 『春秋冬夏氣皆至,則 是四時之叙正臭』者,叙 ,亦 営作序。」
春官 ・内史 「掌叙事之濠,受 納訪,以 詔王聴治。」注 「叙,六 叙也。…六叙,六 日以叙聴其情。」孫論譲疏
「云 『叙,六 叙也』者,… …,叙 ,注 例今字営作序,此 注今本並作叙,疑 誤,詳 小宰疏。」
春官 ・巾車 「掌公車之政令,耕 其用興其旗物而等叙之,以 治其出入。」注 「等叙之,以 封同姓異姓之次叙。」
孫語譲は 「次叙」の 「叙」を 「序」に作り,「次序,序 薔本作叙,今 擦余本及明注疏本正。凡組例用古字作
叙,注 例用今字作序,疑 此注等叙之叙,亦 営作序,詳 小宰疏。」
夏官 ・大司馬 「遂以狩田。以施篤左右和之門。革吏各帥其車徒,以 叙和出。……」注 「叙和出,用 次第出和
門也。」孫論譲疏 「云 『叙和出,用 次第出和門也』者,叙 ,注 例今字営作序,各 本並誤。説文支部云,… …。」
秋官 0小司寇 「小司寇摘以叙進而問焉。」注 「叙,更 也。」孫語譲疏 「云 『叙,更 也』者,組 例用古字作叙,
注用今字営作序,此 疑後人誤以組改注也。説文支部云,… …」
秋官 ・野慮氏 「凡道路之舟車撃互者,叙 而行之。」注 「車有輯転低閣,舟 有砥柱之属,其 過之者,使 以次叙
之。」孫論譲は注の 「叙」を 「序」に作 り 「云 『其過之者,使 以次序之』者,序 ,奮 本並誤叙,今 擦蜀石経
正。凡注例用今字作序。」

59 保 章氏校勘記。原文は注57参照。

60 注 57、58参照。

61 『 説文』六篇下邑部 「邪,郡 也。炊邑牙馨。」段注 「邪,古 書用篤麦正字,… …」
八篇上衣部 「麦,式 也。炊衣牙贅。」段注 「麦今字作邪。」
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える62。
その他5例はすべて 「麦」に作 られ

“
,経 のみならず注も 「麦」に作るが,孫 論譲はあ

くまでも 「組用古字,注 用今字」の原則に拘 り,注 の 「麦」については,テ キス トを 「邪」に

改めるか,改 めないまでも誤 りと見倣して 「営作邪」 とする。
64

(12)裁・災

「裁」は,『説文』“では 「天火」 と繹されるが,段 玉裁が 「引申篤凡害之信」
“ というよう

に,経 典では災害の類すべてを指 して用いられる。 「災」は 「裁」の籍文の略催
“である。他経

にも 「裁」は見えるが,『周程』経文には 「災」は見えず 「裁」のみ1668見える。注も経文の

62 弓 人 「析角無邪。」繹文 「邪,似 嵯反。」

63 天 官 ・宮正 「去其淫怠,興 其奇麦之民。」注 「奇麦,諸 触非常。」繹文 「麦,似 嵯反,亦 作邪。」孫論譲疏

「『去其淫怠,興 其奇麦之民』者,繹 文云,… …,案 説文……,此 経例用古字作麦,注 例用今字,多 借邪篤之。

詳司諫 (「司救」の誤 りか)疏 。……云 『奇麦,諸 触非常』者,黄 不烈校改邪。……至此経奇麦文凡三見,

而注悉小異。内宰 『禁其奇麦』,注 云 『奇麦,若 今媚道』。比長 『有皐奇麦相及』,注 云 『麦猶悪也』。蓋鄭

君随文立訓,絶 其大要,義 並通也。又司救 『掌萬民之麦悪過失而誅譲之』注云 『麦悪,謂 侮慢長老,語 言無

忌,而 未麗於罪者』。奇麦、麦悪,義 亦相近。」

天官 ・内宰 「以婦職之濠教九御,使 各有属以作二事。正其服禁其奇麦展其功緒。」注 「奇麦,若 今媚道。」

繹文 「麦,似 嵯反,本 亦作邪。」孫論譲は注の 「麦」を 「邪」に作り,「云 『禁其奇麦』者,繹 文云,… …。

案,経 例用古字作麦,注 例用今字作邪,或 本非是,詳 宮正、司諫 (「司救」の誤りか)疏 。」

地官 ・比長 「各掌其比之治,五 家相受相和親,有 皐奇麦相及。」注 「麦猶悪也。」経典繹文 「麦,似 嵯反」

孫論譲疏 「注云 『麦猶悪也』者,麦 ,注 例用今字営作邪,各 本並誤。」

地官 ・司救 「掌萬民之麦悪過失而誅譲之,以 祀防禁而救之。凡民之有麦悪者,三 譲而罰。」注 「麦悪謂侮慢

長老,語 言無忌,而 未麗於罪者。」経典繹文 「之麦,似 嵯反,注 作邪同。」孫論譲は注の 「麦」を 「邪」に作

り,「注云 『邪悪……』,邪 ,宋 本及薔注疏本並作表。今徒嘉靖本正,下 並同。院元云,『繹文……,此 経作

古麦字,注 作今邪字之明證。今本皆依経改作表実。下同。』案,玩 説是也。此亦経用古字,注 例用今字之例,

大司寇注亦並作 「邪悪」可證,互 詳宮正疏。」という。

64 注 63参照。

65『 説文』十篇上火部 「裁,天 火曰裁。炊火哉贅。災,籍 文炊《。」

66 『 説文』「裁」字注。

67 『 説文』「裁」の説解。注65参照。

68 天 官 ・膳夫 「大喪則不畢。大荒則不畢。大札則不奉。天地有裁則不奉。邦有大故則不畢。」注 「天裁, 日

月晦食。」孫論譲疏 「云 『天裁, 日月晦食』者,説 文火部云 「裁,天 火日裁。重文穴,或 炊ル火。災,籍 文

炊《。此組例作裁,注 例作災,亦 或作穴。蓋漢時通用災字,亦 注徒今字之例也。此注各本並作裁,疑 後人依

経改之。……」

天官 ・句師 「喪事代王受告裁。」注 「既噴,大 祝作蒔辞授句人,使 以薦藉田之神,受 告裁彊後狭。」孫論譲疏

「云 『受告裁,彊 後狭』者,裁 ,注 例用今字,営 作災,大 祝注可證。今本並作裁,疑 後人誤依経改。」

春官 0大宗伯 「以弔程哀禍裁。」注 「禍裁謂遭水火。」孫論譲疏 「注云 『禍裁謂遭水火』者,小 行人注義同。

裁,注 例亦営作災,宮 正注可證:」(「宮正注」とは,天 官 ・宮正 「國有故,則 令宿其比亦如之」の注だが,

院元本は 「鄭司農云,故 謂禍裁。」校勘記に 「禍裁,諸 本裁作災,此 蓋俗省,疏 中裁災錯出,此 本補刻多不

足擦。」)

春官 ・小宗伯 「大裁,及 執事蒔祠千上下神示。……國有禍裁,則 亦如之。……凡天地之大裁,類 社稜宗廟則

篤位。」

春官 ・司服 「大札、大荒、大裁,素 服。」注 「大裁,水 火篤害。」

春官 ・大司柴 「凡日月食、四鎮五嶽崩、大愧異裁、諸侯莞,令 去楽。」

春官 ・大司柴 「大札、大凶、大裁、大臣死,凡 國之大憂,令 弛縣。」注 「裁,水 火也。」

春官 ・大祝 「國有大故天裁,爾 祀社稜蒔祠。」注 「天裁,疫 痛水早也。」
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「裁」を引く箇所ではやはり 「裁」に作るが,経 文に 「裁」がなく 「注」にのみ見える箇所で

は 「災」に作る69。
孫誇譲は注の 「裁」について経文の引用であるか否かに開らず,す べて

「災」に作るべきだとする。

(13)轟・鮮

「島」「鮮」ともに 『説文』の魚部
70に

見え,「轟」は 「新魚精也」、「鮮」は 「鮮魚也」であ

る。「鮮」は魚名である。「新魚精」の 「精」は段注によれば,『廣韻』下平十三耕 ・征 (諸盈

切)に 「煮魚煎食日五侯鯖」と繹される 「鯖」で,「新魚精」は新魚で肴を作るもので,義 の

引申により新しいもの全般を指すようになったという。「新魚精」のままでも新鮮の意に讀む

こともできると思われるが,い ずれにしろ,新 鮮の意では 「轟」が正字で,「鮮」は偶借字で

ある。しかし,「鮮」字段注も指摘するように,経 典では古くから,「越」「轟」の意味では,

椴借字の 「鮮」に作られることが殆どで,『爾雅』にも 「轟」は見えず,「鮮」については経典

に常見する 「軍也」「寡也」(繹詰下)の ほかに,「善也」(繹詰上)と いう訓がみえる。院元本

十三経注疏でも,『周祀』以外の十二経には 「轟」は見えないη
。しかし,『周稽』経文には逆

春官 ・小祝 「小祝掌小祭祀特事,侯 、穣、蒔、祠之祝琥,以 祈福祥,順 豊年,逆 時雨,寧 風早,爾 裁疾,遠
皐疾。」

春官 ・司巫 「國有大裁,則 帥巫而造巫恒。」

春官 ・女巫 「凡邦之大裁,歌 哭而請。」

秋官 ・大行人 「間問以諭諸侯之志,掃 賑以交諸侯之福,賀 慶以賛諸侯之喜,致 檜以補諸侯之裁。」注 「補諸
侯裁者,若 春秋壇淵之會謀掃宋財。」

秋官 ・小行人 「若國有禍裁,則 令哀弔之。」注 「禍裁,水 火。」
秋官 ・掌客 「凡祀賓客。國新殺證。凶荒殺程。札喪殺趙。禍裁殺祀。在野在外殺祀。」注 「禍裁,新 有兵寇
水火也」

69 地 官 ・大司徒 「令五家篤比,… 。五比篤間,… 。四間篤族,… 。五族篤掌,使 之相救。……」注 「救,救
凶災也。」

同上 「大荒、大札,則 令邦國,移 民通財,… …。」注 「移民辟災就賤。」
地官 ・小司徒 「凡國之大事致民,大 故致餘子。」注 「大故謂災寇也。」
地官 ・司市 「國凶荒札喪,則 市無征而作布。」注 「有災害物貴,市 不税,篤 民乏困也。」
地官 ・買師 「凡天患禁貴債者,使 有恒買。」注 「……,因 天災害阪民,使 之重困。」
春官 ・大 卜 「以邦事作亀之八命,一 日征,二 日象,… …」注 「象謂災愛雲物,如 衆赤烏之属,有 所象似。」
春官 ・大祝 「掌六祝之辞,… …四日化祝,… …」注 「鄭司農云,… …化祝,弧 災兵也。」
同上 「掌六祈以同鬼神示,… …」注 「祈,嗅 也,謂 篤有災憂,琥 呼告神,以 求福。……」
同上 「言句人讀蒔。」注 「玄謂,… …句人喪事代王受告災。」

夏官 ・司燿 「季春出火,民 成徒之。季秋内火,民 亦如之。」注 「鄭人鋳刑書,火 星未出而出火,後 有災。」
(左博昭公六年)

夏官 ・司瞼 「國有故,則 藩塞阻路而止行者。」注 「有故,喪 災及兵也`」

夏官 0司士 「國有故,則 致士而頒其守。」注 「故,非 喪則兵災。」
夏官 ・校人 「冬祭馬歩,献 馬講駅夫。」注 「馬歩,神 篤災害馬者。」

70 十 一篇下魚部 「島,新 魚精也。炊三魚。」,「鮮,鮮 魚也,出 務國。炊魚轟省啓。」段注 「案此乃魚名。経典
乃限篤新轟字,又 限篤越少字,而 本義康。」

71 「 新鮮」の意味では,『儀礼』も (士昏程 「謄必用鮮」、聘證 「鮮魚鮮謄」、既夕祀 「魚謄鮮獣」、「特鮮獣」
など),『證記』も (曲證下 「鮮魚日艇祭」、内則 「冬宜鮮羽,膳 膏檀」など)「鮮」に作る。
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に 「鮮」は見えず,「轟」が4例72ぁる。注はすべて 「鮮」 に作 られ,孫 論譲も 「注」が経の

「轟」を 「鮮」に作る箇所では必ず 「経用古字,注 用今字」を持ち出す。

(14)薔・粂

「萱」は十三経中 『周祀』にのみ13例日見える。逆に 「粂」は 『周祀』経文に見えず,『尚書』、

72 天 官 ・庖人 「凡其死生森莞之物,以 共王之膳興其薦羞之物,及 后世子之膳羞。」注 「鄭司農云,鮮 謂生肉,

莞謂乾肉。」孫論譲疏 「『鄭司農云,鮮 謂生肉,莞 謂乾肉』者,説 文魚部云,… ・:。,経 典多借鮮篤森。此経皆

作島,注 皆作鮮,亦 経用古字,注 用今字之例。」

天官 ・庖人 「凡用禽献,春 行恙豚膳膏香,夏 行腸鯖膳膏躁,秋 行憤唐膳膏腟,冬 行森羽,膳 膏壇。」注 「杜

子春云,… …鮮,魚 也。羽,鷹 也。膏壇,羊 脂也。」孫論譲疏 「云 『鮮,魚 也』者,此 亦注用今字也。」

天官 ・放人 「耕魚物篤森莞,以 共王膳羞。」注 「鮮,生 也。莞,乾 也。」孫論譲疏 「注云 『鮮,生 也』者,… …,

経作中作鮮者,亦 経用古字,注 用今字之例,詳 庖人疏。」

天官 ・放人 「凡祭祀、賓客、喪紀,共 其魚之森莞。凡放者掌其政令。凡放征入干玉府。」

73 天 官 ・句師 「掌帥其属而耕褥王藉,以 時入之,以 共萱盛。」注 「萱盛,祭 祀所用穀也。粂,稜 也,穀 者稜

為長,是 以名云。在器日盛。」繹文 「萱盛,音 資。」院元校勘記 「案薇亦営為粂,肇 師表萱盛,注 粂六穀也,

在器日盛,是 経作萱盛,注 皆作粂盛。疏云六穀日粂,在 器日盛,以 共祭祀,故 云粂盛。易薔盛為粂盛本注也。

此及春人注同。経作蛮非。漢讀考云,小 宗伯耕六萱之名物,注 日藍讀為粂,六 粂謂六穀,黍 稜稽梁萎薫。全

経内萱字営以此例之。案句師注粂盛者祭祀之主也。」段玉裁 『周祀漢讀考』巻一 「按粂即萱字,小 宗伯耕六

萱之名物,注 日,萱 讀篤粂,六 粂謂六穀,黍 、稜、稽、梁、萎、瓜。全経内萱字,営 以此例之。此注上云

『萱盛』,下 云 『粂稜也』。春人 『萱盛之米』,注 云 『萱盛謂黍稜稽梁之属』。可盛以篤笛冨賓,津 師 『表薇盛』,

注云 『粂,六 穀也』。在器日盛,明 萱皆讀篤粂,全 経之注,義 多彼此互相足,學 者必統観之,九 嬌 『玉萱』

注則云,『玉敦,受 黍稜器』,興 説文合。皿部云……。」孫論譲疏 「云 『薇盛,祭 祀所用穀也』者,… …,院

元云 『蓋営篤粂,経 作蓋盛,注 皆作粂盛』。案院説是也。詳後。云 『粂,稜 也』者,爾 雅繹詰文 (繹草の文

の誤 りか。『爾雅』繹草に 「粂,稜 。」注 「今江東人呼粟為粂。」)。説文 禾 部云,… …,又 食部云,… …,

又皿部云,… …。擦許書,則 萱篤萱盛正字,条 篤粂櫻字,粂 篤姿之或翌,三 字週別。依鄭説,則 経典萱盛字

並営篤粂,粂 即稜也。今本爾雅粂稜字亦炊米。蓋許、鄭二家説本不同。段玉裁云,… …。案,段 謂此経萱盛

字鄭皆讀篤粂是也。此注絶不及炊禾之粂,明 興許説不同。説文萱字説解,興 下注盛訓義正同,蓋 亦即指祭穀,

猶毛詩小雅甫田博云 『器賓日齊』,器 賓即謂六穀也。蓋許並不以壼篤器名,韻 會引作黍機器,非 也。九妓注

因玉敦所以盛祭穀,故 以玉敦繹玉萱,猶 圭讚所以盛圏,大 宗伯謂之玉圏,非 以圏篤器也。」

天官 ・九裟 「凡祭祀,賛 玉萱,費 后薦徹豆笹。」注 「玉萱,玉 敦,受 黍機器。」繹文 「玉萱,音 苔,劉 祖稽反。」

孫語譲疏 「注云 『玉薇,玉 敦受黍稜器』者,鄭 亦讀H篤 粂。六粂篤祭穀,故 以玉飾受黍稜之器,即 謂之玉粂,

猶圭讚盛理,謂 之玉圏也。詳句師及宗伯疏。」

天官 ・世婦 「掌祭祀、賓客、喪紀之事,帥 女宮而濯概為萱盛。」

地官 0春人 「祭祀共其萱盛之米。」注 「萱盛謂黍稜稽梁之属。」繹文 「其萱,音 資,注 同,本 亦作粂。」孫論

譲疏 「云 『壼盛謂黍稜稽梁之属』者,… …繹文云,… …,案 ,経 営作萱,注 営作粂。陸、買本経注並作萱,

或本経注並作粂,皆 非也。詳句師疏、小宗伯疏:」

春官 ・大宗伯 「凡祀大神,享 大鬼,祭 大示,帥 執事而 卜日,宿 眠族濯,泄 玉圏,省 牲鍍,奉 玉萱,詔 大琥,

治其大祀,詔 相王之大證。」繹文 「玉薇,音 苔,下 同。」

春官 ・小宗伯 「耕六萱之名物興其用,使 六宮之人共奉之。」注 「萱讀為粂,六 粂謂六穀,黍 、稜、稽、梁、

夢、薫。」孫語譲疏 「注云 『薇讀為粂』者,鄭 意 『萱』非穀名,故 依書類讀篤 『粂』,詳 句師疏。」

春官 ・小宗伯 「祭之日,逆 薇省鍍,告 時干王,告 備干王。」注 「逆萱,受 饉人之盛以入。」

春官 ・肇師 「祭之日,表 霊盛,告 繁展器陳,告 備,及 果築嵩相治小證,誅 其慢怠者。」注 「粂,六 穀也。」孫

論譲疏 「注云 『粂,六 穀也』者,此 亦経作萱,注 讀篤粂也。詳小宗伯疏。」

春官 ・世婦 「帥六宮之人共萱盛。」繹文 「萱盛,音 苔,下 文同。」

春官 ・外宗 「王后以楽羞萱則賛。」繹文 「羞萱,音 苔。」

春官 ・職喪 「凡其喪祭詔其琥治其祀」注 「玄謂告以牲琥萱琥之属,営 以祝之。」繹文 「萱琥,音 苔。」
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『祀記』、『春秋』三博、『孟子』、『爾雅』などに見える。段玉裁は,『説文解字注』で,今 本の

『周程』注や 『祀記』、『左博』などの経典に見える 「粂」は 「粂」の誤りであると主張する74。

段は,二 徐本では祭祀のために器に盛られた六穀とされる 「薇」の説解を 『古今韻會奉要』の

引用によって,祭 祀用に穀物が盛られた器そのものを意味するテキス トに改め,「萱」は六穀

を盛ることができるので,盛 られた六穀をも指していうとする。そして,『周祀』の経文と注

や他の経典の用字の違いから, これも 「経用古字,注 用今字」の一例だとするが,『説文』だ

と 「粂」は 「稽餅也」の 「姿」の或催で,六 穀の意味にならず,ま た六穀の代表格である 「稜」

と解される 「齋」の或撻 「楽」と字形が似ていることから,今 本の 『周祀』注や 『祀記』、『左

博』などの経典に見える 「粂」は 「楽」の誤りだとする。しかし,『周祀漢讀考』では,「粂」

を誤りとはせず,句 師の 「萱盛」について 「按粂即萱字」とする鶴。

孫語譲は,「蓋」初出の句師の疏で,院 元の 「蛮営篤粂」を是とし,そ の根擦を詳細に述べ

春官 ・大祝 「緋六琥,一 日神琥,二 日鬼琥,三 日示琥,四 日牲琥,五 日H琥 ,六 日幣琥。」注 「粂琥謂黍稜

皆有名琥也。」繹文 「萱琥,音 苔。」孫語譲疏 「云 『粂琥謂黍稜皆有名琥也』者,此 亦組作壼,注 讀篤粂也。

詳小宗伯疏。」

春官 ・小祝 「大祭祀,逆 萱盛,送 逆層,沃 戸盟,賛 隋賛徹賛彙。」

秋官 ・司恒氏 「掌以夫遂取明火於日,以 塞取明水於月,以 共祭祀之明萱明燭共明水。」注 「鄭司農云,… 明
蛮謂以明水脩族粂盛黍稜。」 (孫論譲正義本は 「明萱」を 「明粂」に作る。)繹 文 「明霊,音 資,注 作粂同。」
孫語譲疏 「云 『明粂謂以明水脩族粂盛黍稜』者,明 粂,奮 本並誤作明蛮,今 依蜀石経正。繹文……,則 注本
不興経同,蜀 石経興陸本正合。今本注亦作明萱,後 人依経改也。此蓋亦讀薇篤粂,句 師注云,… …,凡 経萱
盛字,鄭 並讀篤粂,詳 句師、小宗伯疏。」

74『 説文』七篇上禾部 「齋,稜 也。炊禾齊贅。粂,齋 或炊次作。」段注 「繹川日,粂 ,稜 也。周祀句師 『萱盛』
注云,条 者,稜 也。穀者稜篤長。按経作萱,注 作楽。此経用古字,注 用今字之例。周證 『H盛 』字,鄭 易篤
楽者三,句 師、卑師、大祝也。小宗伯六萱注云,萱 讀篤楽。六粂謂六穀,黍 、稜、稽、梁、萎、六。云萱讀
篤粂。此易薇篤楽之證也。粂本謂稜。何以六穀統名楽。則以稜篤穀之長。故得築之。句師注是其指也。米本
篤禾,凡 穀皆得名米。染盛之楽猶是実。甫田作齊,亦 作萱。毛日,『器賞日蓋』。而左博、證記皆作染盛。是
可證壼染之同字。穀名日粂,用 以祭祀則日萱。別之者,貴 之也。今経典染皆論粂。而薇字且不見於経典実。
廣韻日,H,祭 飯也。玉篇日,黍 稜在器日盈,知 菖本経典故作萱盛。」
『説文』五篇上皿部 「萱,黍 稜在器以祀者。炊皿齊贅。」 (段注本は 『古今韻會奉要』 (平馨上 0四支興脂之)
「萱」義注の引く説文に擦り 「黍機器,所 以祀者」に改める。)段 注 「按周稽一書,或 兼言霊盛,或 軍言霊、
単言盛,皆 言祭祀之事。他事絶不言藍盛。故許皆云 『以祀』者,兼 言蛮盛。若句師、春人、肇師、小祝是也。
革言蛮,若 大宗伯、小宗伯、大祝是也。革言盛,若 饉人、庫人是也。小宗伯 『逆薇』注云,『受饉人之盛以
入』,然 則萱盛可互偶也。句師注云,『楽,稜 也』。穀者稜篤長,是 以名云。津師注云,『楽,六 穀也』。大祝
注云,『楽琥謂黍稜皆有名琥也』。春人注云 『萱盛謂黍稜稽梁之属,可 盛以篤笠宣賞』。経文萱字,注 三易篤
染。而小宗伯 『六蓋』注云 『蛮讀為粂,六 条謂六穀,黍 、稜、稽、梁、萎、薫』。此則易登篤染之指,謂 萱
粂古今字僚然。左博作粂盛,則 用今字之始。左博日,『繁粂豊盛』,毛 日,『器賞曰萱』,在 器日H,賓 之則日
盛。似興毛、鄭異。蓋許主説字。其字炊皿,故 謂其器可盛黍稜曰H。 要之,萱 可盛黍稜,而 因謂其所盛黍稜
日蛮。凡文字故訓引伸毎多如是。説経興説字不相妨也。」
『説文』五篇下食部 「姿,稽 餅也。炊食次聾。餅,姿 或炊齊,粂 ,姿 或炊米。」段注 「按粂興禾部楽各義。」

なお,小 雅 ・甫田 「以我齊明興我犠羊以社以方」毛博 「器賞日齊,在 器日盛」。
『左博』は,桓 公博六年 「粂盛豊備」、荘公博十一年 「天作淫雨,害 於粂盛」、関公博二年 「祀社稜之粂盛」、

文公博二年 「以奉粂盛」。今本は 「粂」に作る。
『程記』は郊特牲、雑記下 「共粂盛」、表記 「粂盛種圏」。今本は 「粂」に作る。

75 原 文は注73参照。
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る。まず,鄭 注の 「粂,稜 也」は 『爾雅』の文であることを指摘し,『説文』の 「条」 「粂」

「H」 の説解を引いて,孫 語譲はいう。許慣の説だと 「萱」が正字,「条」が稜の意,「粂」が

「姿」の或催で,三 字はまったく別の字であるが,鄭 玄は 「粂」を 「稜也」 と訓じて経文の

「蓋」をみな 「粂」に讀み,今 本の爾雅も稜と訓じられる字を 「粂」に作る。おそらく,許 、

鄭の説は本来異なっていたのだろう。『周程漢讀考』が 「萱盛」の 「萱」を鄭玄がみな 「粂」

に讀むとしているのは正しい。鄭玄の注は決して 「粂」に鯛れない。許慣と説が異なるのは明

らかだ。以上が孫論譲の説である。句師以降の疏では,「薇」「粂」が本来別の字であるためか,

注は 「薇」を 「粂」に讀むとはいうが,地 官 ・春人と秋官 ・司恒氏以外では,院 元本の注が

「薔」に作る箇所を 「粂」に作るべきだとはいわない。

(15)皐・罪

『説文』の説解は,「罪」を 「捕魚竹囲」とするが,「秦以罪篤皐字」と補足し,「皐」の下

にも 「秦以皐似皇字,改 篤罪」 という鶴。段玉裁は77,「
罪」注で,『文字音義』

78の
秦始皇は

「皐」が 「皇」の字に似ていたので 「罪」に改めたという説を引き
η
,「経典多出秦後,故 皆作

罪」といい,「皐」注でも 「漢後経典多従之,非 古也」という。『爾雅』には 「罪」は見えず,

「事」、「辟」、「戻」三字が 「皐也」と訓じられる (繹詰上)が ,院 元本十三経でも,「皐」は

「罪」に比べて堅倒的に少なく,『爾雅』のほか,『周程』に3例,『穀梁博』に1例帥
見えるのみ

で, しかも 『穀梁博』の例は地名である。「犯法」の意味では 『爾雅』繹詰の文と 『周程』の

例しかない。ただし,『周祀』経文でも,「皐」の3例譴に封し,「罪」は36例能あり,夏 官以降,

76 十 四篇下辛部 「皐,犯 灌也。炊辛自,言 皐人戚鼻苦辛之恵,秦 以皐似皇字,改 篤罪。」段注 「此志改字之

始也。古有限借而無改字。罪本訓捕魚竹圏,炊 阿非啓。始皇易形聾篤會意,而 漢後経典多従之,非 古也。」

七篇下囲部 「罪,捕 魚竹円。炊円非。秦以罪篤皐字。」 (段注本は 「炊阿非啓。秦以篤皐字。」)段 注 「本形贅

字,始 皇改篤會意字也。」「文字音義云,始 皇以皐字似皇,乃 改篤罪。按経典多出秦後,故 皆作罪。罪之本義

少見於竹畠,小 雅畏此罪署,大 雅天降罪署,亦 皐署也。」

77 前 注参照。

78 唐 玄宗 『開元文字音義』。『唐書』藝文志 ・甲部経録小學類には 「二十谷」、『宋史』藝文志 ・経小學類には

「二十五春」と著録される。

79 『 廣韻』上啓十四賄 ・皐 (狙賄切)の 義注に擦ったか。

80 哀 公十二年 「公會呉千葉皐」注 「彙皐,在 淮南遼遺縣東南」。

81 天 官 ・大宰 「以八漆治官府,… …七日官刑,以 糾邦治。」注 「鄭司農云,… …,官 刑謂司刑所掌墨皐、鼻J

皐、宮皐、Ell皐、殺皐也。」孫論譲疏 「『官刑謂司刑所掌墨皐、鼻J皐、宮皐、月可皐、殺皐』者,司 刑五刑文。

皐,古 罪字。凡経例用古字,或 作皐,注 例用今字,皆 作罪。今司刑経並作罪,而 此注引乃作皐,興 例不合,

疑誤。詳句師及司刑疏。」

天官 ・句師 「王之同姓有皐,則 死刑焉。」注 「鄭司農云,王 同姓有罪営刑者,断 其獄於句師之官也。文王世

子日,公 族有死罪,則 碧於句人。」孫論譲疏 「案皐罪古今字。此経皐罪錯出,蓋 非其奮。注則皆作罪,注 例

用今字也。」

地官 0比長 「比長各掌其比之治。五家相受相和親,有 皐奇麦則相及。」繹文 「皐本亦作罪。」孫論譲疏 「案皐

罪古今字,経 例用古字作皐,或 本非。」
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春官 ・小祝 「小祝掌小祭祀1等事,侯 、醸、薦祠之祝琥,以 祈福祥,順 豊年,逆 時雨,寧 風早,爾 裁兵,遠 皐

疾。」

82天官 ・大宰 「以八柄詔王駅革臣。一日爵;以 駅其貴。二日隷,以 取其富。三日予,以 取其幸。四日置,以 取

其行。五日生,以 駅其福。六日奪,以 駅其貧。七日磨,以 駅其罪。八日誅,以 取其過。」注 「奪謂臣有大罪

没入家財者。」孫論譲疏 「云 『七日磨,以 駅其罪』者,罪 疑営作皐,詳 前疏 (大宰 「官刑」鄭司農注に封す

る疏。前注参照)。」

地官 ・膏 「凡有罪者,撻 毅而罰之。」孫論譲疏 「云 『凡有罪者,撻 毅而罰之』者,罪 ,経 例用古字営作皐,

詳句師疏。」

夏官 ・大司馬 「及師,大 合軍以行禁令,以 救無事,伐 有罪。」孫論譲疏 「云 『以救無事,伐 有罪』者,罪 ,

経例用古字営作皐,石 経及各本並誤,詳 句師疏。」

秋官 ・序官 「罪隷百有二十人。」孫語譲疏 「云 『罪隷』者,罪 ,経 例用古字営作皐,石 経及各本並誤,詳 句

師疏。」

秋官 ・大司寇 「凡萬民之有罪過而未麗於濠而害於州里者,極 桔而坐諸嘉石,役 諸司空。重罪旬有三日坐,碁

役。……其下罪三日坐,二 月役。……」注 「有罪過謂邪悪之人所罪過者也。」孫誇譲疏 「云 『凡萬民之有罪

過……』者,罪 営作皐,凡 経例用古字作皐,注 例用今字作罪,前 四篇並如是。惟秋官、冬官二篇経並作罪,

疑博鳥之誤,詳 句師疏。」

秋官 ・大司寇 「凡遠近偉獨老幼之欲有復於上,而 其長弗達者,立 於肺石三日。士聴其辞,以 告於上而罪其長。」

孫語譲疏 「云 『以告於上而罪其長』者,罪 ,亦 営作皐。」

秋官 ・小司寇 「凡王之同族有罪,不 即市。」孫論譲疏 「云 『凡王之同族有罪,不 即市』者,罪 営作皐。」
秋官 ・士師 「以五戒先後刑罰,母 使罪麗干民。」孫論譲疏 「云 『……母使罪麗干民』者,罪 ,経 例用古字営
作皐,石 経及各本並誤,詳 句師疏。」

秋官 ・郷士 「辮其獄訟,異 其死刑之罪而要之,旬 而職聴干朝。」注 「要之,篤 其罪法之要辞。」孫語譲疏
「『異其死刑之罪而要之』者,罪 営作皐,後 遂士、縣士t方 士、訪士、朝士並同。」
秋官 ・遂士 「聴其獄訟,察 其辞,耕 其獄訟,異 其死刑之罪而要之,二 旬而職聴干朝。」
秋官 ・縣士 「各掌其縣之民数,糾 其戒令而聴其獄訟,察 其辞,耕 其獄訟,異 其死刑之罪而要之,三 旬而職聴
干朝。」

秋官 ・方士 「掌都家。聴其獄訟之辞,耕 其死刑之罪而要之,二 月而上獄訟干國。」
秋官 ・訪士 「掌四方之獄訟,諭 罪刑干邦國。」注 「告暁以麗罪及制刑之本意。」
秋官 ・朝士 「凡盗賊軍郷邑及家人,殺 之無罪。凡報仇儲者,書 於士,殺 之無罪。」注 「鄭司農云,謂 盗賊革
輩若軍,共 攻盗郷邑及家人者,殺 之無罪。若今時無故入人室宅慮舎,上 人車船,牽 引人欲犯法者,其 時格殺
之無罪。」

秋官 ・司刑 「掌五刑之漆,以 麗萬民之罪。墨罪五百。鼻J罪五百。宮罪五百。別罪五百。殺罪五百。」注 「書
博日,… …,此 二千五百罪之目略也。」孫語譲疏 「云 『……以麗萬民之罪』者,罪 ,経 例用古字営作皐,後
及司刺、司腐、司園、掌囚、掌貌、罪隷並同。……云 『墨罪五百,鼻J罪五百,宮 罪五百,月1罪五百,殺 罪五百』
者,大 宰先鄭注引並作皐,営 擦正。」

秋官 0司刑 「若司寇断獄弊訟,則 以五刑之濠詔刑罰,而 以耕罪之軽重。」

秋官 0司刺 「以此三涯者求民情,断 民中而施上服下服之罪,然 後刑殺。」

秋官 ・司属 「其奴男子入干罪隷,女 子入干春真。」注 「鄭司農云,謂 坐篤盗賊而篤奴者,輸 於罪隷春人藁人
之官也。由是観之,今 之篤奴婢,古 之罪人也。」院元校勘記 「男子入干罪隷……,……・説文女部 (十二篇下)
云,奴 ,奴 婢皆古之皐人也,周 程日,其 奴男子入干皐隷,… …,又 按,罪 営徒許引作古皐字。」孫論譲疏
「案院説是也。」

秋官 ・司園 「掌牧教罷民。……能改者,上 罪三年而舎。中罪二年而舎。下罪一年而舎。」
秋官 ・掌囚 「掌守盗賊、凡囚者。上罪桔拳而極。中罪極桔。下罪桔。王之同族拳。有爵者極。以待弊罪。」
注 「凡囚者謂非盗賊自以他罪拘者也。……玄謂,… ,中 罪不拳手,… 下罪又去極,王 同族及命士以上雖有上
罪,或 拳或極而已。」孫語譲疏 「云 『上罪桔拳而極』者,罪 ,説 文手部引作皐,営 擦正。石経及各本並誤,
下三罪字同。」(「説文手部」は,十 二篇上手部 「拳,両 手同械也。炊手炊共,共 亦馨。周祀,上 皐桔拳而極。」)
秋官 ・掌毅 「凡罪之麗於濠者亦如之。」

秋官 ・罪隷 「罪隷掌役百官府興凡有守者,掌 使令之小事。」

冬官 ・梓人 「凡試梓飲器,郷 衡而賓不蓋,梓 師罪之。」注 「鄭司農云,梓 師罪也。…・・:玄謂,… …平爵郷口
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「皐」「罪」に最も開わりの深い秋官の例も含めて,す べて 「罪」に作る。なお,『周程』注に

「皐」に作る例が1つあり, これは 『周祀』経注を通じての初出箇所で,孫 論譲疏は,そ の 「皐」

について 「経用古字,注 用今字」の観黙から誤りだとする。院元本経文がすべて 「罪」に作る

秋官でも大司寇疏で 「経用古字作皐,注 用今字作罪」について 「前四篇並如是。惟秋官、冬官

二篇経並作罪,疑 博篤之誤」といい,す べて 「営作皐」と考える。また,最 後の冬官では 「経

記字例之異」という常套手段を持ち出し,「前経五篇並用古字作皐」と今本テキス トとは食い

違う事柄を述べ,事 賞を曲げてまで,「経用古字,注 用今字」の原則に拘る。

(16 )狙・埋

「狸」は獣名,音 は 「里之切」で田
,経 典に見える 「狸」も多くは本義の獣名由来の例だが84,

『周祀』の 「狙」9例中4例には,繹 文に 「莫皆反」「亡皆反」などの音が附されている。これは,

『説文』一篇下州部 「麺」と同音である。「麺」は 「痙 (うずめる)」の意
85で

,「莫皆反」に讀

む 「狸」は呂飛鵬
部の説に擦れば 「麺」の省略膿で,う めるという意味を表すという。「麺」は,

段注に 「周祀椴借狸字篤之。今俗作埋。」と指摘するように,十 三経では 『爾雅』
田にしか見え

ず,『周程』以外の経ではすべて 「埋」が用いられ
田
,『周祀』の経文でも 「埋」は3箇所に見え

る。孫論譲は,『周祀』経文に見える 「麺」の似借の 「狙」4例"、「埋」3例90すべてと秋官 ・序

酒不蓋,則 梓人之長罪於梓人焉。」孫論譲疏 「云 『…,梓 師罪之』者,罪 ,前 経五篇並用古字作皐,此 作罪

者,疑 亦経記字例之異。」

83 『 説文』九篇下方部 「狙,伏 獣似狙。炊方里馨。」

84 『 周祀』の 「狙首」3例 (春官 ・楽師、鍾師、夏官 ・射人)、「狙歩」1例 (夏官 ・射人)は 本義に申来する

用法。天官 ・内甕 「鳥嫌色而沙鳴,狙 。」の 「狙」は繹文に 「音鬱,徐 於弗反」という音注があり,「鬱」に

通じる。

85 『 説文』一篇下川部 「麺,痙 也。炊舛狙贅。」段注 「周程慨借狸字篤之。今俗作埋。」

86 『 周祀補注』巻一。詳細は鼈人の孫論譲疏参照。

87 繹 言 「窒、麺,塞 也」。繹天 「祭地日痙麺」。

88 『 儀祀』聘祀 「埋干西階東」、士喪祀 「埋干軟」、『祀記』曲祀上 「祭器散則埋之。亀爽散則埋之。牲死則

埋之。」、檀弓下 「仲尼之畜狗死,使 子貢埋之日,… …篤埋馬也,… …篤埋狗也,… …埋之以帷。」、月令 「掩

格埋☆」、雑記上 「重既虞而埋之。」、喪服大記 「士埋之。」、祭法 「痙埋於泰折」「埋少牢於泰昭」、『春秋左博』

文公博十一年 「埋其首於子駒之門。……埋其首於周首之北門。」、文公博十八年 「殺而埋之馬矢之中」、昭公

博六年 「乃軟用牲埋書」、昭公博十三年 「既乃興巴姫密埋璧於大室之庭。」、哀公博五年 「景公死乎不興埋。」

など

89 天 官 ・鼈人 「以時籍魚鼈亀蜃、凡狸物。」注 「鄭司農云,… …,狙 物,鼈 筆之属, 自狸蔵伏於泥中者,玄

謂,狙 物亦謂餞刀含漿之属。」繹文 「狸物,莫 皆反。」孫論譲疏 「云 『狸物,鼈 亀之属, 自狙蔵伏於泥中者』

者,呂 飛鵬云 『説文方部,… …。繹文,… …,貝J讀如埋。説文無埋字,舛 部 「麺,痙 也」此経蓋省作狸。大

宗伯 「狙沈」,注 云 「祭山林日埋」。此其例也。』。案呂説是也。凡此経菱蔵字,皆 借狙篤之,注 或作埋,則 麺

之俗也。先鄭意経狸物,即 謂亀鼈諸互物自狸者。然経前言亀鼈,後 別言狙物,則 狙物不止亀鼈之属,故 後鄭

補其義。」

春官 ・大宗伯 「以狙沈祭山林川澤。」注 「祭山林日埋,川 澤日沈,順 其性之含蔵。」繹文 「以狙,亡 皆反,劉

莫拝反。」孫論譲疏 「云 『祭山林日埋,… 』者,説 文舛部云,… …,水 部云,『湛,没 也』。経 『狸沈』即

『湛麺』之限借字。狙,注 例又並作埋,即 麺之俗,詳 鼈人疏。」
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官注 「埋」の繹文が 「狙」に作る箇所
‖
に疏を附すが,一 貫 して 「経用古字営作麺,注 用今字

営作埋」 という主張は愛わらない。

(17)lll・剖

『周程』経文には 「晟1」が2例蛇、「剖」が2例郎
見える。嘱J」はいずれも天官、「剖」はいず

れも冬官の例である。嘱J」「剖」は本来,別 の字である飩が, ともに刀に従い,大 徐本の反切

は 「古錯切」と 「古八切」で音も近い。『説文』でも 「lll」の説解に 「舌J」字が用いられてい

るように通用したようで,天 官 ・瘍讐の注では経の 「喬J」を注では 「剖」に作る。テキストに

は異同があるが,院 元校勘記も 「剖」を是とし,孫 論譲はそれをも根檬にして, 嘱1」「剖」を

古今字と判断し, これも 「経用古字,注 用今字之例」という。ただし,冬 官の 「剖」は本義

「拮把」の引申の義と考え,「経記字例之異」 とはしない。なお,他 の十二経に 「all」は見えな

ぃ 。
9 5

春官 ・鬱人 「大喪之洒共其肇器,及 葬共其課器,遂 狙之。」注 「狙之於祖廟階問,明 箕終於此。」繹文 「遂狙,
亡皆反。」孫論譲疏 「云 『遂狙之』者,狸 ,麺 之借字,詳 鼈人疏。……云 『狸之於祖廟階間』者,『狸』注例
営作 『埋』,各 本並誤。狸埋古今字,詳 鼈人疏。」

秋官 ・赤友氏 「凡隙屋,除 其狙轟。」注 「狙贔,嫌 、肌球之属。」繹文 「狙轟,莫 皆反,劉 莫舞反」孫語譲疏
「云 『狙轟,妹 、肌球之属』者,狙 即菱之借字,詳 鼈人疏。」

90 地 官 ・族師 「五家篤比,十 家篤聯,五 人篤伍,十 人鶯聯,四 間篤族,八 間篤聯。使之相保相受,刑 罰慶賞,
相及相共,以 受邦職,以 役國事,以 相葬埋。」繹文 「埋,本 或作狸,莫 皆反。」院元校勘記 「以相葬埋,唐 石
経諸本同,繹 文埋本或作狸。案経営用狙字,此 浅人以俗字改之。」孫論譲疏 「云 『以相葬埋』者,繹 文云,… ,
院元零,… …,案 院説是也。埋正字営作麺,経 並借狙篤之,詳 鼈人疏。」
夏官 ・校人 「大喪飾遣車之馬,及 葬埋之。」注 「言埋之,則 是馬塗車之」繹文 「狙之,亡 皆反,本 亦作埋。」
院元校勘記 「及葬埋之,唐 石経諸本同,繹 文,… …,按 経営作狙,注 営作埋,此 類皆援注所改。」孫語譲疏
「云 『及葬埋之』者,埋 ,繹 文……,院 元云,… …,案 院説是也。狸即麺之借字,注 或従俗作埋,詳 鼈人疏。」
秋官 ・蟷氏 「若有死於道路者,則 令埋而置褐焉。」孫論譲疏 「埋即麺之俗,経 例用古字営作麺,唐 、蜀石組
及各本並誤,詳 鼈人疏。」

91 秋 官 ・序官 「皓氏,下 士四人,徒 四十人。」注 「月令日,掩 格埋就。此官之職也。」繹文 「狙,亡 皆反,本
又作埋。」孫論譲疏 「狙即菱之借字,俗 作埋。」

92 天 官 ・瘍讐 「掌腫瘍、潰瘍、金瘍、折瘍之祝薬all殺之齊。」注 「剖,剖 去膿血。殺謂以薬食其悪肉。」繹文
「喬J,音 剖,徐 工滑反。」「剖去,尭 呂反。」院元校勘記 「剖剖去膿血,嘉 靖本同,聞 監毛本上剖依組改all,非。
繹文all音剖,本 注也。説文,all,剖 去悪創肉也,周 證日喬J殺之齊,亦 訓alj篤剖,典 鄭義同。○按説文alj剖異
義,鄭 君謂篤―字。」孫語譲疏 「語譲案,鄭 蓋謂all剖古今字,故 組作孟J,注 並作剖,亦 経用古字,注 用今字
之例也。下注直云 『剖殺』可證。繹文出 『剖去』二字,似 陸本注上剖字作all,則是以剖繹all,殆非鄭本之苗。
俗注疏本同,非 也。」

天官 ・獣讐 「凡療獣瘍,灌 而all之,以 嚢其悪,然 後薬之養之食之。」
93 冬 官考工記 「凡攻木之工七。攻金之工六。攻皮之工五。設色之工五。剖摩之工五。博埴之工二。……剖摩

之工,玉 、榔、離、矢、磐。……」注 「故書七篤十,剖 作抗。鄭司農云,十 営篤七,抗 摩之工謂玉工也,抗
讀篤剖,其 事亦是也。」孫語譲疏 「云 『抗讀篤剖,… …』者,説 文刀部云,割 ,措 杷也,刷 ,割 也,割 刷即
拮杷引申之義 。」 (孫論譲は段注本のテキス トに擦る。)

94 い ずれも 『説文』四篇下刀部に見える。嘱1,剖 去悪創肉也。炊刀商贅。周證日all殺之齊。」段注 「瘍讐,… ,
鄭云,『all,剖去膿血。殺謂以薬食其悪肉。』興許異。剖all篤畳韻。」、「割,措 把也。炊刀昏馨。」 (段玉裁は
「把」を 「杷」に作る)段 注 「今字作剖。」

95 「 剖」は1例。證記 ・明堂位に 「山節、藻祝、復廟、重権、剖檻、達郷、反培、出尊、崇培康圭、疏屏,
天子之廟飾也。」注 「剖,剖 摩也」
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(18)稟0栗

「栗」は 「稟」の或催の隷愛である%。「稟」は 『周祀』以外の十二経には見えないが,院 元

本 『周程』経文では冬官 0弓人の1例97を
除いて,す べて 「稟」 (8例)98に作る。孫論譲は,冬

官 ・弓人の 「栗」も 「稟」に改め,逆 に注の 「栗」は 「栗」に作るべきだとする。「歴」に通

じる 「薬」も 「裂」に讀む 「稟」についても同様である。

(19)磁0暴

「鵡」は 『説文』には見えず,『周祀』以外の十二経にも見えないが,『文選』李善注
"引く

『字書』に 「献
ЮO,古

文暴字」という。「暴」は隷翌以降は字催に匡別がなくなったが,も とは

「暴」
Юl「

暴」
観 という別の二字に由来する字であり,「鵡」は 「暴」の古文である。『周程』経

文には,「鵡」が5Ю3、「暴」は12あるが,そ のうち4例 Ю4は 「暴」に由来する用例であり,考 工

96 『 説文』七篇上内部 「稟,木 也。(段注本は 「稟,栗 木也。」),炊 歯木。其賞下垂,故 炊肉。粟,古 文,炊

西炊二肉。徐巡説木至西方戦栗也。」段注 「隷憂作栗者,霜 取古文炊西之意。」

97 冬 官 ・弓人 「凡析幹,射 遠者用執,射 深者用直。居幹之道,菖 栗不迪,則 弓不嚢。」注 「鄭司農云,… …,

栗讀篤榛栗之栗,… …,玄 謂,栗 讀篤裂編之裂。」孫論譲は経文の 「栗」を 「稟」に作り,「云 『居幹之道,

苗栗不迪,則 弓不嚢』者,稟 ,繹 文作栗。案,陸 本非也。凡経用古字,営 作稟,注 用今字,営 作栗,詳 鐘人

疏。……注鄭司農云 『……,栗 讀篤榛栗之栗』者,… …,『栗讀』之栗薔本作稟。宋附繹音本、注疏本並作

栗,今 徒之。東栗古今字,注 例用今字也。後鄭改讀亦作栗,可 證。……」

98 天 官 ・笠人 「韻食之笹,其 賓棗、稟、桃、乾糟、榛賓。」注 「榛,似 栗而小。」経典繹文

天官 ・笹人 「加簸之賞,稜 、鐘、東、肺。稜、夷、東、肺。」注 「栗興鎮食同。」孫論譲疏

者,… …,経 作県,注 作栗者,亦 経用古字,注 用今字之例。」

冬官 「攻金之工,築 、冶、見、東、段、桃。」繹文 「稟,古 栗字」孫論譲疏 「繹文云,… …

冬官 ・軸人 「攻金之工,築 氏執下齊。冶氏執上齊。最氏篤贅。案氏篤量。……」

冬官 ・稟氏 「稟氏篤量。」注 「稟古文或作歴。」『周程漢讀考』巻六 「案歴異部而雙啓,此 可證。聘程、燕程

日栗階,檀 弓之記曰歴階,其 賞一也。」孫論譲疏 「『稟氏篤量』者,稟 ,名 義未詳,疑 営徒故書作歴,… …,

云 『案古文或作歴』者,段 玉裁云,… …,徐 養原云,『古文猶古書也。周程注内総古文者,惟 庖人及此経而

已。又下有 「玄謂」字,則 此句乃司農、子春説』。案徐説是也。」

冬官 0玉人 「案十有二寸,棗 東十有二列,諸 侯純九,大 夫純五,夫 人以労諸侯。」注 「玄謂,… …,棗 稟賞

於器,乃 如於案聘祀日,夫 人使下大夫勢以二竹纂方,玄 被練裏,有 蓋。其賞棗蒸稟澤,兼 執之以進。」孫論

譲疏 「鐘人、弓人皆経用古字作稟,注 用今字作栗,惟 此職及矢人経注皆作案,疑 後人所改,下 同。」

冬官 ・矢人 「凡相箭,欲 生而博。同博欲重,同 重節欲疏,同 疏欲稟。」注 「鄭司農云,欲 案,欲 其色如稟也。」

孫論譲疏 「鄭司農云,『欲県,欲 其色如稟也』者,稟 ,注 例用今字作栗,此 経注皆作稟,疑 亦後人所改。詳

鐘人、玉人疏。」

99 巻 十一飽昭 ・蕪城賦 「伏献蔵虎」注および巻十七王褒 ・洞筆賦 「剛毅彊献反仁恩分」注。

100「 鵡」とは 「武」「虎」の配置が左右入れ替わつている。

101『 説文』十篇下本部 「暴,疾 有所趣也。炊日出本升之。」段注 「按此暴興暴二蒙形義皆殊,而 今隷不別。

此蒙主謂疾,故 篤本之属。暴主謂日晴,故 篤日之属。」

102『 説文』七篇上日部 「暴,哺 也。炊日出舛米。」段注 「孜工記 『豊暴諸日』,孟 子 『一日暴之』,引 申表暴、

暴露之義,興 本部暴義別。凡暴疾、暴虐、暴虎皆本部字也。而今隷一之。経典皆作暴。難於記正。」

103地 官 0序官 「司鵡」注 「司暴,禁 暴簡L。」孫論議疏 「云 『司鵡……』者,文 選蕪城賦李注引字書云,『鵡,

古文暴字』。案,暴 ,説 文本部作暴,重 文無鵡字。……云 『司暴,禁 暴貧L』者,此 注例用今字作暴也。」

地官 ・大司徒 「因此五物者民之常,而 施十有二教焉。……七日以刑教中,則 民不鵡。」孫論譲疏 「鵡即暴字,

詳叙官疏。」

「案,古 栗字」

「云 『栗興鎮食同』

,案 ,詳 笹人疏。」
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記の例
Ю5は

鄭衆注に 「剥」に讀むということから,や はり 「暴」由来だと考えられる。残りの

7例Ю6が 「鵡」の今字で 「暴」由来の 「暴」である。孫論譲は,経 文の 「暴」7箇所すべてにつ

いて,経 では古字を用いて 「献」に作るべきだとしている。

(20)頚・核

『周祀』経文に 「核」は見えず,「頚」も1例Ю7の
みであるЮ8。

経文の 「頚物」を注は 「核物」

に作り,「李梅之属」という。孫語譲引く丁晏説は,『説文』の 「頚」
朋、「核」

HOの
説解に檬っ

地官 ・司市 「以刑罰禁鵡而去盗。」孫語譲疏 「鵡即暴字,詳 叙官疏。」

地官 ・司献 「司献掌憲市之禁令,禁 其闘章者興其覗貧L者,出 入相陵犯者。」孫論譲疏 「鵡,古 暴字」。
104天 官 ・染人 「凡染,春 暴練,夏 練玄,秋 染夏,冬 献功。」,繹 文 「春暴,歩 卜反,劉 歩落反,注 同。」冬官 ・

慌氏 「慌氏凍絲。以沈水謳其絲,七 日,去 地尺,暴 之。書暴諸日,夜 宿諸井,七 日七夜,是 謂水凍。凍畠。
……書暴諸日,夜 宿諸井,七 日七夜,是 謂水凍。」繹文 「暴之,歩 卜反,劉 歩莫反,下 同。」,瓶 人 「瓶人篤
富。賓一穀崇尺。厚半寸。膏寸。豆賓三而成穀。崇尺。凡陶瓶之事。醤墾群暴不入市。器中膊。豆中縣。膊
崇四尺。方四寸。」注 「鄭司農云,… 暴讀篤剥」。

105冬 官考工記 ・瓶人 「瓶人為冨。賞一穀崇尺。厚半寸。唇寸。豆賞三而成穀。崇尺。凡陶瓶之事。醤墾藤
暴不入市。器中膊。豆中縣。膊崇四尺。方四寸。」注 「鄭司農云,… 暴読篤剥」。

106夏 官 ・大司馬 「暴内陵外,則 壇之。」孫論譲疏 「云 『暴内陵外,則 壇之』者,暴 ,経 用古字営作鵡,石 経
及各本並誤。…暴,詳 地官叙官及司鵡疏。」

秋官 ・序官 「禁暴氏」孫論譲疏 「『禁暴氏』者,暴 ,紅 例用古字営作齢,石 経及各本並誤,詳 地官叙官疏。」
秋官 0大司寇 「以五刑糾萬民。……五日國刑,上 原糾暴。」注 「暴営篤恭字之誤也。」繹文 「糾暴,依 注,
暴作恭。」孫語譲疏 「云 『五日國刑,上 思糾暴』者,暴 ,経 例用古字営作献,此 職作暴,鄭 破篤恭,則 漢時
経本已如是,訪 士、小行人、禁暴氏並同,皆 興例不合,詳 地官叙官疏。」

秋官 ・訓士 「邦有賓客,則 興行人送逆之。……居館,則 帥其属而篤之澤,誅 毅暴客者。」 孫語譲疏 「云
『誅毅暴客者』者,暴 ,経 例用古字,疑 営作鵡,詳 地官叙官疏。」

秋官 0禁暴氏 「禁暴氏掌禁庶民之貧L暴力正者,橋 証犯禁者作言語而不信者以告而誅之。」孫語譲疏 「云 『禁
暴氏掌禁庶民之貧L暴力正者』者,暴 ,経 例用古字営作鵡,司 鵡云 『禁其鵡貧L者』,興 此義同。此作暴,疑 誤,
詳地官叙官疏。」

秋官 ・小行人 「其惇逆、暴貧L、作意猶犯令者篤一書」孫論譲疏 「云 『其惇逆、暴曾L、……』者,暴 ,経 例
用古字営作献,詳 地官叙官疏。」

107地 官 ・大司徒 「以土會之濠,耕 五地之物生。一日山林。……。三日川澤。・…・・。三日丘陵。其動物宜羽物,
其植物宜頚物,其 民専而長。四日墳衛。……。五日原限。……。」注 「核物,李 梅之属。」院元校勘記 「核物
李梅之属,宋 本間本監本同,毛 本核作豪,篤 依経所改,非 也。」孫語譲疏 「云 『核物,李 梅之属』者,丁 晏
云,『経文作頭,注 作核。説文両部……,木 部,… …,是 果賞之字営用頚。鄭君作核,従 今文偶借字也。曲
祀 、玉藻 皆作核,故 鄭改炊今字。毛詩 「肴核維旅」,班 固典引奈昌注引詩 「肴頚維旅」,是 毛詩古文亦作豪。』
案丁説是也。頭本訓賓,引 申篤果頭之名。注又従今字作核。」
『稽記』曲程上に 「賜果於君前.共 有核者懐其核。」玉藻に 「食棗桃李,弗 致干核。」
『毛詩』『文選』は注111,H2参照。

108他 経に 「蕨」は見えず,『爾雅』繹木なども 「……桃李,醜 核」のように,「核」に作る。
109七 篇下両部 「蕨,賓 也。考事両窄遂遮其辞得賓日頚。炊両敗啓。」
110六 篇上木部 「核,轡 夷以木皮為筐,状 如簸尊。炊木亥馨。」段注に 「未詳所本。今字果賓中白核,而 本義
磨実。按許不以核篤果賞中者,許 意果賞中之字営用豪也。小雅 『肴核維旅』,班 固、奈昌作 『肴蕨維旅』,是
毛詩古文亦作蕨。左思作肴福,福 即頭也。今本毛詩作核,非 古也。周祀;其 植物宜頭物,頭 猶骨也。廣韻云,
柵,果 子柵也。出啓譜。戸骨切。此字近是。玉篇亦云,核 ,戸 骨切,果 賓中也。」。左思の 「肴福」は蜀都賦。
『文選』巻四 ・蜀都賦 「金曇中坐,肴 福四陳,… …」李善注に 「毛詩日,肴 核維旅,鄭 玄日,肴 ,荘 酪也,
核,桃 梅之属也。……福興核義同。」
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て 「頚物」を正字、「核物」を偶借字とし,

に作ることから,『毛詩』の古文も 「販」

「核」に作ることについては,「今字に従う」

孫論譲の 「古今字」

『文選』李善注
Hlが

今本 『毛詩』の 「核」
H2を 「頚」

に作ったとする
H3。

孫論譲は丁説を是とし,注 が

という。

(21)硫・育

「硫」は 『説文』
H4によれば 「育」の或證である。院元本 『周祀』経文に 「育」はなくH5,

「硫」は2例H6見え,注 文は概ね 「育」に作るが,「硫」が 1例H7ぁる。孫論譲はその地官 ・大司

徒注の 「硫」を 「育」を改め,「経用古字,注 用今字」の例とする。

(22)告・省

『説文』では,「告」は 「目病生騎也」,段 注は引申義として 「過誤」、「告災」,俄 借義とし

て 「減省」を奉げるH8。「省」は 「視也」で,段 注は 「減省」の意を引申義とするH9。『周程』

経文に 「告」は3例、「省」は6例見える。「省」はすべて本義で用いられている20。「告」1例21

111『文選』谷四十八 ・班固 ・典引 「肴頚仁誼之林藪」李善注 「肴蕨,食 也。肉日肴,骨 日頚。……詩云,… …

又日肴蕨惟旅。」

112『 毛詩』川ヽ雅 ・賓之初筵に 「賓之初筵,左 右秩秩,笹 豆有楚,殺 核維旅。」博 「核,加 笹也。」箋 「豆賓,

疸臨也。笹賞有桃梅之属。」

113前 注に引く 「核」段注も,丁 晏説と趣旨は同じ。

114十 四篇下ム部 「育,養 子使作善也。炊ム肉贅。虞書日,教 育子。硫,育 或炊毎。」段注 「周程、周易蒙卦

皆作此字。」段注の 「周易蒙卦」は 『周易』蒙 ・象辞 「君子以果行育徳」。今本は 「育」に作る。

115『 周易』、『尚書』、『毛詩』、『祀記』、『左博』、『爾雅』、『孟子』経文に 「育」は見えるが,「硫」は見えない。

116天 官 ・大宰 「以九職任萬民。……二日園圃,硫 草木。・・:…」孫語譲疏 「大司徒注云,『育,生 也』。硫育古

今字。」

地官 ・大司徒 「以土宜之濠,耕 十有二土之名物,… …以硫草木,以 任土事。」注 「育,生 也。」院元校勘記

「育生也,嘉 靖本育作硫,非 ,恵 校本亦作硫,云 ,余 本偶作育○按此段玉裁経用古字注用今字之例。」孫論譲

疏 「云 『育生也』者,薔 本育作硫,非 。今擦宋岳珂、余仁仲本正。説文ム部,育 ,重 文硫,云 「育或炊毎」。

漢時蓋習用育。此経作硫,注 作育,亦 経用古字,注 用今字之例也。」

117地 官 ・大司徒 「頒職事十有二千邦國都部,使 以登萬民,一 日稼稽,二 日樹薮,… …」注 「鄭司農云,… …

樹裁謂園圃硫草木。」院元校勘記「謂園圃硫草木,間 監毛本同,宋 本作謂園回育草木,嘉 靖本硫作育,恵 校本

亦作固育云,互 注本、余本作圃硫。○按硫育,亦 経用古字,注 用今字之證也。」孫論譲疏 「云 『樹裁謂園圃

育草木』者,大 宰育作硫,此 作育者,亦 用今字也。宋本及俗本並作硫,非 。」

118『 説文』四篇上目部 「告, 日病生騎也。炊目生馨。」段注 「引伸篤過誤,… ,又 篤災告,… ,又 椴篤減省

之省,周 程馬弱犯寡則告之,… …。」

119『 説文』四篇上眉部 「省,視 也。炊e省 炊州。」段注 「凡省必於微,故 引伸篤減省字。説文有治始二字,

然経典多作省,所 景切,又 息井切。」

120春 官 ・大宗伯 「凡祀大神、享大鬼、祭大示,帥 執事而 卜日。宿,砥 族濯,淮 玉圏,省 牲銭,奉 玉藍,詔 大

琥,治 其大程,詔 相王之大祀。」繹文 「省牲,本 又作告,同 ,息 井反,後 省牲鍍皆同。」孫論譲疏 「案,省 正

字,告 限借字。」

春官 ・小宗伯 「大祭祀省牲眠族濯。祭之日逆萱省鍍,告 時干王,告 備千王。」注 「省錢,視 亨腹執。」孫論譲

疏 「云 『省銭,視 亨眠執』者,説 文目部云,… …。」

秋官 ・方士 「以時脩其縣漆。若歳終,則 省之而誅賞焉。」注 「方士以四時脩此法,歳 終又省之,則 興掌民敷

亦相近。」
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は段玉裁が引申義とするわざわいの意,2例 は 「減省」の意である22。「経用古字之例」に営た

るのは,後 の2例,つ まり 「減省」の意味で経文に見える大司徒
毘3と

大司馬
24の「告」

晰 である。

が,今 本では注も 「告」に作る。孫論譲は,大 司徒の疏で,「告」は減省の意であるとし,繹

文のテキス トに注を引いて 「省」に作るものがあることから,院 元の 「経作告,注 作省」を是

とする。大司馬の疏では,そ の大司徒の注を根擦に 「経例作告,注 例作省」といい,呂 飛鵬の

「告省古通用字」説を引き,「省」段注も畢げる 「始」「沿」二字との音義の近さを指摘して締

めくくる。賞際には,今 本 『周祀』では経注ともに 「告」に作るにも開わらず,孫 論譲は 「経

例作告,注 例作省」を主張する。

(23)微e美

「微」は 『説文』に見えないが,錢 大瞬は,「美」の古字で 『説文』の 「梶」
26がこれに営

秋官 ・大行人 「王之所以撫邦國諸侯者,歳 編存。三歳偏規。五歳編省。七歳属象膏,諭 言語,協 辞命。九歳

属書史,諭 書名,聴 贅音。十有一歳達瑞節,同 度量,成 牢證,同 敷器,脩 湮則。十有二歳,王 巡守殷國。」

注 「存、規、省,王 使臣於諸侯之程,所 謂間問也。……自五歳之後,遂 間歳編省也。七歳省而召其象膏,九
歳省而召其書史,皆 衆於天子之宮,教 習之也。……至十一歳又編省焉。……」

秋官 ・小行人 「使適四方,協 九儀賓客之祀。朝、期、宗、遇、會、同,君 之祀也。存、規、省、聘、間,臣
之稽也。」

121天 官 ・句師 「喪事,代 王受告裁。」注 「既歿,大 祝作蒔辞,授 句人,使 以蒔藉田之神,受 告裁,弼 後狭。」
繹文 「告,生 景反。」孫論譲疏 「説文目部云,… …,弓1申篤災告。」

122「 昔」は 『周易』訟、復、元妄、震、小過、説卦博、『尚書』舜典、康詰、『春秋左博』荘公経二十二年、
博二十五年、信公博三十三年、襄公博九年、『穀梁博』荘公二十二年などにも見えるが,す べて段玉裁が本
義の引申とするわざわい、あゃまちなどの意味で用いられている。

123地 官 ・大司徒 「以荒政十有二衆萬民,… …七日告程。……」注 「鄭司農云,… …告程,掌 客職所謂 『凶荒
殺程』者也,… …。玄謂,… …,告 程謂殺吉程也,… …。」繹文 「告祀,所 景反,注 同。」院元校勘記 「七日

告程,唐 石経諸本同,監 本毛本聞誤青,間 本誤青,注 及疏準此。」

孫論譲疏 「云 『告程,掌 客職所謂凶荒殺程者也』者,葉 抄繹文引注告作省。院元云,『注訓殺稽,明 告篤省
殺之意,故 経作告,注 作省。陸所見注是省祀。今本注皆改作 「告祀」,非 。』 案,院 説是也。此経作告,注
作省,蓋 亦経用古字,注 用今字之例。昔即省之借字。繹名繹天云,『告,省 也』。公羊信二十二年何注云 『殺,
省也』。是告殺同篤省減之義,故 引掌客文篤證。但彼専擦省賓證,故 後鄭補其義。買疏謂後鄭不従先鄭,非 。
告,互 詳大司馬疏。」

124夏 官 ・大司馬 「馬弱犯寡,則 告之。」注 「告猶人告痩也。」繹文 「告,所 景反。痩,所 又反。」院元校勘記
「馬弱犯寡則告之,間 監本告誤青,祀 説云,青 公羊作省,省 興普通。○按字書韻書無青字」

呂飛鵬 『周稽補注』「告省古通用字。春秋荘二十年 『肇大告』,公 羊作 『津大省』。大司徒告程,即 省祀。」
孫語譲疏 「云 『告猶人告痩也』者,告 即省之眼字。経例作告,注 例作省,大 司徒注可證。此疑営作 『告猶人
省痩也』。繹名繹天云,『告,省 也,如 病者之省痩也』,又 繹言語云,『省,痩 也,燿 痩約少之言也』。……呂
飛鵬云,… …,論 譲案,説 文女部云,『始,減 云也。』水部云,『治,少 減也。』凡告痩 ・省疫字,並 減少之義,
蓋興始浩,馨 義略同。」

125院 元本十三経注疏に附刻される校勘記では 「告」の字形を誤るテキス トもある。注124大司馬校勘記参照。
126十 二篇下女部 「梶,順 也。炊女尾贅。讀若媚。」
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たるとし27,段玉裁は本字は 「嬢」で,「微」はその古文だとする28。
十三組では 『周程』以外

には 「微」の用例はない。前五篇の経文には 「美」は見えず,「微」は8例柁9で
,注 があればす

べて 「美」に作る。例外なしの 「経用古字,注 用今字」である。ただし,考 工記は轄人の1例

のみ 「微」に作るROが
,残 りの4例はすべて 「美」に作る剛。孫論譲は,「経記字例之異」とは

考えず,4例 の 「美」の方を字例に合わないとして,誤 りであろうとする。

(24)淵・姻

「淵」は 「姻」の籍文であるH2。『周程』経文に 「姻」は見えず,「淵」は3例博3見える掲4。
注

127錢 大折 『十駕齋養新録』巻二 ・微 「『師氏掌以微詔王』,微 古美字。此字不見説文,非 漏落也。古文微興尾

通。尭典 『撃尾』,史 記作 『字微』。論語 『微生蔽』,漢 書作 『尾生晦』,微 炊微,営 興梶通。詩 『誰併予美』,

韓詩美作梶,説 文女部有梶字,則 該乎微臭。」

128『 説文』十二篇下女部 「嬢,色 好也。炊女美贅。」段注 「按凡美悪字可作此,周 程作敷,蓋 其古文。」なお,

「美」は 『説文』四篇上羊部に見え,「甘也」。

129地 官 ・大司徒 「以本俗六,安 萬民。一日微宮室,二 日族墳墓,三 日聯兄弟,四 日聯師儒,五 日聯朋友,六

日同衣服。」注 「美,善 也。」孫論譲疏 「云 『美,善 也』者,士 喪程注同。経作微,注 作美者,亦 経用古字,

注用今字之例也。廣韻五旨云,『美微同』。銭大瞬云,… …,案 錢説是也。説文女部云,『梶,順 也。』順善義

亦相近。」

地官 ・師氏 「師氏掌以微詔王。」 (注 「告王以善道也。」)孫 論譲疏 「微,古 美字,詳 大司徒疏。」

地官 ・部師 「以時敷其衆庶,而 察其微悪而誅賞。」孫語譲疏 「微,古 美字,詳 大司徒疏。」

地官 ・旅師 「凡新畦之治皆聴之,使 無征役,以 地之微悪為之等。」 注 「以地美悪為之等,七 人以上授以上

地,六 口授以中地,五 口以下授以下地,興 薔民同。」孫論譲疏 「微,古 美字,詳 大司徒疏。」

地官 ・土均 「以和邦國、都部之政令、刑禁興其施舎、證俗喪紀祭祀。皆以地微悪為軽重之灌而行之,掌 其

禁令。」 (注 「君子行祀,不 求憂俗,随 其土地厚薄,為 之制豊省之節耳。」)孫 論譲疏 「微,古 美字,詳 大司

徒疏。」

春官 ・天府 「季冬陳玉,以 貞末歳之微悪。」注 「問歳之美悪謂問於亀。」孫論譲疏 「微美古今字,凡 経作微

者,注 並作美,詳 大司徒疏。」

秋官 ・職金 「耕其物之微悪興其数量,褐 而璽之。」孫詰譲疏 「微,古 美字,詳 大司徒疏。」

秋官 ・行夫 「行夫掌邦國博逓之小事,微 悪而無證者。」注 「美,福 慶也。悪,喪 荒也。」孫論譲疏 「微,古

美字,詳 大司徒疏。」

130冬 官 ・軒人 「軸有三理。 一 者以為微也。三者以為久也。三者以為利也。」 (注 「無節目也。」)孫 論譲疏

「微美古今字,大 司徒 『微宮室』,注 云 『美,善 也』。」

131 冬官考工記 「天有時,地 有氣,材 有美,工 有巧。合此四者,然 後可以為良。材美工巧,然 而不良,則 不

時,不 得地氣也。……燕之角、荊之幹、始胡之笥、呉暮之金錫,此 材之美者也。」孫論譲疏 「『材有美』者,

前経五篇,凡 美字並用古字作微,軒 人経同。惟此及弓人作美,興 字例不合,疑 誤。」

冬官 ・弓人 「材美、工巧為之時,謂 之参均。」

132『 説文』十二篇下女部 「姻,壻 家也。女之所因,故 日姻。炊女炊因,因 亦贅。淵,籍 文姻炊用。」

133地 官 ・大司徒 「以郷三物教萬民而賓興之。……二日六行,孝 、友、睦、淵、任、仙。……以郷八刑糾萬民。

一日不孝之刑。二日不睦之刑。三日不淵之刑。……」注 「姻,親 於外親。」孫論譲疏 「説文女部云,… …,

此経作淵,注 作姻,蓋 亦経用古字,注 用今字之例。」

地官 ・族師 「月吉,則 属民而讀邦法,書 其孝弟、睦淵、有學者。」

134他 の十二経に 「淵」は見えず,『爾雅』繹親に 「壻之父為姻」 「婦之父母、壻之父母相謂為婚姻」 「壻之薫

為姻兄弟」「婚姻」などすべて 「姻」に作るほか,「姻」は 『毛詩』周南 ・桃夭、廓風 0啜煉、鄭風 ・車、唐

風 ・綱膠、陳風 ・東門之楊、小雅 。我行其野、節南山、正月、角弓、『儀祀』士喪祀、『祀記』大博、楽記、

経解、哀公間、『左博』隠公博元年、信公博五年、二十二年、二十五年、文公博二年、成公博十三年、襄公

博二十二年、二十五年、二十六年、二十九年、昭公博五年、九年、二十五年、定公博十三年、哀公博三年、

十五年、『穀梁博』荘公元年に見える。
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に 「淵」は見えず,す べて 「姻」に作る
晰
。例外のない 「経用古字,注 用今字」の例である。

(25)匿0柩

『説文』に擦れば,「匿」は 「柩」の籍文である鵬。『周祀』経文には 「匿」は6例晰
見えるが

「柩」は見えず,逆 に注には 「柩」のみで 「匿」は見えない博8。これも例外のない 「経用古字,

注用今字」の例である。

(26)難・穀

『説文』に擦れば,「難」は 「穀」の籍文であるR9。『周程』経文には 「類」は見えず,「難」

が2例MOありMl,注は概ね 「穀」に作るM2が
,院 元本では郷師の注1例のみ 「難」に作る。院元

135経 文に 「淵」が見えない箇所の注も以下の通り,す べて 「姻」に作る。

天官 ・大宰 「以八則治都部,… …六日程俗,以 駅其民。……」注 「祀俗,昏 姻喪紀,薔 所行也。」

地官 ・大司徒 「因此五物者民之常,而 施十有二教焉。……,三 日,以 陰程教親則民不怨。……」注 「陰祀謂

男女之趙,昏 姻以時,則 男不噴女不怨。」

地官 ・大司徒 「以本俗六安萬民。……三日聯兄弟。……」注 「兄弟,昏 姻嫁姿也。」

地官 。遂人 「凡治野以下剤致唯,以 田里安唯,以 柴昏擾畦,以 土宜教畦稼稽,以 興勅利畦,以 時器動唯,以
彊予任畦,以 土均平政。」注 「架昏,動 其昏姻,如 媒氏會男女也。」

春官 ・大宗伯 「以飲食之祀親宗族兄弟。」注 「大博日,… …百世而昏姻不通者周道然也。」

春官 ・大宗伯 「以賀慶之祀親異姓之國。」注 「異姓,王 昏姻甥舅。」

司儀 「詔王儀。南郷見諸侯,土 揖庶姓,時 揖異姓,天 揖同姓。」注 「庶姓,無 親者也。・……異姓,昏 姻也。・…・・」
136『 説文』十二篇下E部 「柩,棺 也。炊E炊 木久啓。(段注本は 「医,棺 也。炊E久 馨。柩,医 或炊木。匿,
籍文炊奮。」)匿 ,籍 文柩。」

137地 官 ・郷師 「及葬,執 轟以興匠師御匿而治役。」注 「雑記日,升 正柩,諸 侯執緯五百人,四 緯皆街枚。司
馬執鐸,左 八人,右 八人。匠人執訓以御柩。……鄭司農云,… …以指摩軌柩之役,正 其行列進退。」孫論譲
疏 「云 『以興匠師御匿而治役』者,説 文E部 云,… …,案 経作匿,注 並作柩,亦 経用古字,注 用今字之例。」
春官 ・大師 「大喪,帥 暫而蕨。作匿;誼 。」孫語譲疏 「匿,籍 文柩,詳 郷師疏。」

春官 ・喪祝 「及朝,御 匿,乃 貧。」注 「鄭司農云,朝 謂特葬朝於祖考之廟而後行,則 喪祝篤御柩也。」孫語譲
疏 「云 『則喪祝篤御柩也』者,組 作匿,注 作柩,亦 経用古字,注 用今字之例,詳 郷師疏。」

春官 0喪祝 「及葬,御 匿,出 宮乃代。」

春官 ・巾車 「小喪,共 匿路興其飾。」注 「柩路,載 柩車也。」院元校勘記 「柩路載柩車也,余 本、岳本、嘉靖
本同。間、監、毛本依経改匿路,非 。疏中標起詑及引注準此。○按此亦経作古字,注 作今字之一證。」孫語
譲疏 「注云 『柩路,載 柩車也』者,経 作匿,注 作柩,院 元云,此 亦経作古字,注 作今字之例,是 也。詳郷師
疏。」

夏官 ・方相氏 「大喪,先 匿。」

138巾 車注が 「直」に作るテキス トもあるというが,院 元は非とする。中車校勘記参照。
139『 説文』十二篇下菫部 「靭,土 難治也,従 菫艮声,難 ,籍 文靭炊喜。」段注 「必有喜悦之心,而 後不畏其
靭,而 後無不治也。故炊喜,此 字見周程。」

140地 官 ・郷師 「以歳時巡國及野,而 胴萬民之難阪,以 王命施恵。」注 「難随,飢 乏也。」繹文 「之難,古 靭字,
本亦作期。」院元校勘記 「而鯛萬民之難阪,繹 文,… …,案 経営作難,注 営作靭。」孫論譲疏 「繹文云,0… ・・,
院元云,… …,案 院説是也。」

地官 ・遺人 「掌邦之委積,以 待施恵,郷 里之委積,以 仙民之難阪,門 閥之委積,以 養老孤,郊 里之委積,以
待賓客,野 部之委積,以 待覇旅,縣 都之委積,以 待凶荒。」注 「穀阪猶困乏也。……故書類阪作控阪,… …

杜子春云,控 阪営篤期阪,… …。」繹文 「作撞,音 靭,又 音謹。」院元校勘記 「靭阪猶困乏也,宋 本、岳本、
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は繹文に 「期」に作るテキス トがあるとすることか ら,「経営作難,注 営作穀」 とする。孫論

譲は院説を是とし,遺 人の疏でも,注 が 「難」に作るテキス トを 「俗本」 と呼び非とする。

(27)駅・御

『説文』では,「駅」は 「御」の古文である
M3。しかし,『周譴』経文では,「駅」が40例、

「御」が21例あるが,一 部を除いて三字の使い分けははつきりしている。孫語譲も大司徒の疏

でいうように,大 雑把にいえば,「駅」は 「駅車」の 「駅」、 「御」は 「侍御」の 「御」に用い

られるのである。賞際,「駅」40例は車馬を御する意味やその引申義に用いられてお り
M4,「

女

嘉靖本同,間 、監、毛本靭作難,下 同。按此亦段玉裁経用古字,注 用今字之證 。」 「故書類阪作控阪,繹 文

作控,音 報,又 音謹。宋本、間、監、毛本作控,岳 本、嘉靖本作種,宋 本載音義作僅,皆 非。」

孫論譲疏 「云 『期阪猶困乏也』者,… …,経 作難注作靭者,院 元云,『亦経用古字,注 用今字之證』,… …云

『故書難阪作控阪,… …杜子春云,控 阪営篤難阪,… …』者,段 玉裁云,… … ,論 譲案,子 春易経字篤難,

而注働作靭者,亦 用今字也。俗本注亦作難,非 。」

141他 の十二経には 「難」は見えず,『爾雅』繹詰下に 「阻、穀,難 也」と 「靭」に作るほか,『周易』『尚書』

『毛詩』『儀祀』『左博』も 「靭」に作る。

142遺 人の注のほか,経 文に 「難」が見えない箇所も注は 「報」に作る。地官 ・旅師 「而用之以質齊J致民,平

頒其興積,施 其恵散其利,而 均其政令。」注 「若用之謂位民之穀随。」、地官 ・司稼 「掌均萬民之食而鯛其急

而平其興。」注 「均謂度其多少。調稟其靭阪興所徴賦。」

143『 説文』二篇下イ部 「御,使 馬也。炊イ炊卸,駅 ,古 文御,炊 又馬。」

144天 官 ・大宰 「以八則治都部,一 日祭祀,以 取其神。二日濠則,以 駅其官。三日康置,以 駅其吏。四日隷位,

以駅其士。五日賦貢,以 駅其用。六日程俗,以 駅其民。七日刑賞,以 駅其威。八日田役,以 駅其衆。以八柄

詔王駅革臣,一 日爵,以 駅其貴。二日隷,以 取其富。三日予,以 取其幸。四日置,以 取其行。五日生,以 取

其福。六日奪,以 駅其貧。七日磨,以 取其罪。八日誅,以 駅其過。以八統詔王駅萬民,… …。」注 「凡言駅

者,所 以殴之内之於善。」孫論譲疏 「云 『凡言取者,所 以殴之内之於善』者,… …,案 ,説 文イ部云,… …,

大戴祀記盛徳篇云,『徳法者,御 民之街勒也。吏者,轡 也。刑者,策 也。天子,御 者。内史、太史,左 右手

也。』晏子春秋諫下篇云 『程者所以御民也,轡 者所以御馬也。』蓋使馬之策殴之使行,引 申之,凡 有所殴使皆

日御。経例,凡 言取者,並 有予奪動懲之誼。……」

地官 ・保氏 「而養國子以道,乃 教之六藝:……。四日五取,… …」注 「五駅,鳴 和鸞、逐水曲、過君表、舞交

衛、逐禽左。」繹文 「五取,音 御。」

夏官 「大駅,中 大夫二人」注 「駅之最尊。」繹文 「大駅,音 御。」

夏官 「取夫,中 士二十人,下 士四十人。」

夏官 ・大僕 「王出入,則 自左取而前駆。」注 「前駆,如 今道引也。道而居左自取不参乗,辟 王也。亦有車右

焉。」

夏官 ・大取 「掌取王路以祀。及犯戟,王 自左駅,取 下祝。登,受 轡犯戟遂駆之。」注 「王由左駅,禁 制馬使

不行也。」

夏官 ・大駅 「凡駅路,行 以卑夏,趨 以来齊。」注 「凡駅路謂五路也。」

夏官 ・大取 「凡取路儀,以 鸞和為節。」

夏官 ・戎僕 「掌駅戎軍。」

夏官 ・齊僕 「掌取金路以賓。」

夏官 ・道僕 「掌駅象路。」

夏官 ・田僕 「掌駅田路,以 田以部。」

夏官 ・駅夫 「掌駅式車、従車、使車。」

夏官 0校人 「凡頒良馬而養乗之。乗馬一師四国。三乗為阜。阜一趣馬。三皐為繋。繋一取夫。六繋為厩。厩
一僕夫。六厩成校。校有左右。驚馬三良馬之敷。麗馬一日。八麗一師。八師‐趣馬。八趣馬一駅夫。」注

「玄謂……師、趣馬、取夫、僕夫,帥 之名也。……駅夫,中 士。……驚馬自目至駅夫,凡 馬千二十四匹。……
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御」 (5例)晰、 「御僕」 (3例)И
6「

御史」 (2例)M7「九御」 (2例)M8「御叙」 (2例)M9「御庶子」 (1例)

など 「御」 17例は 「侍御」の 「御」である。 また,3例 見える 「御匿」および柩を御するの

「御」
馬0は 「侍御」の 「御」ではないが,喪 祝の疏

馬1に
よると,柩 を御正することも含み,車 を

取する 「駅」 とは異なるという。残 り2例,大 司徒の 「五御」
馬2は

保氏では 「五駅」に作 り53,

冬官軒人の 「終歳御」
54も

車の事をいうもので,い ずれも 「取車」の 「駅」である。孫語譲は

「五御」はテキストの誤りとし,「終歳御」は 「紅記字例之異」とする。

(28)設・繋

孫論譲は略例において 「設」「繋」を古今字の例に奉げるが,今 本 『周祀』では冬官にのみ

見える 「設」2例馬5は 「繋」でなく 「撃」の意である鵬
。前五篇に 「設」はなく,「繋」が14

師十二匹,趣 馬七十二匹,則 駅夫四百三十二匹実。……」

夏官 ・校人 「冬祭馬歩,献 馬講取夫。」注 「取夫,取 式車、従車、使車者。講猶簡習。」

夏官 ・校人 「等取夫之隷」注 「駅夫,於 趣馬僕夫為中。奉中見上下。」

夏官 ・趣馬 「耕四時之居治,以 聴駅夫。」

秋官 ・條狼氏 「凡誓,執 鞭以趨於前且命之。誓僕右日殺。誓取日車輯。誓大夫日敢不開,鞭 五百。誓師日三

百。誓邦之大史日殺。誓小史日墨。」注 「出軍之誓,誓 左右及取,則 書之甘誓備実。」
145天 官序官 「女御,女 祝四人,霙 八人,… …内司服,奄 一人,女 御二人,霙 八人。……縫人奄二人,女 御八

人,女 工八十人。」、女御 「掌御叙干王之燕寝。」、縫人 「掌王宮之縫線之事,以 役女御,以 縫王及后之衣服。」
146夏 官序官 「大僕。……祭僕。…御僕。下士十有二人,府 二人,史 四人,膏 二人,徒 二十人。」注 「僕,侍

御於尊者之名。大僕其長也。」夏官 ・御僕 「御僕掌革吏之逆及庶民之復興其弔勢。」夏官 ・大僕 「以待達窮者

興遠令。聞鼓馨則速逆御僕興御庶子。」

147春 官 「御史。中士八人,下 士十有六人,其 史百有二十人,府 四人,膏 四人,徒 四十人。」注 「御猶侍也,

進也。」春官 ・御史 「御史掌邦國都部及萬民之治令,以 賛家宰。」

148天 官 ・内宰 「以婦職之濠教九御,使 各有属以作二事。」注 「九御,女 御也。九九而御干王,因 以琥焉。使

之九九篤属,同 時御,又 同事也。」天官 ・九墳 「掌婦學之灌,以 教九御婦徳、婦言、婦容、婦功,… …」
149天 官 ・女御 「掌御叙干王之燕寝。」天官 ・九裟 「各帥其属而以時御叙干王所。」

150地 官 ・郷師 「及葬,執 議以興匠師御匿而治役。」注 「匠人執詔以御柩。」

春官 ・喪祝 「及朝,御 匿,乃 箕。」注略 (匿項参照)

春官 ・喪祝 「及祖,飾 棺,乃 載,遂 御。」注 「鄭司農云,… …,祖 時,喪 祝主飾棺乃載,遂 御之,喪 祝篤柩

車御也。……玄謂,… …其序載而後飾,既 飾営還車,郷 外喪祝御之。御之者,執 詔居前,卸 行篤節度。」

孫論譲疏 「云 『遂御之,喪 祝篤柩車御也』者,既 夕證云 『商祝御柩』。商祝、喪祝也。前朝廟遷柩,用 楯不

用車,此 既載則柩在車,故 云篤柩車御。御亦謂御正柩,興 凡取車異。」

春官 ・喪祝 「及葬,御 匿,出 宮乃代。」注略 (匿項参照)

151前 注参照。

152地 官 ・大司徒 「以郷三物教萬民而賓興之。一日六徳,知 、仁、聖、義、忠、和。三日六行,孝 、友、睦、

淵、任、仙。三日六藝,祀 、柴、射、御、書、数。」注 「御,五 御之節。」

孫論譲疏 「云 『三日六藝,程 、来、射、御、書、数』者,興 保氏同。御,革 書治要引作取,興 保氏 『五興取』

字同,是 也。此経例,凡 駅車字作取,侍 御字作御,二 字較然不同,石 経及宋以来刻本並誤。」

153注 144参照。

154冬 官 0軒人 「終歳御,衣 社不散。」孫語譲疏 「前経例駅車字作取,此 作御,疑 亦経記字例之異。」

155冬 官 ・庫人 「設兵同強,畢 園欲細。」注 「改句言設容受無刃。同強,上 下同也」

孫語譲疏 「設撃義同,亦 古今字。前経五篇,如 方相氏……,宮 正……,大 師、小師等……,字 並作撃。而設

見司門、占人、校人繹文,則 並以篤繋字,亦 経記字例之異。但此記梓人 『撃其所縣』,字 雨見,亦 作撃,未
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孫語譲の 「古今字」

例
馬7、「撃」が12例馬8ぁ

り,「繋」はかけるの意、 「撃」は (打楽器を)う つ意である。 「撃」は

考工記梓人にも1例59見
える。『周程』では,か けるの意では 「繋」を, うつの意では前五篇は

「撃」を用い,考 工記は 「設」 「撃」を併用していることになる。孫論譲は,司 門、占人、校人

の繹文が院元本の 「撃」を 「設」に作ることや 『漢書』景帝紀顔師古注の 「設,古 繋字」など

か ら,「設」 「繋」を古今字 と判断するのである。考工記に開しては,「経記字例之異」で説明

しようとするが,「撃」が1例あることにより 「未だその義例を審かにせず」 と判断を保留して

いる。

(29)敏・叩

「敏」
‖0は

,十 三経では 『周程』司開に1例“1見えるのみである。「叩」は 『説文』には見え

審其義例也。」

冬官 ・弓人 「和弓設摩。」注 「和猶調也。設,沸 也。特用弓必先調之沸之摩之。」

孫語譲疏 「設撃字通,詳 庫人疏。」

156『 説文』の各字の説解は以下の通り。

三篇下受部 「設,相 撃中也。如車相撃。故炊受喜。」、十三篇上糸部 「繋,繋 続也。一日悪架。炊糸設馨。」、

十二編上手部 「撃,支 也。炊手段贅。」。

なお,孫 論譲が大宰疏で 「繋」の正字とする 「系」は,十 二篇下系部に 「系,繋 也。炊糸 ノ贅。」,司 門疏で

「繋」の正字とする 「係」は八篇上人部に 「係,繁 束也。炊人系聾。」

157天 官 ・大宰 「以九雨繋邦國之民。」注 「繋,聯 綴也。」この注について孫論譲は,廣 雅繹詰の 「聯、綴、系,

連也」,説 文糸部の 「繋」「系」の説解を引き,「凡連綴字,営 作系,経 通限繋篤之」とする。

地官 ・牧人 「凡祭祀共其犠牲,以 授充人繋之。凡牲不繋者共奉之。」

孫論譲疏 「『以授充人繋之』者,繋 ,疑 営作設,下 同,詳 司門疏。」

地官 ・充人 「掌繋祭祀之牲栓。祀五帝,則 繋千牢劉之二月。享先王亦如之。凡散祭祀之牲,繋 干國門使養之。」

孫論譲疏 「『掌繋祭祀之牲栓』者,繋 ,疑 営作設,下 同,詳 司門疏。」

地官 ・司門 「祭祀之牛牲繋焉,監 門養之。」繹文 「設,音 計,本 又作繋。」院元 「唐石経諸本同,繹 文繋作設,

云本又作繋,案 古繋字多作設,易 繋辞,本 作設。」孫論譲疏は 『説文』「設」「繋」「係」の説解を引き 「凡繋

縛字,正 字営作係,設 繋並贅近似借字。此職及占人、校人繋字,繹 文並作設,疑 組系束字本作設,興 大宰

『繋聯』書朦、小史 『世繋』字篤系之椴字異,注 則皆作繋字。漢書景帝紀 『農桑設畜』,顔 注云 『設謂食養之。

設,古 繋字。』蓋漢以後繋字通行,設 繋又篤古今字。此経作設,注 作繋,亦 経用古字注用今字之例也。慮人、

弓人又以設篤撃,考 工記字例興経不同也。」

春官 ・肇師 「大祭祀,展 犠牲繋千牢,頒 干職人。」

春官 ・書壕 「諷誦詩世霙繋,鼓 琴蘇。」

春官 ・占人 「凡 卜寒,既 事則繋幣以比其命。」繹文 「則設,音 係。」

春官 ・小史 「掌邦國之志,箕 繋世,耕 昭穆。」

夏官 ・校人 「凡頒良馬而養乗之。乗馬一師四目。三乗為阜。早一趣馬。三阜為繋。繋一駅夫。六繋為厩。厩
一僕夫。……」繹文 「為設,音 計,本 又作繋。」

158天 官 ・宮正 「夕撃析而比之。」

春官 ・大師 「大祭祀,帥 替登歌,令 奏撃捕。」

春官 ・小師 「大祭祀,登 歌撃村,下 管撃應鼓。」

春官 ・書朦 「撃頌碧笙碧。」

春官 ・碧師 「碧師掌教撃碧,撃 編鍾」

春官 ・衛章 「中春,書 撃土鼓。……,撃 土鼓,… …撃土鼓。」

夏官 ・方相氏 「以犬撃四隅。」

159冬 官 0梓人 「撃其所縣而由其虞鳴。……故撃其所縣而由其虔鳴。」

160『 説文』三篇下支部 「敏,撃 也。」

161地 官 ・司開 「凡四方之賓客,敏 開則為之告。」注 「敏開猶謁開人也。」疏 「案小行人云,凡 諸侯入,王 則逆

勢於畿,聘 程使者至謁開人,此 経亦惚云賓客牧開則為之告。是以鄭云謂朝聘者也。云叩開猶謁開人者,猶 聘
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ないが,『周祀』注には数見する
“2。

孫語譲は,テ キス トに異同があることや典同注
“3な

どが

「叩」に作ることを根檬に,漢 には既に 「叩」字があつたとし,注 は今字の 「叩」を用いるべ

きだと考え,院 元本では 「敏」に作る司開の注を 「叩」に改める“4。

(30)彊・強

「彊」 「強」 「勢」は同音で,『説文』の説解はそれぞれ 「弓有力」 「斬」 「迫」である
晰
。つ

まり,「彊」はつよいという意味の本字,「強」は虫名,「勢」はしいるという意味の本字であ

る。『周祀』経文には 「彊」は2例、 「強」は10例見えるが,前 五篇と考工記で用字法が異なる。

考工記には,「彊」は見えず,す べて 「強」に作る“6。
前五篇の 「彊」2例“7はぃずれも 「有力」

祀開人也。」繹文 「敏,音 叩,苦 狗反。」校勘記 「敏開猶謁開人也,宋 本嘉靖本敏作叩,案 買疏引注作叩開,

是注本用叩字,此 働依経改敏,非 。○按叩乃俗字,古 祇作敏,不 営云経敏注叩也。」繹文 「敏,音 叩,苦 狗

反。」

162例 えば,大 司柴 「凡柴事,大 祭祀宿縣,遂 以馨展之」注 「叩聴其馨,具 陳次之,以 知完不。」、典同 「凡

贅,1・・…,薄 贅頭,厚 贅石。」注 「鍾微薄則贅悼,鍾 大厚則如石,叩 之無贅。」、大祝 「耕九拝,一 日稽首,
二日頓首,… …」注 「頓首,拝 頭叩地也」。そのほか,テ キス トに異同はあるが,田 僕注に 「使人叩而奉之」,
また肇師注の 『公羊博』信十九年博の引用中に 「蓋叩其鼻以餌社也」など。「叩」は 『祀記』學記、聘義、
『公羊博』『穀梁博』信公博十九年、『論語』子牢、憲間、『孟子』離婁下、養心上などの経典にも見える。

163前 注参照。

164孫 語譲疏 「『叩開猶謁開人也』者,叩 ,敏 之俗。宋岳本、董本及注疏本並作敏。今徒宋要州本、建本、互

注本、嘉靖本,興 買疏同。典同注亦作叩。疑漢時己有此字,注 例用今字,不 必興経同也。」
165『 説文』十二篇下弓部 「彊,弓 有力也。炊弓目贅。」段注 「引申篤凡有力之構。又限篤勢迫之勢。」、十三

篇上虫部 「強,妍 也。炊虫弘馨。」段注 「限借篤彊弱之彊。」、十三篇下力部 「勢,迫 也。炊力強贅。雰,古
文炊彊。」段注 「勢典彊義別,彊 者有力,勢 者以力相迫也。凡云勉勢者,営 用此字。今則用強彊而勢勢磨実。」
なお,院 元本十三組では 『祀記』『左博』 (注169参照)な どのように 「彊」を 「彊」に作るテキス トがある
が,「彊」は 「界也」と繹される 「目」 (『説文』十二篇下昌部)の 或憎である。

166梓 人の例を除き,す べて 「有力」の意。輪人 「凡輻。量其盤深以為輻廣。……撃深而輻小。貝U是固有餘
而強不足也。……」、矢人 「前弱則挽。後弱則翔。中弱則紆。中強則揚。羽豊則遅。羽殺則越。」、梓人 「祭
侯之祀,以 酒肺臨。其辞日,惟 若寧侯,母 或若女不寧侯不属干王所,故 抗而射女,強 飲強食,論 女曾孫諸侯
百福。」、慮人 「設兵同強,奉 園欲細,細 則校。刺兵同強,畢 園欲重,重 欲博人,博 人則密,是 故侵之。」注
「同強,上 下同也。」、弓人 「夫目也者必強。強者在内而摩其筋。夫筋之所由嗜,恒 由此作。」「弓有六材焉。
維幹強之,張 如流水。」

167地 官 ・遂人 「凡治野以下齊J致畦,以 田里安唯,以 来昏擾唯,以 土宜教唯稼稽,以 興勅利唯,以 時器動畦,
以彊予任唯,以 土均平政。」注 「彊予謂民有餘力,復 予之田,若 餘夫然。」孫語譲疏 「詩周頌載費篇 『侯彊
侯以』,毛 博云,『彊,彊 力也。以,用 也。』鄭箋云 『強,有 餘力者』,引 周程日 『以彊予任畦』,以 謂聞民今
時傭賃也春秋之義能東西之……又案,詩 箋宋本彊作強,疑 此注例用今字,亦 営作強,詳 草人疏。」
地官 ・草人 「凡糞種,辟 剛用牛,赤 縄用羊,墳 壌用藁,渇 澤用鹿,峨 潟用狙,勃 壌用狐,埴 壇用蓉,彊 栗用
責,… …。」注 「強栗,強 堅者。」校勘記 「彊栗用責,唐 石経、宋本、余本、嘉靖本同,間 監毛本彊作彊,注
及疏同。案繹文、革経音辮皆誤作彊,従 土。宋本載音義作彊,不 誤。」「強栗強堅者,宋 本同,嘉 靖本作彊栗
強堅者。」孫誇譲疏 「云 『彊栗用責』者,彊 栗,繹 文作彊栗,… …俗注疏本彊又作彊,革 経音耕同。厳可均
云,『繹文…,韓 篤之誤,彊 不得音 「其雨」也。月令 「可以美土彊」,鄭 彼注引作 「強栗」。強興彊同,蓋 讀
如掘強之強,故 此注篤彊堅者臭。』案厳説亦是也。……云 『彊栗,強 堅者』者,宋 本及注疏本彊作強,宋 要
州本強又作彊,未 知執是。惟嘉靖本述経作彊,繹 義作強,今 姑徒之。……又案,此 以強堅繹彊栗,経 注字異。
月令注強栗字同。孜説文弓部,… …,今 字並作強。通校全経六篇,遂 人 『彊予』字,経 注並作彊。司諫 『強
之道藝』,車 人 『強不足』,弓 人 『目也者必強,強 者在内』,『維幹強之』,経 注並作強。梓人 『強飲強食』経
同。掌次、禁暴氏、輿人注亦並作強。諸文錯出,必 有論舛。以意求之,疑 此及司諫、遂人皆営組作彊,注 作
強,即 経用古字,注 用今字之例。惟考工記字例,興 五官不甚同,或 自作強,則 未可定耳。」
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の意で,「強」 1例昴8は
注 に 「猶動也」 というよ うに, しいるという意味である。例は少ないも

のの,前 五篇の経文では,つ よいの意では本字 「彊」 を, しいるの意では偶借字 「強」 を用 い

るということになるが,注 の用字は一定せず,遂 人は経と同じく 「彊」に作り“9,草 人注は

「強」に作る。孫論譲は,今 のテキストには混貧しがあるが,前 五篇の経文では意味に開らず

「彊」に作り,注 は 「強」に作るべきで,「経用古字,注 用今字」の例であるとし,考 工記につ

いては,前 五篇とは 「字例」が異なると考え,そ の原則は適用しない。

(31)寒・笠

「然」の本義はくらう、かむなどの意でHO,「笠」の本義は 「易卦用者」
Hl,つまり笠竹の笠

である。『周祀』経文には 「笠」は見えず,「寒」は12例見えるr2。12例のうち,考 工記の梓人

の例のみ本義で用いられ,H例 は春官の占卜の官の名や職掌を述べる箇所に見え,す べて 「笠」

の似借である昭。孫論譲の指摘するように,か む、かじるの意では経は 「寒」に,注 は 「唯」

168地 官 ・司諫 「司諫掌糾萬民之徳而動之。朋友正其行而強之。道藝巡間而観察之。以時書其徳行道藝。耕其

能而可任於國事者。」注 「強猶動也。」

169宮 正注の 『祀記』文王世子引用、大司徒注 『左博』成公二年博引用も 「彊」に作る。ただし,今 本 『祀記』

『左博』は 「彊」に作る。

170『 説文』二篇上回部 「嘘 (段注は 「寒」に作る),唱 也,味 也。炊口笠贅。」段注 「周祀梓人撰憫援筵,正

作寒,… …,又 周祀 卜笠字皆作寒,此 則偶借也。」

171『 説文』五篇上竹部 「笠,易 卦用者也。炊竹炊昇,弄 ,古 文巫字。」

172他 の十三経に 「寒」は見えず,「笠」は 『周易』、『尚書』、『毛詩』、『儀祀』、『程記』、『左博』、『爾雅』な

どに見える。

173春 官序官 「寒人。中士二人,府
一人,史 二人,徒 四人。」注 「問者日笠。其占易。」

孫論譲疏 「案,笠 即算之隷省。寒篤梓人 『擢憫援寒』字,蓋 嘘之別證,此 限篤著笠字。経作寒,注 並作笠,

亦経用古字,注 用今字之例也。」

春官 ・占人 「掌占亀。以八寒占八頌,以 八卦占寒之八故,以 眠吉凶。」注 「占人亦占笠。言掌占筆者,笠 短,

亀長,主 於長者。以八寒占八頌謂1等卜八事,先 以笠笠之。言頌者同於亀占也。以八卦占笠之八故謂八事不 ト

而徒笠之也。其非八事,則 用九笠。占人亦占焉。」孫論譲疏 「注云 『占人亦占笠,… …,笠 短,… …』者,

此亦注用今字作笠也。」

春官 ・占人 「凡 卜寒,君 占翌,大 夫占色,史 占墨, 卜人占析。……凡 卜寒,既 事,則 繋幣以比其命。歳終,

則計其占之中否。」注 「玄謂,既 卜笠,史 必書其命筆之事及兆於策,繋 其程神之幣而合蔵焉。」

春官 ・寒人 「掌三易,以 耕九寒之名。一日連山,二 日掃蔵,三 日周易。九寒之名,一 日巫更,二 日巫成,三

日巫式,四 日巫目,五 日巫易,六 日巫比,七 日巫祠,八 日巫参,九 日巫環,以 耕吉凶。」注 「此九巫讀皆営

篤笠:字 之誤也。更謂笠遷都邑也。成猶余也,謂 笠衆心歓不也。式謂笠制作法式也。目謂事衆笠其要所営也。

易謂民衆不説笠所改易也。此謂笠興民和比也。祠謂笠牲興日也。参謂笠御興右也。環謂笠可致師不也。」賣

疏 「此笠人掌笠,不 主巫事,故 徒笠也。」

段玉裁 『周祀漢讀考』巻六 「笠之古文作算,巫 之古文作弄,蓋 故書脱竹頭,今 書又改篤小蒙之巫実。」孫論

譲疏 「注云 『此九巫讀皆営篤笙,字 之誤也』者,此 亦注用今字作笠也。下同。賣疏云,… …,段 玉裁云,… …,

案段説是也。鄭意巫皆寒之壊字。」

春官 ・寒人 「凡國之大事,先 寒而後 卜。」注 「営用 卜者先笠之。即事漸也。於笠之凶則止不 卜。」

春官 ・寒人 「上春相寒。凡國事共寒。」

冬官 ・梓人 「凡撰憫援寒之類,必 深其爪,出 其目,作 其鱗之而。」疏 「撰憫者,捜 著則殺之,援 攪則嘔之。」

孫論譲疏 「語譲案,… …,廣 雅繹詰云,『・・・,寒 ,響 也。』寒嘘字同。春官以篤 卜笠字,彼 篤限借,此 用本義

也。山師注作嘘。寒囁古今字,詳 春官序官疏。」
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に作 り, 占笠の意では,経 は椴借字の 「寒」,注 は本字の 「笠」 に作る。 どちらも例外なく

「経用古字,注 用今字」である。

(32)颯・風

『玉篇』、『九経字様』は 「甑」を 「風」の古文とするが,『周祀』大宗伯 「甑師」
W4し

か用

例のない字である。大宗伯注では 「風師」に作 り,『周祀』経文でも,か ぜ崎
、詩の六義の一昭

は 「風」に作る。孫論譲は 『九経字様』が 「甑」を 「風」の古文とすること,『周程』全編に

わたって風雨の風はみな 「風」に作 り,「甑師」のみ 「甑」に作ることを指摘 し,「甑」につい

ては,構 成要素 「種」は六書にも合わず (啓符でも義符でもなく),「未だ詳らかならぎる所」

だとするH7。

(33)果・課

「果」は 「木賞」の本字
鵬で,「課」は 「灌祭」の本字

r9で
ぁる。『周程』経文には 「果」が10

例,「課」が22例見え,「課」はすべて本義で用いられている掟0が
,「果」が本義で用いられる

174春 官 ・大宗伯 「以祀祀祀臭天上帝,以 賞柴祀日月星辰,以 栖燎祀司中司命観師雨師。」注 「鄭司農云……,
風師箕也。雨師畢也。」

175地 官 ・大司徒 「以土圭之濠,測 土深,正 日景以求地中。日南則景短多暑。日北則景長多寒。日東則景夕多
風。日西則景朝多陰。日至之景尺有五寸,謂 之地中。天地之所合也。四時之所交也。風雨之所會也。陰陽之
所和也。」

春官 ・小祝 「小祝,掌 小祭祀特事,侯 、穣、躊、祠之祝琥,以 祈福祥,順 豊年,逆 時雨,寧 風早,爾 裁兵,
遠皐疾。」

春官 ・保章氏 「以十有二風,察 天地之和,命 乖別之妖祥。」

冬官 ・矢人 「則雖有疾風,亦 弗之能憚実。」

176春 官 ・大師 「教六詩,日 風,日 賦,日 比,日 興,日 雅,日 頌。」
177大 宗伯の疏。原文は 「颯師者,九 経字様虫部云,甑 ,古 文風,全 経六篇,風 雨字皆作風,惟 風師字作甑。

説文無此字,炊 種,興 六書例亦不合,所 未詳也。」

178『 説文』六篇上木部 「果,木 責也,炊 木象果形在木之上。」段注 「引伸慨借篤誠賓勇敢之信。」
179『 説文』一篇上示部 「課,灌 祭也。炊示果馨。」

180天 官 ・小宰 「凡祭祀賛王幣爵之事、課将之事。」注 「又徒大宰助王也。膊,送 也。課送,送 課。謂賛王酌

鬱圏以献層謂之課,課 之言灌也。明不為飲主以祭祀。唯人道宗廟有課,天 地大神至尊,不 課莫構焉。」孫語
譲疏 「此経祭祀、賓客之課,通 作課,亦 或借作果。」

同上 「凡賓客賛課、凡受爵之事、凡受幣之事。」注 「唯課助宗伯,其 餘皆助大宰。……大宗伯職日,大 賓客
則掃而載課。」校勘記 「大賓客則掃而載課,浦 鐘云経作果,注 果讀為課,案 鄭既於彼注改讀,故 於此引経,
党従其所讀,三 程注皆如是。」

天官 0内宰 「大祭祀,后 課献則賛。瑶爵亦如之。」注 「謂祭宗廟王。既課而出迎牲。后乃従後課也。祭統日,
君執圭讚課層,大 宗執環讚亜課。此大宗亜課謂夫人不興而掃耳。」

同上 「凡賓客之課献瑶爵,皆 賛。」注 「課之稽亜王而程賓。」

春官 ・大宗伯 「以肇献課享先王,以 鑽食享先王。以祠春享先王,以 論夏享先王,以 嘗秋享先王,以 蒸冬享先
王。」注 「宗廟之祭有此六享。肇献課鎮食在四時之上,則 是給也締也。肇者進所解牲饉,謂 薦熟時也。献献
醍,謂 薦血腟也。課之言灌,灌 以鬱圏。……給言摯献課,諦 言鑽食者,著 有黍稜,互 相備也。」

春官 ・鬱人 「鬱人掌課器。」注 「課器謂葬及舟興讚。」校勘記 「掌課器,唐 石経諸本同,按 大宗伯小宗伯津師
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のは3例田1の
みで,1例

殴
は 「誠賞勇敢之信」

掟3,1例 博4は 「嵐」の似借で,残 る5例晰
は,す べて

「課」の慨借である。孫論譲は, この5例の 「果」について 「課」に讀むとするのみで,経 注の

用字については是非を論じない。

(34)習・煮

『説文』では,「友」は 「胃」の或催である
鵬
。『周程』経文には 「習」が4例埓7,「

胃」の誤

三職皆経作果,注 作課,此 亦営同,今 経不作果者,蓋 因注言課器,浅 人遂擦注以改経臭。」

春官 ・鬱人 「凡祭祀,賓 客之課事,和 鬱圏,以 賞葬而陳之。」

同上 「凡課玉濯之陳之,以 賛課事。」注 「課玉謂圭讚、章墳。」

同上 「詔課持之儀興其節。」注 「節謂王奉玉送課早晏之時。」

同上 「凡課事沃盟。……及葬共其課器,遂 狙之。」

春官 ・圏人 「廟用脩。凡山川四方用蜃。凡課事用概。凡讚事用散。」注 「課営篤狙,字 之誤也。」

春官 ・司尊葬 「春祠、夏綸,課 用墳葬鳥葬。……秋嘗、冬蒸,課 用守葬黄葬。……凡四時之間祀,追 享、朝

享,課 用虎葬雌舞。……」注 「課謂以圭墳酌鬱圏始献層也。后於是以環墳酌亜課。……以今祭證特牲少牢言

之,二 課為箕而戸飲七実。王可以献諸臣。……尊以課神,曇 臣之所飲也。……」

春官 ・典瑞 「課圭有讚,以 津先王,以 課賓客。」注 「鄭司農云,於 圭頭為器,可 以l邑圏課祭。謂之讚。故詩

日,血口彼玉鄭,黄 流在中。國語謂之圏圭。以卑先王課先王祭也。玄謂,… …爵行日課。」

秋官 ・大行人 「上公之程執桓圭九寸,… …工程再課而酢。……諸侯之祀執信圭七寸,… …王祀萱課而酢。……

諸子執穀璧五寸,… …工程壼課不酢。……」注 「故書課作果。鄭司農云,… …課讀為灌,再 灌,再 飲公也。

而酢,報 飲王也。……玄謂,… …,鬱 人職日,凡 祭祀賓客之課事,和 鬱圏以賓葬而陳之。祀者使宗伯掃酌圭

讚而課。王既舞送爵。又掃酌暉讚而課。后又舞送爵。是謂再課。再課賓乃酢王也。程侯伯,一 課而酢者,課

賓,賓 酢王而已,后 不課也。祀子男,一 課不酢者,課 賓而已,不 酢王也。不酢之程聘程譴賓是興。」

孫論譲疏 「云 『故書課作果』者,大 宗伯 『大賓客,則 掃而載果』,課 亦作果,興 此故書同。」

冬官 ・玉人 「課圭尺有二寸,有 讚,以 祀廟。」注 「注課之言灌也,或 作深,或 作果。課謂始献酌箕也。」

181天 官 ・句師 「祭祀共爺茅,共 野果面之薦。」注 「果,桃 李之属。繭,瓜 應之属。」

地官 ・場人 「掌國之場圃,而 樹之果繭珍異之物,以 時飲而蔵之。凡祭祀賓客,共 其果面。」注 「果,棗 李之

属。蔵,瓜 弧之属。珍異,蒲 桃枇杷之属。」

182春 官 ・大 卜 「以邦事作亀之八命,一 日征,二 日象,三 日興,四 曰謀,五 日果,六 日至,七 日雨,八 日膠。」

注 「鄭司農云,… …果謂事成興不也。……玄謂,… …果謂以勇決為之。」

183「 果」段注の語。注178参照。
184春 官 ・亀人 「掌六亀之属,各 有名物,天 亀日霊属,地 亀日繹属,東 条日果属,西 亀日軍属,南 亀日猟属,

北亀日若属,各 以其方之色興其般耕之。」注 「杜子春讀果為嵐。」

185春 官 ・大宗伯 「大賓客,則 掃而載果。」注 「載為也。果讀為課,代 王課賓客以圏。」
『周程漢讀考』巻三 「案此古文限借字也。課従示果啓,古 音在弟十七歌大部。鄭君云,『課之言灌』,課 興灌

雙贅,非 課音同灌也。」孫論譲疏 「云 『果讀為課』者,課 果書類同。大行人 『王祀再課而酢』,注 亦云 『故書

課作果』。段玉裁云,… …。」

春官 ・小宗伯 「耕六葬之名物,以 待果持。」注 「果讀為課。」孫論譲疏 「云 『果讀為課』者,詳 大宗伯疏。」

春官 ・小宗伯 「凡祭祀賓客,以 時特讚果。」校勘記 「以時持讚果,唐 石経岳本嘉靖本同。余本聞監毛本果改

課,非 。上以待果特注云,果 讀為課。」孫論譲疏 「果亦讀篤課,詳 前疏。」

春官 0肇師 「祭之日表萱盛,告 繁展器陳,告 備,及 果,築 奮。相治小祀,誅 其慢怠者。」注 「果築習者,所

築胃以課也。」孫論譲疏 「大宗伯 『大賓客,則 掃而載果』注云 『果讀為課』。此注直繹篤課,不 改讀者,以 彼

注已詳,故 不復繹。」
春官 ・肇師 「賛果特。」注 「酌鬱圏,授 大宗伯載課。」孫論譲疏 「『賛果膊』者,果 亦営讀篤課。」

186『 説文』三篇下弼部 「喬,菖 也。炊弼者馨。費,蕎 或炊火。」

187天 官 ・盟人 「凡齊事,奮 盟以待戒令。」注 「蕎盟涼治之。」繹文 「喬,音 党。」孫語譲疏 「云 『蕎盟涼治之』

者,奮 ,注 例営作煮,凡 注複述経文,亦 不用古字。」 (上文に 「祭祀共其苦盟散盟」注 「玄謂散盟胃水為盟」

孫論譲疏 「云 『玄謂散盟習水為盟』者,繹 文於下経鷲監,始 嚢音,疑 此注奮字本作煮,注 例用今字也。互詳

肇師疏。」)

春官 ・肇師 「祭之日表萱盛,告 繁展器陳,告 備,及 果築奮相治小程,誅 其慢怠者。」注 「果築奮者,所 築奮

以課也。……鄭司農云,築 煮,築 香草,煮 以篤圏。」繹文 「習,音 費」孫論譲疏 「云 『果築奮者,所 築習以

課也』者,… …蕎並営作煮。凡経作奮,注 例用今字作煮。先鄭注及後注並作煮,一 職之中先後不宜錯異,足

證其誤。亨人、草人、鬱人注亦並作質,不 作奮。説文以煮篤蕎之或盤。詳盟人疏。」

春官 ・津師 「凡祭祀祀成則告事畢,大 賓客淮筵几築蕎。……大喪大洒以圏,則 築奮。」注 「築香草煮以為圏,

以浴戸。」
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りだと思われる 「蕎」が1例掟8,「
煮」が1例掟9見

える。注も 「蕎」に作るもの‖0と 「煮」に作る

もの‖1が
あり,卑 師の注なども 「習」にも 「煮」 にも作る。孫論譲は,「煮」に作る亨人の経

文も 「詈」に作る注も字例に合わず,改 めるべきだとする。

(35)嘩・呼

『説文』に擦れば,「痺」
Ю2は

呼号 (よぶ)の 意の本字,「呼」
鵬 は呼吸の呼の本字である。

『周祀』経文では、「痺」は春官に2例‖4,「
呼」は夏官に1例晰、秋官に2例"6で3例見えるが,5

例ともに呼号の意味である。孫論譲は,経 文の 「呼」3例をすべて誤りだと考える。

(36)軍0雷

「軍」
"7はかみなりで,今 は 「雷」に作る。『周程』経文では春官 (大司柴2例Ю8、

亀人1例‖9)

は 「霊」に作り,地 官 (鼓人1例200)は「雷」に作る。注は春官義人のみ 「軍」に作り,大 司

188冬 官 ・弓人 「脊膠欲執而水火相得」 (孫語譲本は 「喬」に作る)繹 文 「奮膠,章 呂反。」校勘記 「嵩膠欲執

而水火相得,嘉 靖本同,誤 也。唐石経余本間監毛本脊作蕎,営 檬以訂正。」孫語譲疏 「習,興 盟人 『蕎朧』

之習同。」

189天 官 ・亨人 「職外内甕之暴亨煮,耕 膳羞之物。」注 「暴、今之竃,主 於其竃煮物。」孫語譲疏 「凡経亨煮字

例作胃,注 乃作煮。此経作煮,興 字例亦不合。詳肇師疏。」
190盟 人、卑師などの注。下文参照。

191経 文に 「習」が見えない箇所では,天 官 ・亨人 「掌共鼎錢,以 給水火之齊」注 「銭,所 以煮肉及魚謄之器」、

天官 ・内甕 「掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事,… …」注 「亨,煮 也」、春官 ・鬱人 「凡祭祀,賓 客之課事

和鬱圏,以 賞葬而陳之。」注 「築鬱金煮之以和圏酒。鄭司農云,鬱 ,草 名,十 葉為貫,百 二十貫為築,以 煮

之鎌中,停 於祭前。」、地官 ・草人 「凡糞種,… …」注 「凡所以糞種者皆謂煮取汁也。」、弓人 「鹿膠青白,馬
膠赤白,牛 膠火赤,鼠 膠黒,魚 膠餌,犀 膠黄。」注 「皆謂煮用其皮或用角。」など。

192二 篇上回部 「噂,暖 也。(小徐本、段注本 「琥也」)炊 口摩啓。」なお,「琥」は,五 篇上号部に 「琥,呼 也。

炊号炊虎。」

193二 篇上回部 「呼,外 息也。炊口乎馨。」

194春 官 ・難人 「大祭祀,夜 嘘旦,以 冊百官。」注 「夜,夜 漏未蓋,難 鳴時也。呼旦以警起百官使夙興。」繹文
「嘘,火 呉反,本 又作呼。」孫語譲疏 「『大祭祀,夜 嘘旦,以 聞百官』者,繹 文云,… …。案,説 文口部云,
嘘,琥 也,呼 ,外 息也。痺正字,漢 以後経典多限呼篤之。此経作痺,注 作呼,亦 組用古字,注 用今字之例也。」
春官 ・巾車 「及墓,痺 敗開、陳車。」 (注 「開墓門也,車 式車也。」)

195夏 官 ・司士 「凡祭祀掌士之戒令,詔 相其漆事。及賜爵,呼 昭穆而進之。」孫論譲疏 「云 『及賜爵,呼 昭穆

而進之』者,呼 ,経 例用古字,営 作嘘,此 疑誤,詳 難人疏。」

196秋 官 ・朝士 「帥其属而以鞭呼趨且辟。」孫論譲疏 「『帥其属而以鞭呼趨且辟』者,呼 ,経 例営作嘩,此 疑誤,
詳難人疏。」

秋官 ・衛枚氏 「禁冊呼歎嗚於國中者、行歌哭於國中之道者。」孫論譲疏 「呼,経 例営作嘘,此 疑誤改徒今字。」
197『 説文』十一篇下雨部 「軍,陰 陽薄動軍雨生物者也。炊雨,品 象回韓形。」
198春 官 ・大司柴 「凡柴,園 鍾為宮,黄 鍾為角,大 族為徴,姑 洗為羽,霊 鼓軍畿,孤 竹之管,雲 和之琴蘇,雲

門之舞,冬 日至,於 地上之園丘奏之。」注 「鄭司農云,雷 鼓雷畿皆謂六面有革,可 撃者也。」
199春 官 ・亀人「亀人掌六範之属。各有名物。天亀日重属,地 亀曰繹属,東 亀曰果属,西 亀曰軍属,南 亀日独
属,北 亀日若属。」注 「左侃,軍 。」孫語譲 「云 『左侃,軍 』者,大 司楽 『軍鼓軍畿』,注 並徒隷省作雷,此
注疑亦営作雷,後 人依経改篤軍。」

200地 官 ・鼓人 「以雷鼓鼓神祀。」注 「雷鼓,八 面鼓也。」孫論譲疏 「云 『以雷鼓鼓神祀』者,雷 鼓篤鼓名,・…・・,
大司柴作 『軍鼓』。説文鼓部引周程同。雷即露之隷省。此疑営経作軍,注 省作雷,典 大司楽経注字例同。今

本蓋後人依注改経,非 其薔也。」
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柴、鼓人は 「雷」に作る。孫論譲は大司柴の経注により,亀 人注の 「軍」を 「雷」に,鼓 人経

の 「雷」を 「軍」に作るべきだとする。

(37)警・詔

「馨」
2mの

本義は柴器,「詔」
202の

本義は 「虞舜の楽」である。『周祀』経文には,「詔」はな

く,「馨」は3例 (すべて大司柴)"3見えるが,注 に 「舜柴也」というように,い ずれも 「詔」

の椴借である2“
。注は経の 「馨」について繹する箇所ではやはり 「馨」に作るが,経 文を引か

ない場合は 「詔」に作る"5。
孫論譲は,「馨」「詔」は古今字であり,『周程』の膿例では経は

「馨」に作り注は今字の 「詔」に作るとする。

(38)侑・宥

「侑」は 「椙也」の 「姉」の或膿
2“で,「宥」は 「寛也」

"7でぁる。段玉裁は,「助也」「動也」

などは 「侑」の引申義で,「宥」に 「動也」という訓があるのは 「侑」の偶借だとするが,厳

201『 説文』三篇下革部 「招,朝 遼也。炊革召贅。朝̀ ,紹 或炊兆。発,招 或炊鼓炊兆,馨 ,籍 文靭。炊殻召。」

段玉裁は 「鞘遼也」について 「靭」は衛字で,「遼也」は 「鼓,郭 也」「琴,禁 也」などと同じく贅訓で,遠

くてもその音が聞こえることをいうとし,「啓」については 「周程以篤詔字」という。

202『 説文』三篇上音部 「詔,虞 舜柴也。書日,箭 詔九成鳳皇末儀。炊音召贅。」

203春官 ・大司柴 「以楽舞教國子。舞雲門、大容、大成、大馨、大夏、大渡、大武」注 「此周所存六代之柴。・……

大馨,舜 柴也,言 其徳能紹尭之道也。」繹文 「大馨,上 昭反」院元校勘記 「大馨,漢 讀考云,経 典舜楽字皆

作詔。説文革部鞘或作桃,或 作発,籍 文作馨,従 殻召馨,是 則周程為古文椴借字。」『周稽漢讀考』巻三 「経

典舜柴字皆作詔,惟 此作馨。考説文革部……,是 則周程篤古文似借字也。」孫論譲疏 「案段説是也。後注及

保氏注並作大詔,用 正字也。」

春官 ・大司柴 「乃奏姑洗,歌 南呂,舞 大啓,以 祀四望。……凡柴黄鍾為宮,… …九馨之舞,… …」注 「玄謂,

……,九 馨讀営為大詔,字 之誤也。」繹文 「九馨,依 字,九 音大,諸 書所引皆依字。」校勘記 「九馨讀営為大

詔,字 之誤也,恵 校本無也,此 本疏標起詑云注此三至之誤,亦 無也字,漢 讀考云,此 謂九為大之字誤。」孫

論譲疏 「云 『九馨讀営為大詔』者,… …馨詔古今字,経 例作馨,注 例用今字作詔。……曾釧云,『荘子至柴

「九詔之柴」,史 記五帝紀 「高乃興九招之架」是也。詔招古今字耳,不 必破九篤大也。』……。九招亦見山海経

大荒西経、墨子三辮篇,劉 、王諸家讀九如字,亦 通。」

204以 下のように,他 経はすべて 「詔」に作る。『尚書』益稜 「箭詔九成」、『祀記』柴記 「大章,章 之也。咸

池,備 実。詔,維 也。夏,大 也。」、『左博』襄公博二十九年 「見舞詔護者」注 「殷湯柴」、襄公博二十九年

「見舞詔籠者」注 「舜楽」、『論語』八倫 「子謂詔,蓋 美臭,又 蓋善也。謂武,蓋 美臭,未 蓋善也。」、述而

「子在齊。聞詔,二 月,不 知肉味。」、霊公 「柴則詔舞」

205地 官 ・大司徒 「以六柴防萬民之情而教之和。」注 「鄭司農云,六 柴,雲 門、大咸、大詔、大夏、大渡、大

武也。」繹文 「大招,上 朝反,本 亦作詔。」孫論譲疏 「鄭司農云 『六柴,雲 門、大成、大詔、大夏、大渡、大

武也』者,繹 文……,案 詔、紹,… 字並通。」

地官 ・保氏 「而養國子以道。乃教之六藝,一 日五程,二 日六柴,三 日五射,四 日五駅,五 日六書,六 日九敷。」

注 「六柴,雲 門、大成、大詔、大夏、大渡、大武也。」

206『 説文』十二篇下女部 「姉,相 也。炊女有馨。侑,姉 或炊人。」段注 「耕有綱者,取 相助也。故引伸之,

凡相助曰綱,姉 之義取乎此。周祀宮正 『以柴侑食』,鄭 日,『侑猶動也』。按動即助。左博 『王享醜,命 晉侯

宥』,杜 注 『……,又 命晉侯助以束畠』,以 助繹宥。古経多限宥篤侑。毛詩則限右篤之。博日,『右,動 也。』」

207『 説文』七篇下ル部 「宥,寛 也。炊ル有贅。」段注 「宥篤寛,故 貰罪日宥,周 程大司柴椴宥篤侑,王 制俄

又篤宥。」
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可均はいずれも俣借だとする。『周祀』経文には 「侑」が1例"8,「
宥」が8例見えるが,「宥」7

例
"9は

本義の 「寛也」で,残 りの1例劉0は 「侑」1例と同じく 「動也」と注される。つまり 「動

也」の意味で 「侑」に作る例と 「宥」に作る例が1つずつあることになる。厳可均は,古 文の

テキス トのある 『儀程』注が古文は 「宥」に作るとすること、古文の 『左博』が 「宥」に作る

ことを根擦に,同 じく古文の 『周程』経文も 「宥」に作るべきだとし,孫 論譲は厳説を是とす

る。

(39)飲・吹

孫論譲は,笙 師の疏
Hlで

,「飲」は 「螢」
劉2の

省略膿であり,経 はすべて 「飲」に作 り,注 は

すべて 「吹」
劉3に

作るとする。賞際,「飲」は 『周程』経文に7例見えるが,注 はそれをすべて

「吹」 に作 り
"4,経

文に 「飲」字のない箇所も 「吹」 に作る劉5。
孫論譲の指摘通 り,例 外なく

208天官 ・膳夫 「以楽侑食,膳 夫授祭,品 嘗食,王 乃食。」注 「侑猶動也。」
孫論譲疏 「『以楽侑食』者,侑 ,依 大司楽 『王大食三宥』,則 字営作宥,此 疑韓鳥之誤。
者,… 大司架 『三宥』注同。此亦営作宥,宥 本訓寛,限 借篤勘助之義,詳 大司柴疏。」

209地官 ・司諫 「以孜郷里之治,以 詔磨置,以 行赦宥。」

『侑猶動也』

秋官 ・大司寇 「凡萬民之有罪過而未麗於濠而害於州里者,… …役使州里任之,則 宥而舎之。」注 「宥,寛 也」
秋官 ・小司寇 「聴民之所刺宥,以 施上服下服之刑。」注 「宥,寛 也。」

秋官 ・司刺 「掌三刺、三宥、三赦之濠,以 賛司寇聴獄訟。」注 「宥,寛 也。」
秋官 ・司刺 「萱宥日不識。再宥日過失。三宥日遺忘。」注 「鄭司農云,不 識謂愚民無所識,則 宥之。」

210春 官 ・大司柴 「王大食三宥,皆 令奏鍾鼓。」注 「宥猶動也。」校勘記 「王大食三宥,唐 石経余本岳本嘉靖本
同,聞 監毛本宥改侑,注 中同。余本岳本載音義作宥。葉抄繹文同。石経考文提要云,宋 本九経宋纂固互注本、
宋附繹音本皆作宥。漢讀考云,有 司徹注日,古 文侑皆作宥,然 則以宥為侑古文椴借字。」『周程漢讀考』巻三
「繹文葉林宗抄本、唐石経、余仁仲本、岳珂本、嘉靖本、余氏注疏本、古今韻會皆作宥,余 岳所載音義同。
今各本及通志堂繹文作侑,非 也。有司徹注日,古 文侑皆作宥,然 則以宥篤侑,古 文偶借字。」厳可均 「説文,
姉,或 作侑,相 也。宥,寛 也。以綱寛篤動助,字 本慨借。儀程聘祀 『以侑幣』,有 司徹 『乃議侑干賓』,鄭 彼
注並云 『古文侑皆作宥』。左荘十八,信 廿五年 『博命之宥』,廿 八年 『博命晉公宥』。儀祀有古文,左 博、周
譴亦篤古文,故 統借宥字篤之。而膳夫 『以柴侑食』,雑 以今文,則 韓篤失之耳。」孫論譲疏 「宥,明 注疏本及
慮本繹文並作侑,非 。巌可均云,… …,案 ,厳 説是也。」

211下 注参照。

212『 説文』二篇下含部 「螢,筆 音律管燻之柴也。炊命炊贅。」段注 「以人氣作音日吹」柴器を吹くこと。
213『 説文』では口部、欠部の二箇所に見える。三篇上回部 「吹,嘘 也。炊口炊欠。」八篇下欠部 「吹,出 気

也。炊欠炊口。」

214春 官 ・笙師 「掌教欲竿、笙、墳、衛、箭、篇、毯、管,春 贖應雅,以 教械柴。」注 「杜子春讀毯為蕩族之
族,今 時所吹五空竹遂。」繹文 「欲,昌 垂反」孫論譲疏 「『掌教飲竿、笙、墳、衛、箭、篇、遂、管』者,説
文命部云,… …口部云,… …,又 欠部云,… …。飲即筆之省。凡経皆作飲,注 皆作吹,経 例用古字,注 例用
今字也。」

春官 ・術師 「掌教國子舞羽飲衛。」注 「文舞有持羽吹衛者,所 謂衛舞也。」孫語譲疏 「注云 『文舞有持羽吹衛
者』者,此 亦注用今字作吹也。」

春官 ・衛章 「中春菫,繋 土鼓飲幽詩,以 逆暑。」注 「幽詩,自 風七月也。吹之者以衛為之聾。」
孫論譲疏 「云 『吹之者以衛為之啓』者,此 亦経用古字作飲,注 用今字作吹也,詳 笙師疏。」
春官 ・衛章 「凡國祈年干田祖,飲 幽雅撃土鼓,以 架田唆。國祭皓則欲幽頌撃土鼓,以 息老物。」
春官 ・堤鞍氏 「祭祀則飲而歌之,燕 亦如之。」注 「吹之以管衛為之馨。」

孫論譲疏 「注云 『吹之以管衛為之贅』者,此 亦注用今字作吹也。」

春官 ・墓氏 「凡 卜,以 明火熱燻,遂 飲其崚契,以 授 卜師,遂 役之。」注 「玄謂,峻 讀如式鱒之鉾,謂 以契柱
憔火而吹之也。」
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「経用古字,注 用今字」である。

(40)出・分『

『説文』に檬れば,「分『」
四6は 「周太王國」,「幽」

劉7は 「美陽亭即幽也」である。 「幽」段注

は 「按此二蒙説解可疑」 としつつも,「蓋古地名作分5,山 名作幽,而 地名因於山名,同 音通用,

……,是 以周祀術師経文作幽,注 作分『。漢人於地名用分『不用幽。 (おそ らく古の地名は 「分『」

に作 り,山 の名は 「幽」に作るのだろう。そして地名は山の名に因み,同 音による通用であろ

う。……それで,『周程』術師 (衛章の誤 りか)の 経文は 「幽」に作 り,注 は 「分『」に作るの

である。漢の人は地名に 「分「」は用いず 「幽」を用いた。)」とする。しかし, この地名は,

『周祀』経文には4例 (いずれも春官 0衛章)劉8見え,す べて 「幽」に作る劉9が
,今 本では前五

篇の注もすべて 「幽」に作る鯰0。ただし,『繹文』は 「幽」を奉げて 「彼貧反,注 分『同」とい

う。段玉裁はこれを根檬に 「経作幽,注作分『」という。院元も 『繹文』を引き,段 玉裁の説に

燭れ,「今本皆改篤幽臭」とする。孫論譲は,段 説、院説に檬り,注 の 「幽」字は 「分『」に作

るべきだとする。

(41)虞・鏃

「虞」は 「鐘鼓之柑」 (鐘鼓を掛ける器具)で ,「鏃」はその或證,「虞」はその象文であ

る羽1。『周祀』経文には 「鏃」がなく,「虞」が8例羽2ぁり,鄭 注も概ね 「虞」に作る調が,杜 子

院元校勘記 「按今本筍作飲者,徒 炊省也。○按説文,笛 ,従 含炊馨。」

孫論譲疏 「『遂飲其峻契,以 授 卜師』者,飲 ,説 文引作筆。院元云,… …。云 『謂以契柱燻火而吹之也』者,

此亦注用今字作吹也。」

215他 の経典 (『毛詩』『程記』『爾雅』)も 「吹」に作る。

216六 篇下邑部 「分「,周 太王國,在 右扶風美陽。炊邑分贅。」

217六 篇下邑部 「幽,美 陽亭即幽也。民俗以夜市。有幽山。炊山炊稼。開。」

218経 「掌土鼓自衛」注 「鄭司農云,自 衛,幽 國之地竹,幽 詩亦如之。玄謂,自 衛,幽 人吹衛之贅章。」繹文

「衛章,幽 ,彼 貧反,注 分「同。」校勘記 「幽衛,幽 國之地竹,繹 文音経幽衛云,注 分「同。段玉裁取此為経用古

字注用今字之一證。今本皆改為幽実。」孫論譲疏 「鄭司農云 『幽衛,分β國之地竹』者,繹 文……,段 玉裁、

院元並云,… …。案,段 、院説是也。此注幽字並営作分『。」

経 「中春書撃土鼓飲幽詩以逆暑」注 「幽詩,幽 風七月也。」

経 「凡國祈年千田祖飲幽雅撃土鼓以楽田唆」注 「幽雅,亦 七月也。」

経 「國祭蟷則飲幽頌撃土鼓以息老物」注 「幽頌,亦 七月也。」

219『 毛詩』『左博』も 「幽」に作るが,『爾雅』繹地は 「西至於分「國」と,國 名を 「分『」に作る。『孟子』 (梁

恵王下)も 「分「」に作る。

220考 工記の注には 「分「」が1例ある。絶叙 「燕之角、剤之幹、始胡之箭、呉専之金錫,此 材之美者也。」注

「杜子春云,始 讀為焚咸丘之焚,書 或為分「。扮,胡 地名也。」孫論譲疏 「云 『書或為分「』者,始 分『同啓限借字。」

221『 説文』五篇上走部 「虞,鐘 鼓之村也,飾 為猛獣。炊虐異啓,象 其下足,鏃 ,虞 或炊金康啓,虞 ,象 文,

虞省」。

222春 官 ・典庸器 「掌蔵楽器庸器。及祭祀,帥 其属而設筍虞,陳 庸器。」注 「注設筍虞,眠 瞭営以縣柴器焉。・……

杜子春云,筍 讀為博選之選,横 者為筍,徒 者為鏃。」経典繹文 「鏃,音 距。薔本作此字。今或作虞。」『周程
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春は 「鏃」に作る鍵4。
段玉裁は,杜 注を根擦に 「此亦経用古字注用今字之一證」とするが,孫

論譲は,鄭 、社の用字法が異なるとする。

(42)ソい・ソヒ

兆は,「灼亀析」と繹される 「りい」の古文の隷愛である25。
今本 『周程』経文には 「りい」は

見えず,「兆」は19例見えるが, うち8例閣は 「銚」に通ずる用例で 「灼亀析」ではない。H

例
"7は

大 卜と卜師に見え,「灼亀析」である。今本の経文に 「りい」は見えないが,大 卜の繹文

に 「三りい,音 兆,亦 作兆」とあることを根擦に院元は,「按古文経営作掛,注 徒今字作掛」と

していたが,後 に前説を訂正する。孫論譲も略説では院元の前説と同様,掛 ・兆を古今字とし

ていたが,大 卜疏では,玩 元と同様,前 説を翻し,『説文』を根擦に,『周祀』経文は古文に作

ることが多いので,繹 文が誤りで,「兆」に作るべきだとする。

漢讀考』巻三 「経作虞,注 作鏃者,漢 人多用鏃字。 (詳説文解字讀)此 亦経用古字注用今字之一證。説文走
部日,康 或作鏃。」孫論譲疏 「云 『横者為筍,従 者為鏃』者,梓 人注義同。繹文云,… …。案,説 文走部云,
……。此及梓人経注並作虔,即 蒙文之愛催,杜 作鏃,用 或證也。段玉裁云,… …。案,段 説近是。但後鄭注

働作虞,小 膏、梓人注同,然 則惟杜作鏃,鄭 自如経作虞,雨 君字例不同也。」

春官 ・典庸器 「大喪,蕨 筍虞。」

冬官 ・梓人 「梓人篤筍虞」注 「楽器所縣。横日筍,植 日虞。」

冬官 ・梓人 「嵐者羽者鱗者以篤筍虞。……厚唇、套口、出目、短耳、大智、燿後、大般、短腫,若 是者謂之
嵐属。恒有力而不能走。其啓大而宏。有力而不能走,則 於任重宜。大贅而宏則於鍾宜。若是者以篤鍾虞。是
故繋其所縣,而 由其虞鳴。……鋭味、決吻、数日、顧腫、小證、審腹,若 是者謂之羽属。……。若是者,以
篤碧虞。故繋其所縣而由其虞鳴」

223経 文に 「虞」がない箇所も,鄭 注は 「虞」に作る。

春官 ・小膏 「凡縣鍾馨,半 為堵,全 為撃。」注 「鍾碧者編縣之,二 八十六枚而在一虞,謂 之堵。鍾一堵,磐
一堵,謂 之津。」

冬官 ・梓人 「凡捜憫援寒之類必深其爪出其目作其鱗之而」注 「謂筍虞之獣也。」

224春 官 ・典庸器注 1例 のみ。

225『 説文』三篇下 卜部 「りい,灼 亀析也。炊 卜兆,象 形。兆,古 文掛省。」段注 「按古文祇篤象形之字。小家

加 卜,非 古文減 卜也。」

春官 ・小宗伯 「兆五帝於四郊,四 望四類亦如之。」注 「兆篤壇之螢域,… …玄謂,四 類日月星辰運行無常,
以氣類篤之位。兆日於東郊,兆 月興風師於西郊,兆 司中司命於南郊,兆 雨師於北郊。」

春官 ・小宗伯 「卜兆山川、丘陵、墳衛,各 因其方。……葬兆甫雲亦如之。」注 「兆,墓 螢域。」

春官 ・肇師 「掌兆中廟中之禁令。」注 「兆,壇 螢域。」

春官 ・典祀 「掌外祀之兆守。皆有域。掌其政令。」注 「外祀謂所祀於四郊者。域,兆 表之螢域。」

春官 ・家人 「掌公墓之地,耕 其兆域而為之国。先王之葬居中,以 昭穆為左右。・……凡死於兵者,不 入兆域。

凡諸侯及諸臣葬於墓者,授 之兆,為 之躍,均 其禁。」

227春 官 ・大 卜 「掌二兆之濠。一日玉兆。三日瓦兆。三日原兆。」注 「兆者灼亀嚢於火其形可占者。……杜子

春云,玉 兆,帝 順項之兆。瓦兆,帝 尭之兆。原兆,有 周之兆。」繹文 「三ソじ卜,音 兆,亦 作兆。」校勘記 「掌三

兆之漆,唐 石経諸本同,繹 文作三ソい云亦作兆。按古文経営作掛,注 徒今字作ソい。今本後人援注所改○謂前説

非也。経注皆未嘗作ソい,ソい乃俗字後人所造賀入説文者。周祀有作掛者俗本耳。」孫論譲疏 「『掌二兆之濠』者,
兆,繹 文……。案,説 文 卜部云,… …,此 経多古文,則 営以作兆篤正,繹 文本非。」

春官 ・大 卜 「其経兆之證皆百有二十。……以八命者賛二兆三易三夢之占,以 観國家之吉凶,以 詔救政。」

春官 ・卜師 「掌開亀之四兆。一日方兆。三日功兆。三日義兆。四日弓兆。」
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孫語譲の 「古今字」

(43)拶・夢

『説文』
28に

擦れば,ゆ めの正字は 「霧」で,「夢」がゆめの意を表すのは椴借である。『説

文』の 「霧」の説解は 『周祀』の占夢の文を引き,繹 文は大 卜の 「三夢」の 「夢」を 「拶」の

誤りまたは俗催であると考えられている 「荏」に作るが,今 本 『周祀』に 「拶」」は見えず,

すべて 「夢」に作る29。
孫語譲は,「拶」が正字であることを指摘し,『説文』の占夢の引用や

繹文について鯛れはするが,院 元本を改めることはしない。

(44)操・舞

「舞」は 「操」の或證である器0。『周祀』経文には 「操」は7例2H、「拝」は33例器2,注はすべ

228『 説文』七篇下霧部 「霧,宗 而有覺也。炊ル炊声夢馨。周祀,以 日月星辰占六霧之吉凶,一 日正霧,二 日

要拶,三 日思拶,四 日悟拶,五 日喜霧,六 日燿拶,凡 霧之属皆炊霧。」

七篇下夕部 「夢,不 明也。」

22916例 見える。春官 「占夢。中士二人,史 二人,徒 四人。」

春官 ・大 卜 「掌三夢之濠。一日致夢。二日崎夢。三日咸砂。」繹文 「三薔,音 夢,本 多作夢。」「崎夢,居 綺

反,注 椅同,又 紀宜反,杜 其宜反。」院元校勘記 「掌三夢之濠,唐 石経諸本同,繹 文作三薔,不 成字。蓋説

文霧字之論耳,拶 者正字,夢 者似借字也。」孫論譲疏 「『掌三夢之濠』者,繹 文……。案,夢 正字営作霧,房

即拶之俗。経凡拶字皆限夢篤之。後占夢繹文載或本作霧,則 用正字,詳 彼疏。」

春官 ・大 卜 「以八命者賛二兆三易三夢之占,以 観國家之吉凶,以 詔救政。」注 「鄭司農云,以 此八事命 卜笠

著亀参之以夢。故云以八命者賛三兆三易三夢之占。」

春官 ・占夢 「占夢掌其歳時観天地之含,耕 陰陽之氣。」繹文 「占夢,本 又作霧,音 同。」孫論譲疏 「『占夢』

者,繹 文云,… …,案 ,説 文霧部云,『霧,… …』弓1此経文並作霧。又夕部云 『夢,不 明也。』是霧正字,夢

限借字。但叙官及大 卜並不作霧,繹 文或本不知是故書否也。廣韻一送引此経六夢,亦 興説文同。」

春官 ・占夢 「以日月星辰, 占六夢之吉凶。」注 「春秋昭二十一年十二月辛亥朔日,有 食之,是 夜也,晋 趙簡

子夢童子保而韓以歌,旦 而日食。……此以日月星辰占夢者,其 術則今八會其遺象也。用占夢則亡。」

春官 ・占夢 「一日正夢。」注 「無所感動,平 安自夢。」

春官 ・占夢 「二日至夢。」注 「杜子春云,王 営為驚愕之愕,謂 驚愕而夢。」 (『周祀漢讀考』巻三は, この経

注を引用し,い ずれも 「夢」を 「霧」に作る。)

春官 ・占夢 「三日思夢。」注 「覺時所思念之而夢。」

春官 ・占夢 「四日府夢。」注 「覺時道之而夢。」

春官 ・占夢 「五日喜夢。」注 「喜悦而夢。」

春官 ・占夢 「六日燿夢。」注 「恐燿而夢。」

春官 ・占夢 「季冬聘王夢,献 吉夢干王,王 奔而受之。」注 「夢者,事 之祥,吉 凶之占,在 日月星辰。……因

献革臣之吉夢於王露美焉。詩云牧人乃夢,衆 維魚臭,焼 維旗臭。此所献吉夢。」

春官 ・占夢 「乃舎萌子四方,以 贈悪夢。」

230『 説文』十二篇上手部 「操,首 至地也。炊手来,来 音忽。揚雄説,拝 炊両手下,… …」,「舞」は三上升部

にも見え,「舞,揚 雄説升炊両手」。

231春 官 ・世婦 「凡王后有操事於婦人則詔相。」注 「玄謂,舞 ,舞 謝之也。喪大記日,夫 人亦舞寄公夫人於堂

上。」孫論譲疏 「操 ・拝古今字,経 例用古字作操,注 例用今字作拝,詳 大祝疏。」

春官 ・大祝 「辮九操。一日稽首。三日頓首。三日空首。四日振動。五日吉操。六日凶操。七日奇操。八日褒

操。九日粛操。以享右祭祀。」注 「稽首,舞 頭至地也。頓首,舞 頭叩地也。空首,舞 頭至手,所 謂拝手也。

吉舞,舞 而后稽頼,謂 齊衰不杖以下者。言吉者,此 殷之凶舞:周 以其拝興頓首相近,故 謂之吉舞。云凶拝稽

頼而后舞謂三年服者。杜子春云,… …奇讀為奇偶之奇,謂 操屈一膝,今 雅拝是也。或云奇讀日椅,椅 拝謂持

節持戟舞,身 椅之以舞。鄭大夫云,… …奇舞謂一舞也。衷讀為報,報 拝再舞是也。鄭司農云,褒 舞,今 時持

節舞是也。粛舞但俯下手,今 時撞是也。介者不舞,故 日為事故敢粛使者。玄謂,振 動,戦 栗愛動之舞。書日,
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て 「拝」に作る。孫語譲は 「唐石経及宋以来版本並誤」 とし,

作るべきだとする。

経文の 「奔」はすべて 「操」に

(45)諸・稽

『説文』では 「諸」は 「下首也」
朋
,「稽」は 「留止也」

田4で
,「頁」

獅 の説解にも 「諸首」の

語が見える。つまり 『周祀』九舞の 「稽首」の正字は 「誦」だが,経 文に 「諸」は見えず,

王動色憂。一拝,答 臣下舞。再拝,拝 神興戸。」

孫論譲疏 「『耕九操』者,説 文手部云,… …,案 ,此 経例用古字,皆 作操,注 例用今字,皆 作舞。」
232地 官 ・郷大夫 「版明,郷 老及郷大夫、革吏,献 賢能之書干王。王再拝受之,登 干天府。内史式之。」注

「王受之,重 得賢者。」孫論譲疏 「云 『王再舞受之』者,拝 ,経 例用古字営作操。唐石経及宋以来版本並誤。

詳大祝疏。」

春官 ・柴師 「教柴儀,行 以肇夏,趨 以采齊,車 亦如之。環舞以鍾鼓篤節。」注 「舞,
『環舞以鍾鼓篤節』者,舞 ,経 例営作操,詳 前世婦疏。」

春官 ・占夢 「季冬聘王夢,献 吉夢干王,王 舞而受之。」孫語譲疏 「云 『王拝而受之』

作操。詳大祝疏。」

秋官 0小司寇 「孟冬祀司民献民敷於王。王舞受之,以 固國用而進退之。」孫論譲疏 「云 『王舞受之』者,奔 ,
経例用古字営作操。石経及各本並誤。詳大祝疏。」

秋官 ・司民 「及三年大比,以 高民之敷詔司寇,司 寇及孟冬祀司民之日,献 其数千王,王 拝受之,登 干天府。…」

孫論譲疏 「云 『王拝受之,登 干天府』者,舞 ,経 例営作操。石経及各本並誤。詳春官世婦疏。」

秋官 ・司儀 「凡諸公相為賓,主 國五積、三問。皆三辞,舞 受,皆 旅濱,再 勢。三辞、三揖,登 ,拝 受,舞 送。」

注 「玄謂,… …,舞 送,送 使者。」孫論譲疏 「云 『皆三辞,奔 受』者,舞 ,経 例用古字営作操。石経及各本

並誤,下 同,詳 春官世婦疏。」

秋官 ・司儀 「主君郊勢,交 損二辞。車逆奔辱,三 揖,三 辞奔受。車送,三 還再拝。」注 「奔辱,賓 舞謝辱也。

玄謂,… …車迎拝辱者,賓 以主君親末乗車出舎門而迎之。若欲遠就之然。見之則下奔迎,謝 其自屈辱末也。

至去又出車。若欲遠送然。主君三還辞之,乃 再舞送之也。」

秋官 ・司儀 「及持幣,交 濱三辞。車逆,舞 辱。賓車進,苔 舞。三揖三譲毎門止一相。及廟,唯 上相入。賓三

揖三譲,登 ,再 舞授幣。賓舞送幣。毎事如初。賓亦如之。及出,車 送,三 請三進,再 拝:賓 三還三辞,告 辟。」

注 「鄭司農云,… …賓車進答奔,賓 上車進主人乃答其舞也。……玄謂,既 三辞,主 君則乗車出大門,而 迎賓

見之,而 下舞其辱。賓車乃前下答舞也。……登再舞授幣,授 営為受,主 人舞至且受玉也。」

秋官 ・司儀 「賓之舞稽,舞 甕編,拝 饗食。」注 「鄭司農云,賓 之拝程者,因 言賓所営舞者之證也。所営舞者,

舞甕編舞饗食。玄謂,賓 持去,就 朝拝謝此三程。三祀,程 之重者也。賓既拝,主 君乃至館贈之,去 又送之於

郊。」

秋官 ・司儀 「諸公之臣,相 為國客,則 三積。皆三辞,拝 受。及大夫郊労,旅 憤,三 辞,舞 辱,三 譲登,聴 命。

下舞,登 受。賓使者如初之儀。及退,弄 送。」

秋官 ・司儀 「及特幣,旅 損二辞,舞 逆,客 辟。三揖,毎 門止二相。及廟,唯 君相入。三譲,客 登,奔 。客三

辟。授幣下出。毎事如初之儀。」注 「客辟,邊 巡不答拝也。……舞,主 君奔客至也。……」

秋官 ・司儀 「及祀私面私献,皆 再拝稽首,君 答奔。」

秋官 ・司儀 「出,及 中門之外,問 君。客再舞,封 。君舞。客辟而封。君問大夫。客封。君勢客。客再舞稽首。

君答舞。客趨辟。」注 「問君客再舞,封 者為敬慎也。」

秋官 ・司儀 「君館客。客辟,介 受命。遂送。客徒舞辱干朝。」注 「遂送,君 拝以送客。」

秋官 ・司儀 「明日,客 拝程賜。」

233九 篇上首部 「旨首,下 首也。(段注は 「諸首也」)」

234六 篇下稽部 「稽,留 止也。炊禾炊尤旨贅。」

235九 篇上頁部 「頁,頭 也,炊 百炊几,古 文諸首如此。」

直舞也。」孫論譲疏 「云

者,舞 ,経 例用古字営
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「稽」は24例のうち春官 ・

文は 「諸首」に作るので,

といい,司 儀疏では 「稽,

孫語譲の 「古今字」

大祝1例器6,秋
官 0司儀2例器7は

孫論譲は大祝の疏に 「経作諸,

疑営従大祝繹文作諸」 とする。

「稽首」である器8。
ただし,大 祝の繹

注作稽,亦 経用古字,注 用今字之例」

(46)逢・原

『説文』に檬れば,「逢」
器9は 「高平之野」,「原」

20は 「水泉本」なので,「逢」は,は ら

(高所の平地)の 正字であり,「原」はみなもとの正字で,そ れが 「高平之野」の意を表す場合

は椴借である:『周祀』経文は逢師の官名とその職掌を述べる箇所 (3例)241は経注ともに 「逢」

236春 官 ・大祝 「耕九操。一日稽首。二日頓首。三日空首。四日振動。五日吉操。六日凶操。七日奇操。八日

褒操。九日粛操。以享右祭祀。」注 「稽首,舞 頭至地也。」繹文 「請首,音 啓,本 又作稽。」賣疏 「一日稽首,

其稽,稽 留之字。」孫論譲疏 「云 『一日稽首』者,稽 ,繹 文……,説 文首部云,… …,案 ,繹 文本是也。経

作諸,注 作稽,亦 経用古字,注 用今字之例。稽諸同贅限借字。買疏説稽首篤稽留之字,則 誤以限字篤正字実。」

237秋 官 ・司儀 「及祀、私面、私献,皆 再拝稽首,君 答拝。出,及 中門之外,問 君。客再拝封。君舞,客 辟而

封。君問大夫。客封。君勢客,客 再舞稽首。君答舞。客趨辟。」孫論譲疏 「『皆再拝稽首,君 答舞』者,稽 ,

疑営徒大祝繹文作諸,下 同。」

238残 りの21例は以下の通り。天官 ・小宰 「以官府之八成経邦治。一日聴政役以比居。三日聴師田以簡稽。・…・・」

注 「鄭司農云,… …簡稽,士 卒兵器簿書。簡猶閲也。稽猶計也。……故遂人職日,稽 其人民,簡 其兵器。國

語日,黄 池之合,呉 陳其兵,皆 官師擁鐸供稽。」

天官 0宮正 「稽其功緒,糾 其徳行。」注 「稽猶考也,計 也。」

天官 ・讐師 「歳終則稽其警事,以 制其食。」

天官 0内宰 「歳終則會内人之給食,稽 其功事。」

地官 「司稽五津則一人,」注 「自膏師以及司稽,皆 司市所自辟除也。……司稽,察 留連不時去者。」

地官 ・小司徒 「掌建邦之教濠,以 稽國中及四郊都部之夫家九比之敷,… …」注 「稽猶考也。」

地官 ・小司徒 「乃均土地,以 稽其人民,而 周知其敷。」

地官 ・郷師 「以國比之濠,以 時稽其夫家衆寡,耕 其老幼貴賤康疾馬牛之物,… …」

地官 ・郷師 「正歳,稽 其郷器。……若國大比,則 孜教察辞,稽 器展事,以 詔誅賞。」

地官 ・縣師 「掌邦國都部稽句郊里之地域,而 辮其夫家人民田茉之数及其六畜車禁之稽。」

地官 ・質人 「掌稽市之書契,同 其度量,萱 其淳制。」注 「稽猶考也,治 也。」

地官 ・司稽 「司稽掌巡市而察其犯禁者興其不物者而博之。」

地官 ・遂人 「以土地之固経田野造縣部形確之濠。……使各掌其政令刑禁,以 歳時稽其人民而授之田野,簡 其

兵器,教 之稼稽。」

地官 ・遂大夫 「各掌其遂之政令,以 歳時稽其夫家之衆寡、六畜田野,耕 其可任者興其可施舎者,以 教稼稽,

以稽功事,掌 其政令戒禁,聴 其治訟。」

地官 ・縣正 「既役則稽功會事而誅賞。」

地官 ・部長 「凡歳時之戒令皆聴之。趨其耕褥,稽 其女功。」

夏官 ・大司馬 「簡稽郷民,以 用邦國。」注 「簡謂比敷之。稽猶計也。」

夏官 ・司士 「凡邦國,三 歳則稽士任,而 進退其爵隷。」

夏官 0職方氏 「東南曰揚州。其山鎮日會稽。」注 「會稽在山陰。」

239二 篇下走部 「逢,高 平之野,人 所登。炊定久田最。開。 (段注本は 「高平日逢」)」

240二 篇下森部 「原,水 泉本也。炊森出「下。原,蒙 文炊泉。」(段注は 「水本也」)

241夏 官序官 「逢師,中 士四人、下士八人、府四人、史八人、膏八人、徒八十人。」注 「逢,地 之廣平者。」孫

論譲疏 「案,逢 原古今字。経例用古字作逢,注 例用今字営作原,詳 大司徒疏。」

夏官 ・逢師 「逢師掌四方之地名,耕 其丘陵、墳衛、逢限之名、物之可以封邑者。」
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に作 り,そ の他は経注 とも 「原」 に作る。 『周祀』経文に見える 「原」5例のうち,3例
M2は

「高平之野」の偶借である調
。孫論譲は,経 文の 「原」は 「逢」に,注 の 「逢」は 「原」に作

るのが正 しいと考える
244。

(47)まとめ

以上:孫 論譲が 『周程正義』略例に奉げる48中46組の古今字について,古 今字と本義の関係、

古字と今字の関係、院元本における使用状況、それについての孫論譲の見方について検討した。

その結果,今 字について略例のいう 「漢人常用之字,不 拘正眼借也」は,古 字についても同様

であることがわかった。「赦」「示」「政」「狸」「告」「設」「寒」「果」「馨」は明らかに椴借で,

その他にも正字ではないものは多い。古字と今字の関係も 「濠」と 「法」、「砥」と 「視」、「裁」

と 「災」、「案」と 「栗」、「硫」と 「育」、「淵」と 「姻」、「匿」と 「柩」、「難」と 「顛」、「取」

と 「御」、「奮」と 「煮」、「虞」と 「鏃」、「掛」と 「兆」、「舞」と 「操」などのように本末の異

体字もあれば,「敵」と 「漁」、「聯」と 「連」、「頒」と 「班」、「干」と 「於」、「孜」と 「考」、

「政」と 「征」、「叙」と 「序」、「麦」と 「邪」、「豪」と 「核」、「馨」と 「詔」、「侑」と 「宥」、

「諸」と 「稽」、「逢」と 「原」などのように音が同じか近いというだけの字もある。要するに,

『周祀正義』の 「古今字」とは,経 と注の用字の違いのみを指していう語なのである。46組の

古今字の院元本における使用状況は必ずしも 「経用古字,注 用今字」ではなかったが,孫 論譲

は 「経用古字,注 用今字」の原則に執拗に固執し,原 則に合わなければ,可 能な限り擦り所を

探してテキス トを改め,改 めない場合も誤りとする。孫論譲にとって,古 字は経文の用字、今

字は注の用字だった。

三 お わ りに

前章の調査により明らかなように,『周祀正義』で 「古今字」であるための必要十分條件は,

242地 官 ・大司徒 「耕其山林川澤丘陵墳衛原限之名物。」注 「高平日原。」繹文 「原,本 又作逢。」院元校勘記
「耕其山林川澤丘陵墳衛原限之名物,唐 石経諸本同,繹 文原本亦作逢,案 周祀原限字多作逢,此 営作古字,

因注作原而改。」孫論譲疏 「案院説是也。逢原古今字,経 例用古字営作逢,注 例用今字営作原,逢 師、逢限,

字正作逢。今本此職誤以注改経作原,夏 官叙官則又以経改注作逢,二 者交失之実。」

地官 ・大司徒 「耕五地之物生,… …五日原限,其 動物宜嵐物,其 植物宜叢物,其 民豊肉而庫。」孫論譲疏
「云 『五日原曝』者,原 亦営作逢,詳 前疏。」

春官 ・大 卜 「掌二兆之灌。一日玉兆。二日瓦兆。三日原兆。」注 「原,原 田也」孫論譲疏 「云 『原,原 田也』

者,讀 原篤逢也,原 即逢之借字,詳 大司徒疏。」

243残 り2例は,地 官 ・土訓 「道地憲,以 排地物而原其生,以 詔地求。」注 「耕其物者,別 其所有所無。原其生,

生有時也。以此二者告王之求也。」孫語譲疏 「云 『原其生,生 有時也』者,原 猶察度也。」、また夏官 ・馬質
「禁原章者。」注 「原,再 也。」 (「原,再 也」は 『爾雅』繹詰の文)

244大 司徒疏など。注242参照。
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孫論譲の 「古今字」

経と注で用字が異なるということである。『周祀正義』で 「古今字」という場合,『周程』経注

の用字の違いのみを指していい,古 字や今字の本義や古今字の関係は問題にしない。また,

『周程正義』の 「古今字」が経注異字を指すのは,『周祀』について 「古今字」を語るので,

「古」は経文、「今」は注になるというだけで,絶 封的なものでなく,「古」と 「今」はその都

度具催的な使用状況に應じて決まる。清代以前,「古今字」は純粋に歴史的同語異字現象のみ

を指す語だつたのである。

使用テキス ト

院元本 『十三経注疏』

通志堂本 『経典繹文』

中華書局本 『周祀正義』
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